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令和６年第２回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

                   令和６年６月７日（金）午前９時３０分開会・開議 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 議会諸報告 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 議案の上程 

       議第３５号 令和６年度４災７２５１号町道濁又線道路災害復旧工事請負契約 

             の締結について 

       議第３６号 財産（路線バス車両）の購入について 

       議第３７号 財産（スクールバス車両）の購入について 

       議第３８号 西川町歴史文化観光施設条例の設定について 

       議第３９号 西川町犯罪被害者等支援条例の設定について 

       議第４０号 西川町かせぐ基金条例の一部を改正する条例の制定について 

       議第４１号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第１号） 

       議第４２号 令和６年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ６ 提案理由の説明 
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出席議員（９名） 

     １番  佐 藤   大 議員     ２番  飯 野 幹 夫 議員 

     ４番  荒 木 俊 夫 議員     ５番  佐 藤   仁 議員 

     ６番  佐 藤 光 康 議員     ７番  大 泉 奈 美 議員 

     ８番  佐 藤 耕 二 議員     ９番  古 澤 俊 一 議員 

    １０番  菅 野 邦比克 議員 

欠席議員（１名） 

     ３番  後 藤 一 夫 議員 

──────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者 

町 長 菅 野 大 志 君 副 町 長 内 藤 翔 吾 君 

教 育 長 前 田 雅 孝 君 総 務 課 長 佐 藤 俊 彦 君 

つ な ぐ 課 長 佐 藤   晃 君 企画財政課長 大 泉   健 君 

町民税務課長 吉 見 政 俊 君 健康福祉課長 荒 木 真 也 君 

みどり共創課長 
兼 

農委事務局長 
渡 邊 永 悠 君 か せ ぐ 課 長 石 川 朋 弘 君 

観 光 課 長 柴 田 知 弘 君 建設水道課長 眞 壁 正 弘 君 

病 院 長 武 田   隆 君 病 院 事 務 長 土 田 里 香 君 

ま な ぶ 課 長 安 達 晴 美 君 監 査 委 員 古 沢 美代子 君 

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

議会事務局長 飯 野   勇 君 議 事 係 長 鬼 越 晃 一 君 

書 記 柴 田 歓 那 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これより令和６年西川町議会第２回

定例会を開会します。 

  なお、３番、後藤一夫議員から、会議規則第２条の規定により欠席届が提出され、本日の

会議は欠席となります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 これから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○菅野議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において、８番、佐藤耕二議員、

９番、古澤俊一議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○菅野議長 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期について、議会運営委員会の協議結果に基づき、本日から６月11日までの

５日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から６月11日までの５日間と決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議会諸報告 

○菅野議長 日程第３、議会諸報告を行います。 

  議長報告を行います。 

  議会諸般の報告をいたします。 

  ５月８日、西村山地方議長協議会定期総会が大江町で開催されました。令和５年度事業報

告及び決算並びに令和６年度の事業計画及び予算が承認されました。基本方針として、西村

山地方１市４町議会相互間の情報交換及び連絡協調を図り、議会制度に関する調査・研究、

行政に関する調査研究と提言などを行い、地方自治の振興・発展を図っていくことが決定さ

れました。 

  ５月15日には、村山地方町村議会議長会の定例総会が河北町で開催されました。総会では、

令和５年度事業及び決算が承認され、令和６年度の事業計画及び予算が決定されました。地

方議会が持つ立法機能、行政監督機能、さらには財政機能を有効に活用し、執行機関との協

調性を図り、村山地方７町議会が緊密に相互連携し、住民に信頼され、存在感のある議会運

営を図り、地域振興に寄与することが決定されました。 

  また、総会の席上、古澤俊一議員がこれまでの議員活動の功績をたたえられ、村山町村議

会議長会より表彰を受けられております。今後のますますのご活躍をご祈念申し上げます。 

  ５月21日には、全国町村議会議長・副議長研修会が東京国際フォーラムで開催され、私と

大泉奈美副議長が出席しました。 

  研修会では、３名の方からご講演をいただきました。大正大学教授の江藤俊昭氏からは、

「議員のなり手不足は「住民自治の危機」」、弁護士で元流山市政策法務室長の帖佐直美氏

からは、「ハラスメント－自治体議員が注意すべきポイント－」、慶応義塾大学教授の谷口

尚子氏からは、「将来の地方議会を担うのは誰か？」と題してのご講演でありました。これ

からの町村議会の活動や議員活動について考える有意義な研修会でありました。 

  ６月３日には、山形県町村議会議長会の臨時総会が三川町で開催されました。総会では、

令和５年度の決算が報告、承認されました。また、各地方町村議会議長会から提出された国
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及び山形県への要望事項を確認し、その実現に向けた実行運動方法などが決定されました。 

  以上、議長報告といたします。 

  次に、西村山広域行政事務組合議会報告を行います。 

  ８番、佐藤耕二議員。 

〔８番 佐藤耕二議員 登壇〕 

○８番（佐藤耕二議員） 西村山広域行政事務組合議会報告を申し上げます。 

  ３月27日に開催されました令和６年第１回定例会の報告をいたします。 

  議第４号では、令和６年度西村山広域行政事務組合一般会計予算について、歳入歳出17億

383万円とする予算を賛成多数で決定いたしました。計画的な事業の執行と健全財政の堅持

を念頭に事務事業の遂行に当たることとし、前年度当初予算と比較して１億2,848万5,000円

の増額となるものです。 

  議第６号では、令和６年度西村山広域行政事務組合寒河江地区クリーンセンター、斎場特

別会計予算について、歳入歳出10億4,957万2,000円とする予算を賛成多数で決定いたしまし

た。廃棄物処理施設インフラ長寿命化計画の方針に基づく施設修繕や業務委託などを計画し、

前年度当初予算と比較して5,349万9,000円の増額となるものです。 

  議第７号では、西村山広域行政事務組合手数料条例の一部改正について、地方公共団体の

手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、条例の一部を改正することについて賛成多数

で決定いたしました。 

  議第８号では、西村山行政事務組合クリーンセンター手数料条例の一部改正について、し

尿収集手数料を改正することを賛成多数で決定いたしました。 

  以上、西村山広域行政事務組合議会報告といたします。 

○菅野議長 以上で議会諸報告は終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎行政報告 

○菅野議長 日程第４、町長からの行政報告の申出がありますので、これを許します。 

  菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 皆様、おはようございます。 
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  本日、令和６年第２回定例会を招集いたしましたところ、９名の議員の皆様からご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。 

  今日も山形新聞ご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、西川町のことが県内

１番ですということで載っておりました。ご覧になられましたでしょうか。皆さん、見てい

る。ありがとうございます。じゃ、皆さん、見ていますね。 

  23年度の企業版ふるさと納税、山形県内で西川町が１番の6,385万円ですということでご

ざいます。こちらは、私も副町長の出身であるデジタル田園都市国家構想の担当、まさに２

年前まで私ら２人が担当してきたものですから、こちらの西川町の強みが表れたのかなと思

っております。 

  また、職員も入札参加した方に、入札が外れた場合でも町外の会社の方にチラシやパンフ

レットをお渡ししたり、こういったふだんの努力の賜物なのかなと思っております。 

  なお、本件に関しましては、飯野議員からも東京や山形市などに行ってＰＲをしていただ

き、実績としても加えることができました。 

  こんな議会と町が一体となっているところもなかなかないのかなと思っておりますので、

ぜひ職員も私も副町長も皆様も一緒になって取り組んでいきたいなと思っております。 

  では、初めに、第１回３月議会の一般質問等において議員の皆様からいただきました宿題

の対応について申し上げます。 

  佐藤耕二議員から２ついただきました。 

  １つ目は、犯罪被害者等支援条例の制定でございます。 

  こちらは、今定例会にその条例の議案を提出しております。ご指摘ありがとうございまし

た。 

  ２つ目は、老人福祉センターの補助金の在り方でございます。 

  議論になりました西川町の社会福祉協議会がほかの協議会に比べて仕事が少ない、町のほ

うが頑張っているということでございます。仕事は少ないけれども、ほかのまちに比べて補

助金多い、つまり町民の税金がたくさん使われている、これを問題にしていただきました。 

  このため、町のほうは、今年は貸付金とかいう形で補正予算の編成させていただいており

ます。議論もやはり深めていきますと、社会福祉協議会としては、そもそも老人福祉センタ

ーや温泉の経営というのはそもそも難しい状況にあるんだ、本来の交流サロンや社会福祉協

議会の役割をするべきだというような形で、事務局からと会長と行政当局と意見交換をして

おります。 
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  このため、私どもは、本来の社会福祉協議会の業務は行いつつ、無理なものは町でやむを

得ず引き受けるという形が望ましいのではないかということで、調整をしております。 

  仮に西川町に老人福祉センターや温泉施設の譲渡が実現した場合には、私が責任を持って

継続、この温泉、老人福祉センター施設をお守りいたします。改修も機能向上も必要かもし

れません。 

  続きまして、大泉奈美議員から３つ宿題をいただいております。 

  １つ目は、帯状疱疹ワクチン予防接種の補助の創設でございます。 

  こちらも今定例会に補正予算として提出させていただきます。署名なども自ら集めていた

だきまして、どうもありがとうございました。 

  ２つ目は、ＡＥⅮの設置マップの作成でございます。 

  こちらも６月３日に町のホームページで町内23か所に設置しておりますと掲載させていた

だきました。また、６月６日のタブレット「つながるくん」でも配信をいたしました。私も

助かる命は助けたいなと思って、まずどこにあるかを知っていただかなくてはいけないとい

う気づきがございました。ありがとうございました。 

  ３つ目は、町民体育館トレーニングルームの会議室としての活用の点でございます。 

  町民体育館２階会議室には、今後もカヌー用トレーニング機器を設置し、運用してまいり

ます。バレーボール大会で監督会議用のスペースが必要になる場合には、併設する交流セン

ターあいべの会議室や体育館ホールをご利用いただくようご案内しております。 

  町民体育館２階会議室は、平成29年９月の新築以来、各種バレーボール大会の監督会議や

西村山スポーツ推進委員の研修会の会場として使用はしてきましたが、年に数回程度の利用

にとどまっておりました。このような使用状況の中、本町がモルドバ共和国や日本代表チー

ム、カヌーの選手を受け入れることになり、その環境整備として当時、利用頻度が低かった

町民体育館２階会議室にそのエルゴマシーンを設置したところでございます。その結果とし

て優秀な成績を収めることができたと考えております。 

  これはちょっとあんまり宿題の回答にはなっていないかもしれませんけれども、恐らくま

なぶ課長の安達さんが考えていただくんだと思います。これからですか。これでいいのかな、

回答は。すみません、また、不十分であれば、ご質問いただいて、真摯に対応したいと思い

ます。なので、100点満点の回答ではないのを申し訳ございません。 

  佐藤仁議員からは、５ついただきました。 

  １つは、水道事業の水沢配水池の耐震化でございます。 
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  こちらは、令和４年度に耐震診断を行った結果、耐震性能を満たしていないという結果に

なりました。施設自体の耐用年数も間もなく迎えることから、新たな場所に建設するため、

令和６年度は配水池の基本設計の予算を行っており、対応を進めてまいります。 

  ２つ目は、寝たきり老人介護激励金の予算化でございます。 

  こちらは、今後、対象となる皆様と対話会を行い、激励金を含めて、さらにどんな支援が

必要なのかをお聞きした上で、予算を確保してまいりたいと考えております。少しお待ちく

ださい。 

  ３つ目は、人工透析患者の交通費補助の予算化でございます。 

  こちらも、対象となる皆様と対話会を行い、交通費の助成のほか、町外で人工透析を受け

る方が町立病院に転院することが可能なのかどうかとか、そういった深い話合いをお聞きし

た上で予算化をしてまいりたいと考えております。こちらももう少しお待ちください。 

  ４つ目は、公園維持管理委託料の予算化でございます。 

  こちらは、後ほど全員協議会で議員からのご提案をいただいておりますので、その際にも

ご説明させていただきます。予算化をする方向で考えております。 

  飯野幹夫議員からは、町立病院のスマートフォンを活用した予約を受付というようなご提

案をいただきました。 

  町立病院内で検討したところ、タブレットの予約の受付は今のところ難しいということで

ございます。令和７年度に電子カルテ新システム導入を考えております。これと合わせて予

約受付機能については検討してまいりたいなと思っております。これに合わせて、令和７年

度でございます。 

  次に、令和５年度の各会計の収支見込みについて申し上げます。 

  収支残高については、お配りしました決算見込額の表のとおりでございます。 

  一般会計、申し上げます。 

  収支残高は約８億8,000万でございます。このうち令和５年度に明許繰越を財源として１

億726万円の繰越額を除く実質収支は７億7,000万円ほど見込まれます。地方自治法に定める

剰余金の処分として財政調整基金に４億円の積立処分を行い、残り３億7,000万円は令和６

年度に繰越金として計上する予定でございます。 

  なお、令和５年末の財政調整基金と減債調整基金、いわゆる町の貯金でございますが、こ

ちらは財政調整基金11億円、減債調整基金９億円ほどとなっており、昨年度の同じ時期より

やや増えている、つまり貯金を使っていない状況になっております。これは財政当局も私も
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財務省出身でございますので、うまく資金繰りができた結果かなと思っております。 

  続きまして、町税関係や、また国民健康保険関係なども配信しておりますので、ご覧いた

だければなと思っております。こちらは水道事業とともに割愛をさせていただきたいと考え

ております。 

  次に、令和５年度西川町町立病院の経営状況を申し上げます。 

  令和５年度は、５月から新型コロナウイルス感染症が一律の感染対策を求められない５類

となり、町立病院の自主的な判断による感染対策を継続して事業を行ってまいりました。患

者数は5,010人で、前年比４人の減、外来患者数が２万842人で、前年比マイナス804名とな

っております。これにより収入では前年度とほぼ変わりませんでしたが、コロナウイルスワ

クチン接種やＰＣＲ検査委託料の減少や県のコロナ病床確保対策補助金の廃止によりまして、

前年度と比べ１億1,400万円ほど減額となりました。収入は減ということでございます。 

  次に、決算見込みは、医業収益は前年対比５％の減、医業外収益はマイナス24.3％、収益

合計が６億3,399万円、前年対比マイナス13％となる見込みでございます。 

  一方で、費用は前年比3.4％増の７億4,213万円となる見込みでございます。このため、一

般会計から２億7,000万円の繰入れを行ったところでございますが、当期の純損失として１

億814万円を見込む赤字決算となりました、残念ですが。 

  資本的収入は、医療機器購入による国保調整交付金263万円ほど、一般会計出資金と合わ

せて1,176万3,000円であり、資本的支出は、機器購入費3,256万円、工事請負費1,120万円、

企業償還金1,125万円の計、約5,503万円であり、資本的収支が資本的支出に不足する額

4,327万円は、当年度地方消費税収支調整額50万円と過年度損益勘定留保資金4,276万円で補

塡したものでございます。 

  なお、一般会計繰入れ前の実質損失は３億7,814万円、前年比35.9％の増加となる見込み

でございます。つまり実質欠損金は35％増ということでございます。 

  次に、月山カヌーセンターの起工式について申し上げます。 

  月山カヌーセンターは、艇庫やトイレ、コワーキングスペース等の機能を有する施設でご

ざいます。去る４月27日に月山湖の建設予定地で挙行をいたしました。式には、農林水産副

大臣である鈴木憲和様をはじめ、最上川ダム統合管理事務所長様、山形県の観光文化推進部

長、町議会議長や地元本道寺地区会長、また、大井沢ふるさと民宿旅館組合長からご参加い

ただきました。 

  工事は、来年３月に本体一体の工期を迎えまして、その後、令和７年度、外構工事を一部
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させていただきます。そして、令和７年６月末、来年の今頃には竣工する予定でございます。

西川のカヌー経験された子どもたちが西川にＵターンしていただくために、雇用をつくりた

いと考えております。 

  次に、タブレット端末「つながるくん」について申し上げます。 

  「つながるくん」は、おかげさまで99.5％の配備をさせていただきました。残り８世帯、

これまで町内会会長、区長の皆様に大変ご協力をいただきました。残り８戸はなかなか配備

が難しい方々ではございますけれども、命を守るためでございますので、６月末に私も伺い

まして、本件、ご説明をさせていただきたいと考えております。 

  次は、６月５日に行われたミニデイ対話会について申し上げます。 

  対話会は、役場庁舎で行われまして、町内22地域から41名参加いただきました。議員の皆

様からも多数ご参加いただきまして、ありがとうございました。 

  対話会では、各地域で行われているミニデイの内容やこれからミニデイを行うという地区

のお困り事を共有、話し合いまして、各地でミニデイがたくさん効率的に楽しく行われるよ

うに開催しました。 

  この対話会を開催した目的は、福祉サービスの平準化でございます。これまで西川町は、

住んでいる場所によってミニデイサービスが極端に受けられる人、受けられない人で格差が

ついておりました。それもそのはずです。支援内容は、開催した場合の補助金でございまし

た。このため、健康福祉課、特に保健師さんを１名増員しまして、ミニデイのサービスの掘

り起こしを地域で行っていった結果、このたびほとんどの地域で開催される見込みとなりま

した。 

  このように問題意識を持って対話会を開催し、健康で生き生き暮らせるような事業をこれ

からも構築していきたいと思っております。 

  以上、申し上げまして、６月の定例会の行政報告といたします。 

○菅野議長 以上で行政報告は終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の上程 

○菅野議長 日程第５、議案の上程を行います。 

  議第35号 令和６年度４災7251号町道濁又線道路災害復旧工事請負契約の締結について、
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議第36号 財産（路線バス車両）の購入について、議第37号 財産（スクールバス車両）の

購入について、議第38号 西川町歴史文化観光施設条例の設定について、議第39号 西川町

犯罪被害者等支援条例の設定について、議第40号 西川町かせぐ基金条例の一部を改正する

条例の制定について、議第41号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第１号）、議第42号

 令和６年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、以上８議案を一括上程しま

す。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎提案理由の説明 

○菅野議長 日程第６、提案理由の説明を求めます。 

  菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ただいま上程されました議案についてご説明申し上げます。 

  議第35号は、令和６年度４災7251号町道濁又線道路災害復旧工事請負契約の締結でござい

ます。 

  本工事を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定により提案するものでござ

います。 

  議第36号は、財産（路線バス車両）の購入についてでございます。 

  これを購入するため、地方自治法第96条第１項第８号により提案するものでございます。 

  議第37号は、財産、これはスクールバス車両の購入でございます。スクールバス車両を購

入するため、地方自治法第96条第１項第８号の規定により提案するものでございます。 

  議第38号は、西川町歴史文化観光施設条例の設定についてでございます。 

  西川町歴史文化資料館等の３施設を、歴史的または文化的な観光施設と捉えて、一体的な

推進を図るため提案するものでございます。こちらは文化財保存法の解釈の変更もございま

して、このような対応をさせていただいております。 

  議第39号は、先ほど行政報告でもご説明させていただきました西川町犯罪被害者等支援条

例の設定についてでございます。 

  議第40号は、西川町かせぐ基金条例の一部を改正するものでございます。 

  本基金の名称を、本来使っていく高齢者支援に充てるため明確にするものでございます。
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これまで西川町がデジタルやＮＦＴ、難しい分野でお金をためてきたものを、高齢者支援に

使うというものでございます。 

  議第41号は、令和６年度西川町一般会計補正予算（第１号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,282万5,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ75億9,082万5,000円とするものでございます。 

  補正の内容は、急を要する事務事業の経費に係る補正及び地方債の変更でございます。 

  初めに、歳出について申し上げます。 

  第２款総務費、にしかわぐらし「ワクワク」魅力発見事業負担金やデジタルによる生涯学

習・健康寿命の延伸事業負担金の追加など566万4,000円を追加するものでございます。 

  第３款民生費は、私が電車に乗っている間に見つけた補助金のことでございます。豪雪地

帯の地域安全克雪方針策定事業委託や地域住民が主体的に行う通いの場の立ち上げを支援す

るいきいきお茶のみ会の負担金、老人福祉センター運営貸付金の追加など1,908万8,000円を

追加するものでございます。 

  第４款衛生費は、大泉奈美議員や荒木俊夫議員からご質問ありました帯状疱疹ワクチン接

種業務の追加でございます。110万円を追加するものでございます。 

  第６款農林水産業費は、町の特産品ＰＲ業務の追加など1,691万7,000円を追加するもので

ございます。 

  第７款商工費は、観光庁で最も難しいと言われている補助金を獲得したものでございます。

観光庁の特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業や地域観光新

発見事業の補助金獲得による実行委員会委託業務や貸付金、町制施行70周年記念花火大会の

実行委員会負担金、旧入間小学校体育館売払いに係る鑑定業務の追加など6,649万5,000円を

追加するものでございます。 

  第８款土木費は、公舎の施設修繕費の追加でございます。264万6,000円です。 

  第10款教育費は、西川小学校冷蔵庫購入により91万5,000円を追加いたします。 

  歳入、申し上げます。 

  第14款、先ほど申し上げた観光庁の特別体験提供事業補助金や国土交通省、電車で見つけ

たものと言ったものです。豪雪地帯安全確保緊急対策交付金など、国庫支出金、国からもら

う補助金です。こちらを4,074万4,000円、第15款、県からもらう補助金、県支出金551万

1,000円、第18款繰入金1,967万4,000円、第20款諸収入2,550万円、第21款町債150万円をそ

れぞれ追加し、それでもなお不足する財源2,000万弱は、第19款繰越金を充てるものでござ
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います。 

  地方債の補正は、スクールバス購入事業などの変更を行うものでございます。 

  議第42号は、令和６年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70万9,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億2,086万3,000円とするものでございます。 

  歳出は、第１款総務費70万9,000円を追加するものでございます。 

  歳入は、第４款国庫支出金226万1,000円を追加し、第７款繰入金55万2,000円を減額する

ものでございます。 

  以上、申し上げましたが、詳細については担当課長がご説明しますので、よろしくご審議

の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○菅野議長 これで本日の議事日程は全部終了いたしました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時１２分 

 



 

令 和 ６ 年 ６ 月 ８ 日 

 



－15－ 

令和６年第２回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

                      令和６年６月８日（土）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 一般質問 
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出席議員（８名） 

     １番  佐 藤   大 議員     ２番  飯 野 幹 夫 議員 

     ４番  荒 木 俊 夫 議員     ５番  佐 藤   仁 議員 

     ６番  佐 藤 光 康 議員     ７番  大 泉 奈 美 議員 

     ８番  佐 藤 耕 二 議員    １０番  菅 野 邦比克 議員 

欠席議員（２名） 

     ３番  後 藤 一 夫 議員     ９番  古 澤 俊 一 議員 

 

──────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者 

町 長 菅 野 大 志 君 副 町 長 内 藤 翔 吾 君 

教 育 長 前 田 雅 孝 君 総 務 課 長 佐 藤 俊 彦 君 

つ な ぐ 課 長 佐 藤   晃 君 企画財政課長 大 泉   健 君 

町民税務課長 吉 見 政 俊 君 健康福祉課長 荒 木 真 也 君 

みどり共創課長 
兼 

農委事務局長 
渡 邊 永 悠 君 か せ ぐ 課 長 石 川 朋 弘 君 

観 光 課 長 柴 田 知 弘 君 建設水道課長 眞 壁 正 弘 君 

病 院 事 務 長 土 田 里 香 君 ま な ぶ 課 長 安 達 晴 美 君 

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

議会事務局長 飯 野   勇 君 議 事 係 長 鬼 越 晃 一 君 

書 記 柴 田 歓 那 君   
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  なお、３番、後藤一夫議員、９番、古澤俊一議員から、会議規則第２条の規定により欠席

届が提出され、本日の会議は欠席となります。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○菅野議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 荒 木 俊 夫 議員 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

〔４番 荒木俊夫議員 質問席へ移動〕 

○４番（荒木俊夫議員） おはようございます。４番、荒木俊夫です。 

  安全・安心なまちづくりの防災対策について質問をいたします。 

  国内では地震や豪雨、豪雪、台風、噴火、火災など、大規模な災害が毎年のように発生し

ております。この１月には最大震度７の能登半島地震が発生しまして、６月、今月にも震度

５強の余震も起きております。災害からの復興対策事業が国や自治体により積極的に進めら

れております。また災害発生時から多くのボランティアの方々が支援活動を行っております。 

  この町で安心して生き生きと心豊かに住み続けるためには、安心・安全なまちづくりの対

策が重要であります。 

  西川町は災害の少ない町ですが、災害はいつ起こるか分かりません。ふだんの備えが重要

であります。災害に強い安全・安心なまちづくりの取組について質問をいたします。 
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  質問の１番です。 

  令和５年第１回定例会で災害ボランティアの受入れ体制について質問をいたしました。丁

寧に回答をいただきまして、そのときは健康福祉課、総務課で令和５年９月１日の防災の日

までに具体的な受入れ体制についての整備を行いますということでございました。町の積極

的な活動により、町の交流人口は非常に増加しております。これは西川ファンやデジタル住

民など、いろんな施策によって西川町に関心を持っている方が非常に多くなっているという

ふうに理解しております。この町で、もしそういった有事があった場合には、多くの方が駆

けつけてくださるのではないかというふうに考えております。そういった場合の災害ボラン

ティアの受入れ体制についてお伺いをしたいと思います。 

  災害ボランティアはいろんなことがございます。炊き出しであるとか、医療であるとか、

心のケアであるとか、あとは後片づけであるとか、たくさんいろんなことがございます。そ

ういった面を含めながら、受入れ体制についてお伺いをいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 おはようございます。ではお答えさせていただきます。 

  荒木俊夫議員から大きな項目１つに絞っていただいてご質問いただいていますので、少し

詳しくお話をさせていただきます。 

  災害ボランティアの受入れ体制についての受入れ状況についてご質問がございましたので

お答えさせていただきます。 

  災害ボランティアは、令和６年度に入って人事異動により新体制となったことから、仕切

り直して５月16日に災害ボランティアに関する機関、社会福祉協議会、町、町は健康福祉課

と総務課でございます、この３者で打合せを行い、認識合わせを行ったところです。 

  こちらの打合せでは、近年実際に大きな災害があり、受入れ実績のある河北町、大江町の

現状を確認しながら今後の西川町の災害ボランティア受入れの具体化対応策づくりの進め方

を確認したところでございます。 

  以前の一般質問でも二度ですかね、ご質問をいただいておりますが、その際にも、災害ボ

ランティアの受入れ体制の実施主体は社会福祉協議会でございます。一義的には災害実施主

体でありますボランティアセンター運営マニュアルを策定するものでありますが、今現状、

まだ本運営マニュアルは成案化されておりません。とてつもなく残念なことです。 

  これまで町議会からは、社会福祉協議会に対して昨年の議員のご提言で、社会福祉協議会
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の実施体制の低調な旨をご指摘をいただきました。昨年12月の議会で、佐藤耕二議員からも

他の町村の社会福祉協議会に比べて、徴収しているお金は高いのに、政策の実現は低調、こ

のようなご指摘をいただきました。しかも、今回の荒木議員からの二度にわたって本マニュ

アルをつくるように求められているにもかかわらず、今現在策定に至っておりません。 

  社会福祉協議会の実行力が政策の実効性が問われております。 

  残念ながら、町は社会福祉協議会に対して運営権、求償権など持っておりません。町とは

別組織です。このため、いよいよ町としても発言力を社会福祉協議会に対して増さなくては

いけない状況だと感じております。具体的には、町として、債権者の立場を取らざるを得な

い。このため、今定例会の補正予算に社会福祉協議会への貸付金を入れております。求償権

を持った上で、実効性のある取組を社会福祉協議会に求めなくてはいけません。 

  町職員もほかの職員も、また社会福祉協議会の皆さんも、ほかの社会福祉協議会の現状を

見ていただいております。先ほど西川町の社会福祉協議会は低調というふうに申し上げまし

たが、そのとおりです。私の評価も同じです。なぜなら、私も東日本大震災で、西川町と同

水準の規模の山元町、七ヶ浜町、そんなところを見てきました。いろんな政策を立場の弱い

方々に伝える役割はやはり頼ったのは社会福祉協議会でございました。しかしながら、西川

町においてはどうでしょう。社会福祉協議会の骨格、高齢者福祉の対応をする大きな柱とな

る事業、交流サロン、社会福祉協議会、厚生労働省が求めているものです。これ西川町で誰

が実施しているでしょうか。社会福祉協議会ではありません。町が実施しています。このよ

うな極めて低調な社会福祉協議会に対しては、ぜひ議員の皆様からも参考人招致などをして、

実効性を求めるところまでいっているのではないでしょうか。 

  荒木俊夫議員、佐藤耕二議員、議会提案、これも具体的な対応には至っていないわけです。 

  ぜひ議会軽視にもつながるおそれがありますので、社会福祉協議会の参考人招致をぜひご

検討いただきたいと思っております。 

  そうはいっても、本運営マニュアルは成案化しなくてはいけないです。これは問題だと、

町としても考えております。このため、新しい体制、対話を重ねまして、マニュアルについ

ては社会福祉協議会において６月の理事会において成案化すると伺っております。 

  西川町の社会福祉協議会は、本業をなかなか集中できずに、これまでは老人福祉センター、

海味温泉の経営も担っていたので、割くことができなかったと、事務局長も会長もおっしゃ

っておりました。現在、社会福祉協議会においては、海味温泉に関する経営の見直しを進め

る中で、本来やるべき事業に注力していこうと、変わろうという決議を行うと伺っておりま
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す。この流れの中で、災害ボランティアを受入れする業務も、業務見直しに関する協議会を

立ち上げようとする動きも始まったと承知しております。本業に集中するために、ほかの海

味温泉や老人福祉センターの経営を切り離す、そんな議論だと聞いております。 

  以上のことも受けながら、町としましては、実際に災害ボランティアを受入れする役割分

担を明確化するためにも社会福祉協議会との災害ボランティアに関する協定締結を行いたい

と考えております。成案化された災害ボランティア運用マニュアルに基づいた訓練を年度内

に実施する、これをお約束したいと考えております。 

  加えて、事前の災害ボランティア登録においては、今後、町民のみならず、町外の方々か

ら応援をいただくことを考えております。西川町にはデジタル町民650名ほどいらっしゃい

ます。その方は、年に６回以上、６回も何回も西川町を訪れていただいております。その

方々にもボランティア登録、もう町のことをもう少しで熟知できるような状況になりつつあ

りますので、災害ボランティアと役場職員を間になるような、そんな役割を担えるための研

修も実施していきたいと考えております。 

  以上です。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 社会福祉協議会の今の実態というか、経営内容等についてもご説明

をいただきました。西川町の赤本といいますか、西川町の地域防災計画、これですね、これ

に、町長がおっしゃったことが書いてあるわけでございまして、この災害ボランティア受入

れ整備計画が定めされております。大規模な災害が発生しまして、被災者に対する救援活動

が広範囲または長期に及ぶ場合においては効果を発揮するように災害ボランティアについて

期待をしているところであります。活動が円滑かつ効果的に行われるような環境整備を図っ

て、相互協力のシステムを構築して受入れ体制の整備計画をつくるというふうになっており

まして、主な実施機関としましては、健康福祉部、これは災害の場合の健康福祉部というこ

とで、実際的には健康福祉課、先ほど町長が健康福祉課が主になりますと、それと西川町社

会福祉協議会というふうに定められております。 

  その中で、実際の受付について、ボランティアの対応については社会福祉協議会となると

いうふうに思うのですけれども、やはりここは先ほどありましたように、行政と社会福祉協

議会がよく協議しましてやっていかないと、なかなか進まないのではないかということで思

いますので、健康福祉課がやはり中心となって、担当課として挙がっていますので、進める

べきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 
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○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、実際は社会福祉協議会がボランティアの受入れのコントロールをす

るところになろうと思います。ただ、流れ的に言えば、一旦有事が起きた場合、災害対策本

部を立ち上げます。災害対策本部を立ち上げて、ボランティアの受入れが必要だというよう

に判断された場合、災害対策本部内に災害ボランティアのセンターもしくは受入れ窓口を設

置するという、ここまでは町の仕事だろうというように思います。それは、統括している総

務課の危機管理、そして健康福祉部、我々はボランティアセンターの窓口ですので、そちら

の役回りかなというように思います。そして、センターが立ち上がったら、実際社協さんを

中心にして動くというような流れになろうかというように考えます。 

  ただ、ご指摘のとおり、社協さん、事務局長含めて３人しかいません。いませんので、当

然ながら町も積極的に関与していくということと、これまで荒木議員からは、今回で５回目

でした、この質問、全部で。２年間にわたってこの災害ボランティアセンターに関しての質

問、今回で５回目でなかなか進んでこなかったということも事実でございます。ですので、

今後は、健康福祉課も社協さんや全体を統括する総務課との間に入りながら、実際のボラン

ティアセンターの立ち上げマニュアルの成案化とか、あとは、実際、マニュアルをつくった

だけでは動きませんので、それを実際動かしてみて、それが本当に動くのかどうかというこ

とを協力していただける地域などを探しながら、町長答弁のあるように、年度内に訓練まで

いけるようなサポートを行いたいというように考えているところでございます。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 

  実際の災害の場合は、活動する場合においては手分けをしなきゃいけませんので、その場

合については社会福祉協議会なりがなると思います。ただこの計画ですね、体制整備計画と

いうのは災害前にきちんとつくっておかなきゃいけないというところがございまして、計画

の内容についても赤本に書いてありますけれども、受入れ体制の整備として、災害時におけ

るボランティアの受入れ等が円滑に行われるよう日本赤十字社その他のボランティア関係機

関、団体と連携し、協力体制を整備すると、これ体制整備。また活動従事希望者とのボラン

ティアコーディネーター等の養成、これを促進していくと。あとは広域的な組織化に努める

というふうになっておりまして、実際の受入れ窓口の整備をした場合については、ボランテ

ィアセンターの設営マニュアル、これはボランティアセンターを設営するところでマニュア
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ルがあると思いますけれども、あとは設営訓練の実施、設営に必要な資機材の充実、受入れ

体制の整備ですね。あと、災害ボランティアの登録については、先ほど町長からの説明あり

ましたけれども、災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるよう、平常時から災害

ボランティアの登録について検討すると、先ほどご説明ありました。 

  こういった計画についてはやはり課長があったように健康福祉課中心にならないとなかな

か進まないのかなというふうに思っていますんで、今回、５月16日に健康福祉課、総務課、

社会福祉協議会と打合せを行ったということでありますので、これからの計画がかなり進ん

でいくというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えいたします。 

  これまで再三にわたる議員からのご質問で遅々として進まなかったことは一義的には社協

さんのほうにありますけれども、町としてもサポート体制が不十分だったということもござ

いますので、その辺のところは関係する機関連携して進んでまいりたいというように考えて

おります。努力させていただきたいと思います。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。力強いご回答いただきましてありがとうご

ざいます。 

  やはり、社会福祉協議会は先ほどありましたように、今職員が３名ということでありまし

て、職員も少ないですし、ほかに人を雇うような財力もないということでございます。ぜひ

これは町の支援があって、きちんとした計画があれば動けるのかなというふうに思いますの

で、ぜひ町のほうの支援をしていただいて、計画をつくっていただきたいなというふうに思

っています。まず計画をつくっていただきたい。 

  社会福祉協議会は社会福祉協議会としての役割もあるわけでございまして、その中でしな

がらこの業務を進めていただきたいというふうに思っております。業務調整を頻繁に行って

いただくことをお願いをまず申し上げたいと思います。 

  先ほど町長のほうから災害ボランティアの関係について、町外のデジタル住民の方、これ

６月４日現在だと675人となっているんですね。かなりの数だと思います。こういった方が

駆けつけてくださるのかなというふうに思っています。 

  これについては前にも聞きましたけれども、町民の今登録者というのはどのぐらいなって

いるのか教えていただけますか。 
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○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えいたします。 

  今年の第１回定例会でも申し上げたとおり、大体100名ございますが、そこからちょっと

伸びてはございません。名簿を見ますと、町内の方のみの登録になっている状況でございま

す。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。100名。町民の方、関心を持っていてくだ

さっているんだなというふうに思います。ただ、このボランティアの方も被災するおそれが

大分あるわけでございまして、この数を全て期待することはなかなか難しいということで、

先ほど町長からあったようにデジタル住民の方、つまり町外の方、県外の方、こういった方

に助けを請うしかないのかなというところも出てくると思います。 

  ここは今、村山盆地の断層帯、寒河江のほう走っていますけれども、そういった意味でい

くと、どの程度被災するか分かりませんけれども、被災した場合にはなかなかボランティア

で助けに行くということは難しいのかなと思いますんで、この辺も含めて、ぜひ行っていた

だきたいというふうに思います。 

  あと、訓練も行っていくということですけれども、訓練の計画は多分これからおつくりに

なるんだと思いますけれども、ぜひ、充実した計画をつくっていただきたいなというふうに

思います。 

  今、災害ボランティアの受入れ整備計画についてお伺いしたんですけれども、災害防災計

画の中には災害の応急対応計画、応急対応対策計画ということで、災害ボランティア活動計

画というのもあるんですね。赤本に定められておりますけれども。第23節にあるんですけれ

ども、この災害が発生した場合に、災害応急対策を迅速かつ適切に実施するため、災害ボラ

ンティアの活用を図り、様々な支援ニーズに対応できるよう、支援活動について定めますと

いうことでありまして、これについては主な実施機関としましては総務部、総務課とあと財

政関係ですね、あと健康福祉部。先ほど言ったように健康福祉課。あと西川町社会福祉協議

会が主な実施機関というふうに掲げられております。 

  計画の内容につきましては、ボランティアに協力依頼する内容ということで、災害、安否、

生活情報の収集、伝達から炊き出しや災害物資の配分などかなり広範囲にあります。ボラン

ティアの受入れということで、まずボランティアセンターの設置、県への派遣要請、これは

県のボランティア支援本部ですね。あと活動拠点の提供などということであります。 
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  先ほど申し上げましたボランティアの受入れ体制整備計画とこの災害ボランティア活動計

画、これも多分まだないと思うんですけれども、これはあるのでしょうか。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  活動整備計画、書面等にての整備計画そのものは現在のところございません。 

  以上です。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。多分、受入れ計画がないので、その先の計

画はまだだというのは当然だというふうに思います。ですから、受入れ計画をつくって、今

度受入れして、活動計画になっていくというふうに順番に進んでいくことだと思います。 

  これについても、計画づくりについては受入れ計画をつくって、そして活動計画もつくっ

ていくというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  議員ただいまおっしゃられたとおりでございます。受入れ体制、そして活動計画等と、初

期の段階での活動というのも当然、ボランティアの中での、広い範囲でいえば出てくるとか

と思いますし、そういった面から議員おっしゃられたとおりの内容で今後進むと、進めてい

くべきものというふうに認識いたしております。 

  以上でございます。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ぜひ、私も職員のときに東日本大震災を経験しまして、避難所の運

営とか、避難所に県外から来られた方いらっしゃいましたので、避難所の運営とか、救援物

資の配分とか、いろいろ担当させていただきましたけれども、やはり、備えがあればそのと

きに、有事のときに自信を持って対応できるのかなと。ただ全てが計画の中に盛り込むとい

うのは非常に難しいんですけれども、予習をしておけば対応できるということでありますの

で、ぜひこの辺についても総務部が中心なのかどうかですけれども、ぜひ、この活動計画も

つくっていただいて、前に進めていただければというふうに思っております。 

  あと、先ほど町長のほうからあった社会福祉協議会に関する内容については、私、通告し

ておりませんので、お聞きをしておきまして、その中で今後どのように我々として動けばい

いのかも考えながらやっていきたいなというふうに思っております。ぜひ今後、災害ボラン
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ティアの受入れ体制整備計画、災害ボランティアの活動計画が整備されまして、訓練や支援

体制が充実して災害に対応できる体制がつくられることを期待いたします。 

  １番の質問を終わらせていただきます。 

  質問の２番に入らせていただきます。質問の２であります。 

  今年も昨年に引き続き猛暑が予報されております。昨年県内では熱中症の救急搬送患者は

1,111人で、過去最高を記録しております。米沢市においては部活動から帰宅途中の女子中

学生が路上で倒れて搬送後亡くなられるという痛ましい事故も起きております。 

  家庭や学校、地域において命を守る対応が求められております。 

  小・中学校では、各教室や中学校の体育館には冷房設備を設置していただいております。

熱中症対策の一つとして、今、国や県で積極的に進めておりますのがクーリングシェルター、

指定暑熱避難所についてであります。 

  これは、改正気候変動対応法の中において熱中症特別警戒情報が発表された期間中におい

ては、市町村が定めたクーリングシェルターを開放することとしております。クーリングシ

ェルターの活用は、熱中症予防に有効であるとの報告もございます。町のクーリングシェル

ター指定についてお伺いをいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 クーリングシェルターの指定についてご質問ございましたので、お答えいたしま

す。 

  本町では現在クーリングシェルターの指定はございません。議員おっしゃるとおり、先々

月、令和６年に気候変動適応法を４月に施行されました。これを受けまして、町のほうでも

早速指定をしていきたいと考えております。 

  今後本町では、交流センターあいべ、産業複合施設の通称トラス、間沢にできるトラスで

すね、それと水沢温泉館の３つの有人施設で、かつ既存の公共施設をこの夏の猛暑が訪れる

前までにクーリングシェルターとして指定してまいりたいと思います。 

  なお、このクーリングシェルターの指定がなされた後、特別警戒アラートが発令された場

合には、防災行政無線や全戸配布のタブレットつながるくんで告知して、指定施設への避難

を促してまいりたいと考えております。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 

  まだ新しい制度でありますので、これから指定をしていただけるということでありますけ
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れども、何か、マークが、こういったマークだそうでございまして、これについてはこう、

町が指定していくと。県の現在の、これ６月３日現在ですけれども、県内全体では146か所

というふうになっていると。近隣でいきますと、寒河江市さんが11か所、河北町さんが８か

所、朝日町が３か所、中山町が４か所というような指定の状況でございます。 

  今町長からありましたように、指定するについては町が指定するということでありまして、

ただ、経費とか何かについては基本的には施設が持つことになるわけですけれども、ただ、

広報がやっぱり一番大事なのかなというふうに思っています。こういったところにこういっ

た猛暑の場合は避難してくださいよと、広報しないと、せっかく指定をしていただいても施

設を活用できないというふうになります。そういった意味において、広報を十分していただ

く、そのためにも啓発ポスターやパンフレットなども使う、また、町は全戸にタブレットが

ございますんで、タブレットで広報していただければ、皆さん理解していただけるのかなと

いうふうに思っております。 

  先ほど言ったようにクーリングシェルターについては県内に熱中症の警戒アラートが発令

された場合に施設を開放していただく。クーリングシェルターとしては施設を開放する場合、

見やすい場所に町が指定したクーリングシェルターの旨、ここはクーリングシェルターです

よ、不法ではないです、入ってくださいよというようなものが必要です。これはのぼりにな

るのかポスターになるのか分かりませんけれども、ぜひ分かりやすいようにつけていただき

たい。 

  あとこれは、利用見込み人数において、着座できる休息場所の確保が必要であります。22

人しか入れないところに100人来られても困るわけでございまして、そういった意味もある

程度皆さんに広報しておかないとできないのかなというふうに思っています。 

  あと冷房設備、その場合にはそこの施設にぜひ熱中症に関する啓発ポスターやパンフレッ

ト置いていただいて、施設だけでなくて、ふだんの生活の中においても気をつけていただく

ように周知をしていただければというふうに思っております。 

  これから３か所指定をしていただけるということでございますので、事故がなければ一番

いいわけでございますけれども、そういった意味においては防止策が、町としては取ってい

くんだということで、今後ともお願いしたいなと思いまして、安全・安心対策に前向きに今

後も取り組んでいただくことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

  ありがとうございました。 
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○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤   仁 議員 

○菅野議長 続いて、５番、佐藤仁議員。 

〔５番 佐藤 仁議員 質問席へ移動〕 

○５番（佐藤 仁議員） おはようございます。５番、佐藤仁です。 

  今日は２つ大項目ありますので、ひとつよろしくお願いしたいというように思います。 

  まずはじめに、１番目ですけれども、コーポ睦合・外壁等の修繕及び維持管理についてと

いうことで、昨年と一昨年、コーポ睦合について一般質問しました、それを踏まえて今後の

維持管理について質問をさせていただきたいというふうに思います。 

  質問１です。 

  昨年の令和５年の４回定例会の一般質問で、外壁等の修繕計画を質問したところ、現在整

備中の住宅が18戸あり、そのうち空き室が４戸未満になる見込みが出たら改修を進めたいと

いうような答弁がありましたが、現在の状況と今後の計画及び方針をお聞きします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 佐藤仁議員からコーポ睦合の外壁改修等の状況と今後の計画、方針などについて

ご質問ありましたので、お答えさせていただきます。 

  令和５年度の転入者でございますけれども、町に来た転入者は1.5倍となった結果、転入

者と転出者の差である社会動態がプラスマイナスゼロとなりました。これは、西川町ができ

て以来初めてのことでございますが、この結果はアンケートにしっかり基づいたニーズに基

づいた住宅戦略が寄与したものだと考えております。 

  アンケートで雪の心配が軽減される町営住宅であれば住みたいというようなご意見もあり

ましたものですから、新築住宅の建設を進めてまいりました。吉川に建設した１ＬＤＫ10戸

は満室となり、転入者８名、町内引っ越し２名、３ＬＤＫは海味に建設したもの８戸のうち、

残りは１室となりました。転入９人、町内引っ越しが10名でございます。 

  このように、新しい住宅は残りは１つという望ましい状態になりました。しかしながら、

この住宅を建設するに当たって山形新聞では低調だというふうに書かれたわけですね。これ
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に関して、私らは抗議しました。記者に対して、ちゃんと調べているのかと。こんな内覧会

も終わっていないような住宅をあえて早く募集するというようなことはほかの自治体ではし

ていません。早く住みたい、見なくても住みたいという方がいたから最初にもう、完成すぐ

の時期に内覧会も行わないで住宅募集を行いました。その結果を受けて１か月たっても低調

ですみたいな、書かれましたので、町民の皆様には大変ご心配おかけしました。結果はご覧

のとおりです。 

  12月の答弁時には、新築18戸の住宅のうち空室が４戸未満になれば外壁改修が必要だとい

う旨を回答をさせていただきました。やろうかなというふうに私も思っていたところですけ

れども、町営住宅全体の空室は先日25年後マイホームですね、４戸を起工式を行った影響も

あって、町営住宅をこれから出て戸建てに住みますというような方もいらっしゃったわけで

ございます。その結果、12月の答弁時、町営住宅全体としては、から、６戸も増えてしまい

まして、空室が６戸も増えて、ただいま12戸空室がある状態でございます。 

  コーポ睦合の空室は、１戸増加しまして６戸となるなど、空室が増加している状況です。

このため、つまり12戸空室があるうちの半分、６戸はコーポ睦合になるわけです。 

  議員ご指摘の外壁改修工事につきましては、仮に実施する場合、今工事をすれば物価高騰

の影響もあって約7,000万円の経費がかかる見込みでございます。この財源は、コーポ睦合

の維持修繕等に関する経費に使う維持管理基金から取り崩すことになります。こちらの基金

は４月１日の時点で約4,000万円たまっております。この基金は、当然外壁改修だけではな

くて、浴室や台所、そしてトイレの改修など、入居者が快適に生活できる環境を整備するた

めに活用するものでございます。 

  私が国家公務員の財務省のときに、国家公務員住宅を担当したときがございました。その

ときも、積み立てた予算をどうやって使うかというふうになったときに、私自身は外壁改修

をしたほうがいいんだろうなというふうに思った、ハードを整備する側からするとですね、

そう思ったのでございますが、対話会をしてみると、入居者のご希望が一番求めがあったの

はガス釜を給湯付の浴室に変えてほしいとか、水回り、特にトイレ、ウオシュレットをつけ

てほしいとか、水洗化してほしいとか、こういった内装に関するご要望が誠に多くございま

した。このため、基金の取崩しに当たっては、入居者の希望を踏まえた修繕を行う必要があ

ります。入居者との対話会を通じて、ニーズを把握して、町内会長にも申し上げております

けれども、意見調整の場を設けてもらえるようにお願いしているところでございます。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 



－29－ 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  私どもちょっと調べたところ、これ、みどり団地のＧとＨが、５月20日の時点のホームペ

ージだったので、これは１室、37号室空いています。あと、吉川のほうは、これ５月１日の

しかちょっと載っかっていなかったんで、３室、まだ空きがありますよというような広報な

っていて、今は満室。これはいいことなので、大変いい傾向だなと思います。ただ、私の感

覚としては、４掛ける２で８とプラス10ということで18を対象かなというふうなことで理解

していたんですけれども、ただ、全体的なことを考えれば、やっぱりいざ事業を起こすとな

れば、全体的なことを考えて、先ほどの25年のあれが、町営住宅が移動してきた、それが今

度空くというようなことをいろいろかみ合わせれば、ちょっとちゅうちょするというような

ことだと思います。 

  ただ、コーポ睦合に関しては、大概、あそこ40部屋あるわけですよね。大体２部屋が今ま

でですと体験の部屋ということで確保しなきゃならない。大体30室ぐらい満室、普通はね。

ですから大体８割程度はなっているので、民間からすれば８割の入居率が高いのか低いのか

ちょっと私分かりませんけれども、コンスタントに、そして長く入っている方もいるという

ことで、そんなに何ていうの、経費倒れするような建物でもないのかなというふうには思っ

ています。 

  やっぱり、足場をかけて直すとなると、前にも話しましたけれども、やっぱり外壁の面積

がでこひこあるもんで、例えば3,000平米にしたってね、平米１万かかれば3,000万です。２

万かかれば6,000万ですよね。そういうことを考えれば、非常な金額になると。基金が今、

去年ですと2,900万ぐらいで、800万に対して、3,600万から4,000万ぐらいあるとはいうもの

の、どこかでお金を捻出して繰出しをしないといけないと。まるっきり基金も空にするわけ

にもいかないというようなことだと思います。 

  ただ、前にもちょっと話したかと思いますけれども、ＲＣの建物、鉄筋コンクリートの建

物です、やっぱり維持管理をしないと、中性化が進みます。大体言われているのが年に0.5

ミリぐらい中性化で、コンクリートが中性化していくと。コンクリートというのはｐＨが一

番強くて12とか13のｐＨなるわけで、それがだんだん７に近づいていくというようなことで、

ここら辺で言えばしょうがなく、もろくなると言う意味ですよね。そういう、なので、メン

テをしていきなさいというようなことで、耐用年数が47年を何ぼでも増やそうというような

ことがメンテをしていく意味だと思います。見栄えもさることながら、その、建物の維持に

関して、やっぱりコンクリートの保護をやっていかないと、鉄筋までむき出しになったりす
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ると大変困るということだと思います。 

  それで、令和２年に調査をしていると思いますけれども、その外壁とか、その他いろいろ、

屋上の防水は前にもやったということですけれども、そういう調査の結果というの、外壁に

関してどういうふうな調査結果が出ているのか、課長、分かると思うんですけれども、お願

いします。 

○菅野議長 答弁は眞壁建設水道課長。 

○眞壁建設水道課長 ただいまのご質問で、建築基準法第12条第１項の調査報告書の結果かと

思いますけれども、こちらのほうは、当然、既存の不適格は当然ございません。要是正とい

うことで外壁関係の項目が挙がっております。ただ、調査報告したのが令和３年度でありま

して、３年たっていますので、今年度、また調査報告の年度ですので、その辺の結果を見極

めたいというふうに考えているところでございます。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  ３年に一度となると、今年やって来年度に報告書が上がってくると。今年上がってくると

いうことですか。 

  ３年に一度なので、３年前と今回３年後の比較検討ができるわけですね。どういうふうな

結果が出てくるかと。それを見ての判断ということでもいいのかというふうに思います。 

  そうすると、ただ工事はすぐやれるわけでなくて、やっぱりある程度管理業務の委託もし

て、きちんと今度、仕事やる場合は再調査をきちんとやらないとできないというようなこと

で、委託料もまたお金が発生してくるというようなことで、どんどんお金がかかるわけです

けれども、それはしょうがないですね。仕事やる以上はそういう流れでいかないと駄目だと

いうことだと思います。 

  いろいろな絡みがあって、見栄えと、あと耐用年数をいかに上げていくかと、両方いろい

ろ考えなきゃならないです。この前、先ほど25年の町営住宅の地鎮祭があったという話を今

町長されましたけれども、今までの25年、７万円で25年するとちょうど2,100万でやってい

るわけ、その2,100万の中にも25年のうちには１回は屋根と外壁のメンテをやりますという、

そういう費用も入っているわけですよね、７万円の月の賃貸料には。ということは、やっぱ

りコーポ睦合もそういう意味で基金を積み立てているわけですので、これ、建物1993年です。

平成５年の建物です、竣工がですね。31年間たっていますので、やはり長もちさせるために

はある程度のメンテにお金をかけていくということ、もちろん内部の、いろいろ、入る人の
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考えを優先ですけれども、財務省の立場のと、先ほど話ありましたけれども、私も３棟ほど、

財務事務所の建物担当したことありますけれども。新庄とか、山形市内もありますけれども

ね。何となく分かりますので。やっぱり入る人から見れば、外観よりは中に入って自分の暮

らしを優先にしたいというのがこれ本音です、だと思います。それは分かりますので、ただ

長い目で見ればこの投資をやって人を呼びつけると、そしてその建物に入居していただくと

いうようなことは、やっぱり投資はある程度仕方がないだろうというように思いますので、

たまたま今年度調査結果が出てくるということなので、それ比較検討していただいて、どこ

まで直せばいいのかと。どこまでメンテをすればいいのかというのは検討していただいて、

生かしていただきたいなというふうに思います。 

  それでは質問２に移ります。 

  一昨年、令和４年第２回の定例議会の一般質問で入居者は高齢者の方や介護認定を受けて

いる方もおり、階段手すりの設置について質問したところ、現地を見て判断しますというよ

うな答弁がありましたけれども、今後の方針をお聞きします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 昨年の第２回定例会で階段の手すりについてご質問いただきまして、私は直接現

場を見て判断させていただきますというふうに申し上げました。 

  昨年の９月議会終わってから、10月にコーポ睦合の自転車置場清掃に入居者の方と一緒に

建設水道課職員とともに掃除してきました。その際に、入居者の方からも、直接手すりに関

するご要望もいただきました。また、その方とは楽楽教室に伺った際にも直接手すりどうな

んだみたいなこともお話をいただきました。 

  住みやすい環境、特に高齢者の方ですね、を整えることは当然町の役割であります。西川

町賃貸集合住宅維持管理基金も積み立てておりますので、町のほうで修繕をさせていただき

ます。 

  一方でと言わせていただきますけれども、一方で、入居者からは、掃除に一緒に伺って、

気持ちよい汗をかいた後に、いろんなご意見をいただきました。木の伐採と、金網フェンス

の修繕、あと駐車場のラインとか、クモの巣のもっと定期的な清掃とか、いろんなご意見を

いただきました。 

  このため、町としましては、先ほどの基金もありますので、させていただきますけれども、

いろんな方から個別にお願いされたものですから、その、コーポ睦合は入居者で構成される

町内会が自治組織がございますので、この要望の優先順位をぜひつけてほしいと町内会長の
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ほうに申し上げさせていただきました。可能な限りご要望に対応してまいりたいと思ってい

ます。 

  掃除をしたときにでも佐藤仁議員に町内会の皆様からご質問もいただいてありがとうござ

いましたというふうにも言っておりましたので、要望さえいただければ、いつでも補正予算

を出させていただければなと思っております。優先順位を考えて対応します。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  確かに手すりのほかに木ね、南側の桜の木がかなり成長が、肥やしがいいのか分かりませ

んが、３階くらいの風呂からでも視界を遮られるほど伸びています。ですから３階から景色

がいいななんて眺められないみたいなね、形で伸びています。ただ花が咲いたときには非常

にいいんでしょうけれども、一長一短あると。あと金網は道路端のほうの金網とか非常に景

観が悪いですよね。そこら辺もいろいろあると思います。 

  今町内会の話出ました。あそこも唯一アパートに関しては町内会組織になっています。町

内会もやっぱりいろいろな地区からも来ている、なかなか町内会長も分かってはいるんでし

ょうけれども人を集めての討論というのなかなかできづらいというようなところがあります。

ですから、非常に町内会長を責めるわけにもいかないので、町はそれに、ちょっと中に入っ

ていただいて、調整をしていただいて。やっぱりもう、私もちょっといろいろ聞いて話をし

ているわけですけれども。お互いにざっくばらんに話合いをする機会取っていただいて、も

しか、今度、アンケート、例えば人が集められないのであればアンケートとか、そこら辺取

っていただいて、集計をして、やっぱり優先順位を決めてやっていただきたいというふうに

思います。 

  こと、てすりに関しては、私もちょっといろいろ写真を撮って、課長にもちょっと案を出

したりしていますけれども、１階から５階までは落下防止を兼ねたステンレスの手すりがあ

るんです。あれを何とか、途中途切れますけれども、何とか使って上がれるんです。ただ問

題は、１階周りです。１階の通路あります、アスファルトの。それが建物までが２メーター

ぐらいのあります。そこが何もたづくところがないと。それとあと、建物に入ってから１階

に上がる階段が４段だか５段あります。高床式ですので。そこもないです。その、奥、１階

の通路ですね、そこら辺までがあれば何とかその上は既存のてすりを使って行けるのかなと。

皆あればそれはいいですよ。ただ、お金もかかります。そうすると、大体その、10メーター

ぐらいです。10メーターとすると、例えば１万だとすると10万、２万だと40万、４、ＡＢＣ
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Ｄありますので。掛ける４ということになります。これは物によってもあと業者によっても

違うのでお金は何とも言えませんが、目安としてですね。 

  あと、１階のその２メーターの範囲は、やっぱり住民から聞くと、あそこ、雪降った場合

に、雪投げると。ただ両サイドにあるとできない、片方だけあれば片方には雪が片づけられ

るので、というふうなことはちょっと話をしたところですので、外はステンレスでも内部は

アルミとか、そこら辺で、コスト下げる分にはステンレスが一番高いので。ただ、住宅と違

って取付けが大変なんです。住宅だと木造だとビスで進められるんですけれども、相手コン

クリートなので、手間が結構かかると。 

  ただ、ＡＢＣで東側からＡＢＣＤです。Ｃが身体者というか、体、意外と不自由な方、不

自由というか、あそこ、比較的ね、点字ブロックもやって、誘導もして、玄関入って手すり

がステンレスついています。２部屋、１階周りが普通はドアですけれども、引き戸になって

います。そのときのステンレスの手すりね、つけたときの単価なんかも調べれば分かると思

うので、そこら辺はぜひ検討をお願いしたいなというふうに思います。 

  いかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ありがとうございます。 

  お金の問題とは、大した問題ではないというご指摘なんですけれども、効率性を含めれば

金網とかいろいろ伐採とかやるときに一緒にやったほうがいいというのは効率的な話なんで

すけれども、私の中で、なんか、行政というのは、何ていうか、戦みたいなところがあって、

戦みたいなのがあるというのは、今ここを守る陣地だというところと攻める陣地だというの

があって、私の中で、ちょっと住宅のコーポ睦合のところは、今守るところなのかなという

ようなちょっと認識があって、そこはちょっと大変優先順位を正直上げられなくて申し訳な

いというのがあります。でもこれは仕方ないんですね。マンパワーがあるもんですから。佐

藤光康議員からも残業のことを言われたりしていますので、ありがたいご指摘をいただいて

いますんで。 

  多分、この設置、私がはいと言ったら、彼ら80時間、時間失うと思うんですよね。建設物

価資料単価を計算して、私は国有財産行政していたとき、私がイエスと言ったら多分80時間

失うんだなというのはちょっと眞壁さんに申し訳ないと思っていますんで。 

  今お金の問題、先ほど申し上げましたけれども、そこだけというふうになると、お金の問

題じゃなくて、もはやマンパワーの問題があって、そこはちょっとこの前の、そうですね、
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水道部門もちょっと持っていて、そこが手薄なものですから、優先順位を上げれるように頑

張りますけれども、今はすみません、はい、やりますとは言えなくて申し訳なかったです。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 分かります。仕事１つやるにも４つやるにも大した時間は違わない

です。例えば手すりだけを検討するのと先ほど言ったいろいろなものやる検討するにも、時

間は掛ける４倍かかるかというとかからないので、まとめてそうやっておけば、やれば、非

常に効率的に検討し、また仕事もできるというの分かります。あとそこら辺で、高齢者とい

うことでいろいろありますけれども、そこら辺は何回も何回もで申し訳ないですけれども、

よろしく検討をお願いしたいと。 

  やっぱり前にも言いましたけれども、これから西川町、高齢者世帯、あと１人暮らし世帯、

どのくらいいるか、今後のそういう動向なんかも調査をして、どういうふうな住宅事業をや

っていけばいいのかと。今、単身とか何かいろいろあります。だからその今まで頑張ってき

た人がちょっと自分の家では住めないと、そうすると町外に出ていくということになると非

常に申し訳ないと。そういうためにも、いろいろな調査をしなきゃならないんでしょうけれ

ども、高齢者の方がずっとこう、安心して町に住めるような、バリアフリーに対応した集合

住宅とか、そういうものもやっぱり、前も話しましたけれども、検討していただいて、なる

べくこう、今まで頑張ってきた人をなるべく西川町にとどめるというようなことはぜひお願

いしたいなというふうに思います。 

  この質問に関して、最後に町長お願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ありがとうございます。 

  そのとおりでございまして、高齢者の方に住みよい生活、住環境を提供するというのはそ

のとおりでございます。今、私のほうで頑張っているのは、頑張っているというか、先ほど

戦みたいなもんだと申し上げましたけれども、健康福祉分野にいい人材集めましたんで、健

康福祉分野のソフト事業、高齢者の方にまず感謝の気持ちを込めて寄与するには、お金のこ

とは気にしなくていいんで、どんどん高齢者福祉やろうというスタンスで今、おりますので、

ソフト面では提供させていただいていると思います、今年、来年とですね。 

  ただちょっとハード面は、何というか、組織って難しいんですよ。私みたいなのがみんな

いればそれは何でもやれるでしょう。内藤副町長も加わりましたけれども、何でもできるで

しょうとありますけれども、それぞれ得意分野とか優れた能力というのが個々に違いますの



－35－ 

で、その、重点分野に兵力を傾ける、戦力を傾けるというのは、これは町の方針であります

し、お金を取るというところを今、頑張っているわけですね。お金を取って今財政規模を２

割以上もう私になって増えました。そこのお金を取るという部隊を今精鋭部隊を集めている

わけです。ですので、もう少し、そうですね、時間がたてば、この案件に関してはもう１年

以内に、できればやりたいんですけれどもね、この案件に関しては、１年以内に意見調整を

して、もう、１年以内に完成したいというふうに思っています。それは私の気持ちです。で

すが、その部隊を編成に当たって、今の建設水道課では無理がかかるんじゃないかなという

ふうに承知しているので、その辺を分かっていただければと思います。今年の募集をちょっ

とチャレンジングに、一般職、行政職５名程度というふうに申し上げましたので、そこは今、

西川町のニューディール政策を行っているわけですね、需要をつくって、雇用を集めるとい

うような、このニューディール政策を今行っていますので、その中でこの、もちろんこの仕

事も需要になるわけでございますので、ご理解ください。すみません。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  コーポ睦合に関してはよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

  続いて、質問、大項目の２番に移ります。 

  新規就農者に対する町としての支援体制についてということで質問いたします。 

  地域おこし協力隊の方々をはじめ、今後、西川町において農業、例えば果樹や稲作、野菜

など行おうとしている方がおります。また増えることを願うわけですけれども、町としての

支援体制について質問をいたします。 

  質問１、１しかありませんが、町外または県外から西川町に移住し、農業を始めようとす

る場合、ゼロからスタートする場合がほとんどであり、農業機械や居住地の確保、及び修繕

等初期費用が多額になります。さらに事業によっては収穫し、収入を得るまでは数年かかる

こともあることから、新規就農者に対し、特に居住地の確保など、町としての支援体制の現

状と今後の方針をお聞きします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 新規就農者に関しての町としての現状の支援体制と今後の方針をいただきました

ので、お答えさせていただきます。 

  新規就農者への支援、町の独自支援を申し上げます。 

  １つ目は、新規就農者が農業用機器、こちらを購入する際の費用の３分の１の支援でござ
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います。 

  ２つ目は、新規就農した場合の奨励金10万円でございます。 

  ３つ目は、借家を借りる場合に、月２万円の家賃補助及び月5,000円の水道高熱費の補助

を２年間受けられる制度、以上、３点が町の独自制度でございます。 

  また、居住地の確保での町の独自事業としましては、移住サポートセンターによる町営住

宅や空き家等のあっせんでございます。 

  ２つ目は空き家バンクを通じて空き家を購入した場合には、20万円の支援を受けることが

できます。さらにご承知かと思いますが、国の奨励制度、支援制度としましては、先進農家

などへ研修を受ける場合、年間150万円の支援が２年間受けられる就農準備資金、２つ目は、

農業経営を開始してから経営が安定するまでの間、年間150万円の支援が３年間受けられる

経営開始資金、３つ目は、地域おこし協力隊が任期終了になった場合、空き家を改修する必

要がある際には、国費により２分の１の支援を受けることができます。 

  以上が、これまでの支援でございますけれども、今後の方針としましては、昨日もたまた

ま東京に行く電車で見つけた補助金がありましたということ申し上げましたけれども、雪国

ならではの農家の支援を行う観点から、小規模な物置を建設する、これ西川町においては必

要だと思います、その費用の４分の３を国２分の１、町４分の１の支援を新たに実施するた

め、国に補助金を申請しているところでございます。これも、新規就農者にかかわらず、農

家の皆様から要望をいただいた件でございます。こちら、農水省ではなくて、国土交通省の

補助金なんですけれども、これを今たまたま見つけて、健康福祉課が申請しているところで

ございます。 

  これらの支援、組み合わせて、新規農業者支援を実施してまいります。 

○菅野議長 佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  いろいろな支援がある、各課にまたいでいろいろな支援があります。今特に農業者の担い

手のところで、予算にもありますけれども、２万円プラス5,000円というの、これ２年と言

いましたけれども、これ２年なんですか、予算には掛ける１と書かれていたので１年なのか

なと私、見ていたのでしたけれども。 

  もうちょっと言ってからちょっと確認します。すみません。 

  今、いろいろな支援町長のほうから言っていただきました。ちょっと確認します。ちょっ

と時間もらって。 
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  みどり共創課のほうは今言ったようなことで２万5,000円掛ける２年ということ、あと農

機具関係が３分の１、上限100万とかいろいろあります。あと新規就農者では開始型で150万

で３年いただけるというようなことだと思います。 

  それで、そのほかに1,000万の件があると思います。 

  これは、県の補助に対して国が倍、その残りが個人負担ということで、例えば1,000万借

りると、例えばの計算で、国が500万、県が250万、本人が250万と。ただし先ほど150万３年

もらえると、これもらうと500万まで減額なる。そうすると、250万、例えば125万、125万と。

ただしこれは、個人の部分はお金を借りなさいと、融資を受けなさいという条件だと思いま

す。お金持っていても、いや、駄目だと。融資を受けてやりなさいというような制度です。 

  これは、金融機関によっては無利子ですか、こういうことで間違いないのか。先ほども２

年、１年も含めて渡邊課長のほうに確認したいと思います。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  まず、２万5,000円の支援については、町長からも答弁ありましたけれども、内訳として

は家賃補助２万円、高熱費補助5,000円になりますけれども、今年度の予算としてはお一人

活用される方がいらっしゃったので２万5,000円の支援を今年度の予算としては１年分要求

しているという形になります。 

  経営開始のための1,000万円の資金については、佐藤議員ご認識のとおりでして、1,000万

の資金を県が負担した分の倍は国が負担すると。ただし、例えば佐藤議員おっしゃったとお

り、国が２分の１負担して、県が４分の１負担したら、残りの４分の１は個人が負担しなけ

ればならなくて、しかもその個人の負担の分については融資を受けろという制度の立てつけ

になっております。ただし、その融資の分については無利子の融資になりますので、個人で

出す場合と比べても自己資金出す場合と比べてそこまで不利になるものではないというふう

に認識しております。 

○菅野議長 佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  なんか、借金をしているとあまりよい気分じゃないんですけれども。借りるのが条件だと

いうのがちょっと我々の認識では。非常にそれ、助かる人のほうが逆に、ほとんど多いのか

なというように思います。それで無利子なので、非常に助かるという方がほとんどだという

ふうには思います。 
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  それと、みどり共創課のほかに、今いろいろ補助をやっているところがあります。ちなみ

に、農業関係は１次産業ですけれども、２次産業に関して、かせぐ課のほうでは、飲食業と

かそういう形に対して150万の補助あります。これは審査によってはこれが100万になるのか

75万になるのかちょっと分かりませんけれども、でも、基本的にはこれは、２次産業、３次

産業が対象で、農業関係にはこれは該当しないという。でも、補助率が10分の10なわけです

よね。非常にいいですが。これは、そういうことで間違いないのか、ちょっと石川課長のほ

うに確認したいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 今ご質問のとおりでございます。議員のおっしゃるとおりでございますの

でよろしくお願いいたします。 

○菅野議長 佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 10分の10なんですけれども、これは店の改修とか何か、オープンす

るための使えることで、補助率が10分の10というのは非常にいいですよね。２分の１という

ことは100万もらっても200万自分で出さなきゃならないというようなことなので、10分の10

というのは非常に魅力的ですが、１次産業、農林業には該当しないというようなことです。 

  それで、先ほど町長からもあったように、空き家バンクに関しての補助がいろいろありま

す。これは、町なかだと思いますけれども、空き家バンクの、先ほど20万がありました。こ

れは10分の10です。20万上限。いろいろ、買った人がもらえるというようなことです。 

  あともう一つは空き家を購入した場合の中の要らないもの、それを片づける費用も、最高

で５万まで出ます。10分の10。ただ３万であれば３万しか出ない。実費です。これ、でもあ

りがたいです。 

  あと、購入した場合は、それを購入してそれをリフォームした場合、先ほど言ったように、

上限100万ですけれども、補助率は２分の１ということで、自分のお金はどうしても、もち

ろん、自分住むところなので、それ当たり前といえば当たり前なんですけれども、ここにあ

ります。 

  あと、地域おこし協力隊の方に関しては、任期が終わって、自分の住むところのリフォー

ム関係の、これあります。任期が終わってまた移住する場合ですね。それは上限が書かれて

いないので、上限なしだと思います、の、２分の１。1,000万かかれば500万もらえるという

ことなるんだと思いますけれども、そのものはまた自己負担もなるということで、まずは住

むところに関しての、非常に、何ていうの、農家をやろうとしている方に対して住むところ
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の補助というのは非常に手薄なのかなと思います。 

  やっぱり先ほども話したように、例えば今うちのところで果樹をやる方がいます。やっぱ

り果樹となるとよく、今、桃栗三年柿八年とよく言われますけれども、３年間は収入ないわ

けですよね。それに今度住むところ、先ほど小屋に対していろいろ今度４分の３まで補助っ

て非常にありがたいと思うんですけれども、住むところ、どうしても直したりしなきゃなら

ない。ただし、収入は早くて１年とか３年とか４年後だと。150万というのが３年間もらえ

ます、認定なればですね。でもそれはやっぱり自分も暮らしていかなきゃならないし、それ

を育てるための経費もかかるわけです、それにも金を使わなきゃならないということはなる

べく手元にお金を残しておかなければならないとなると、その、住居に対する補助というも

のをもうちょっと手厚くできないものなのかなというふうに思うんですが、そこら辺はいか

がでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問ありがとうございます。 

  確かにおっしゃるとおり、そこの点は農業支援者にかかわらず、ここは薄いところかなと

いうふうに私も認識しております。 

  このバランスが難しいんですよね。圏外入居者によくほかの町で、宮城県の事例だと入居

しただけで土地購入代100万円ですよとか、移住支援金100万円ですという自治体もあったり

して、これまた難しくてですね、100万円あったら高齢者に使うべきだろうって、光康さん

から言われるわけですよ。そのとおり、光康さん、そのとおり。私もそう思っているからこ

れができないんですよ。でも今石川課長も、つなぐ課、かせぐ課のほうで今お金のため方を

頑張っていますので、こういった支援を少し、高齢者、もうちょっと福祉サービスが充実し

たらですね、私の３ステージ目ぐらいで、日本一支援が厚い町とかというふうになれればい

いなと思っています。 

  ですので、とはいえ、今できることは何かというふうに考えると、もうちょっとつなぐ課

のほうで移住者に対するニーズ調査というのが必要なのかなと思っています。少なくとも今

私らに来ているお話とすれば、今彼らが喜ぶことと、地域課題の空き家が解決されるという

のがセットな政策だったら私はすぐ取り組んでもいいなと思っているんですね。そのためで

すね、今、今度地域活性化起業人でファンドマネージャー１人招聘しまして、デロイドトー

マツ出身の飛騨信金で私が金融庁と一緒に仕事した者なんですけれども、その方を起業人で

招聘して、また制度に詳しい内藤副町長を添えて、国交省の外郭団体のＭＩＮＴＯ機構でま
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ちづくりファンドをつくるような支援があるんですね。これは先ほどおっしゃったように、

この空き家を活用したいというふうなことに対して、じゃ、どういうふうに空き家を使って

いきますか、住むだけですか、ビジネスにしますかとか、そんなところで補助率が変わった

りするファンドがあるんですけれども、それを使って、その今検討をまさに起業人を招聘し

て、していっているところでございますので、一応、そういった地域課題に結びつくものの

政策は企画して、もしよろしければ秋ぐらいにご質問いただくと回答が出せるのかなという

段階でおります。 

○菅野議長 佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  なかなかはい分かりましたとはいかないのは分かって質問するわけですけれども、こと農

業に関しては、やっぱり現状を見ると、やっぱり離農する方が増えています、年々ですね。

やっている方も引き受けてくれと言われても手いっぱいだというのが現状です。田んぼ引き

受けてくれ、畑引き受けてくれ。気持ちはやまやまだけれども、できないというのが現状で、

だんだんやっぱり休耕地が増えていくと。理想は、やっぱり町に住んでいる方が、例えば両

親がやっていて、自分も引き継いでやっていくとなれば農機具なんかもあって、もちろん住

むところもあるわけですので、それは理想だと思います。ただ、うちのところにも今来てい

る方も、県外から来て、やろうと志は持ってやってくれる、やっぱり応援したいと。何とか

うちの地区に住居を構えてやろうとしている人もいます。やっぱりそれは入るにはリフォー

ムをしなきゃならないとか、それは自分住むところだから、それは言われればそれまでなん

ですけれども、例えば何とか支度金みたいな形で、何十万とか、あと、今、２分の１を４分

の３までなるので、４分の１ぐらいは何とか自分で出してくれとかね、そういうふうな対応

の仕方もあるのかなというふうに思います。 

  やっぱりそういうふうなことをやって、彼は今、いろいろ昨日も電話来たりしていました

けれども、やっています。やっぱりうちを求めるとなると、いろいろな経費がかかるわけで

す。20万もらえるとはいうものの、売手、買手のいろいろな取引があります。建物が古くな

ればなるほど、きちんとした、町はそれ以上はタッチはできないので、ある程度の人に入っ

てもらって、後々問題起きないようなことをちゃんと、書類取って残しておかなきゃならな

いという面もあります。ただ誰もただではしてくれません。それは、不動産屋さんに私もち

ょっと同級生いますんで、聞いたりしていますけれども、そのときはお手伝いしますからと

かと言っていましたけれども、でもやっぱり幾らかはかかるということで、そういう面で、
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全額とか何ぼとか言わなくてもちょっと補助率とかのそこら辺を何か今後考えていただいて、

そうすると、やっぱりいろいろな、彼らはいろいろなつながりがあって、西川町でこういう

ふうなことで農業やろうとしている者に対してはこういうふうな町独自の補助とか、国と混

ぜ合わせてやっているので、住居も求めて農業しやすいんだとなれば、やっぱりそれを呼び

水にして県外から、町外から人を連れて来られると。来いと言わなくても来たいというよう

なことになれば、やっぱりこの、耕作放棄地等の問題も少しでも解消して、そして個人では

やっても後々法人にして、雇用を増やしてとか、いろいろ発展していくわけなので、そこら

辺はぜひ前向きに。今やろうとしている人に対しても、今度の見通しなんかも町からもちょ

っと話をしていただければ、彼らも意欲が湧いてくるのかなというふうに思いますので、ぜ

ひ、そこら辺をお願いして、私の一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○菅野議長 以上で、５番、佐藤仁議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩いたします。 

  再開は11時15分とします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤   大 議員 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

〔１番 佐藤大議員 質問席へ移動〕 

○１番（佐藤 大議員） １番、佐藤大です。 

  議長より許可をいただきましたので、一般質問させていただきます。 

  まずは、菅野町政のこれまでの２年間の成果について、お伺いしてまいります。 

  この４月で、本業の国家公務員の傍ら民間としても起業し、マスメディアからは21世紀型
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の理想的な公務員像とされる存在の通称でありますスーパー公務員として紹介されていまし

た菅野町長が就任されて２年になりました。 

  西川町長に就任されてからの半期２年間の町政を振り返っての質問をさせていただきます。 

  令和４年第２回定例会においての所信表明におきましては、町の政策決定において、区な

どからの要望、続いて予算化、議会承認、政策の実行の順で行ってきた従来のやり方に加え、

予算化の前に町民の皆様との対話を付け加えていきたいとのお考えでした。 

  また、政策に当たっては選択と集中、そして、継続と展開を意識して予算編成や町の方針

を決めていきたい、政策実行に当たっての財源確保として、提案型の交付金事業や地域での

提案型実証事業での交付金にチャレンジすると申しておられました。 

  選挙公約では、町民との対話重視を掲げておりましたとおり、就任初年度の令和４年度で

59回の対話会を実施しております。 

  昨年度は、正確な数は把握しておりませんが、数多くの対話会が実施されました。今年度

になってからでも３月までに10地区との対話会をしているなど、また、民間との対話会も数

多く開催されており、対話会の回数の多さは実感しております。 

  先月は、商工会会員との対話会が実施され、商工会員として参加いたしました。当日頂き

ました資料の自治体通信には、加藤鮎子大臣とともにスペシャルインタビューが紹介される

など各種メディアで取り上げられ、日本でも注目される町になっております。 

  また、昨年春には、デジタル田園都市国家構想交付金獲得にチャレンジして９億5,000万

円獲得したとの報告がありました。今までチャレンジすることをやらずに不戦敗に終わって

いたことが、職員の皆さんが熱意を持って果敢にチャレンジされて大きな成果を上げている

のを実感しております。 

  町長は、就任後の２年間の成果として、財源の調達、関係人口づくり、人口動態の定量的

な成果、実績についてどのように感じておられるのかお伺いをいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 スーパー公務員だった菅野です。 

  どうもご質問いただきまして、ありがとうございます。 

  ４年間のうち２年間が経過しまして、その２年間の定量的な成果についてご質問ありまし

たので、お答えいたします。 

  選挙公約に関しましては、マニフェスト大賞優秀賞をいただいたとおり、ほぼほぼ終わっ
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ております。残り２つございますけれども、頑張っていきたいなと思っています。 

  定量的な成果といたしましては、就任前の令和３年度と５年度を比較する必要があると思

っております。人口は減り続けておりますけれども、人口減少抑制はできております。転入

者は、令和３年度78名だったのに対し、令和５年度は114名でした。1.5倍になっております。

転出者、令和３年度マイナス124名だったものがマイナス114名、やや鈍化しております。こ

の結果、社会増減はプラスマイナスゼロと２年間でなりました。 

  また、予算規模について申し上げます。 

  当初予算、令和３年度54億円でございました。今年度令和６年度は75億円でございます。

20億円以上予算を増やしております。 

  一方で、貯金の取崩し、具体的には財政調整基金や減債基金を取り崩してまいりました。

その取崩し額令和３年度は4.9億円だったのに対し、令和６年度の取崩しは3.2億円に抑えて

おります。つまり、当初予算の規模は21億円増やしたにもかかわらず、支出を21億円増やし

たにもかかわらず、貯金のほうの取崩しは1.7億円減少させているという、お財布のひもは

しっかりしているなというふうに感じております。 

  これを支えたのは、財源確保の職員のハードワークでございます。チャレンジ補助金、つ

まり、申請しないと頂けない補助金でございます。官公庁やデジタル田園国家構想実現交付

金や農水省の農山漁村の活性化交付金などでございます。こちらは、令和３年度ゼロだった

ものに対して10億円の国庫支出金を得ることができました。ここが最も支出を増やすことが

できた要因でございます。 

  また、外部の資金調達も頑張りました。レッドオーシャンと言われている個人版ふるさと

納税、担当者がとても頑張っていただきまして、令和３年度1.5億円に対して今年度は3.4億

円となりました。今年も好調でございまして、５億円の確保を目指してまいりたいと思って

おります。 

  続いて、企業版ふるさと納税。こちらは、昨日山形新聞にも２面に掲載されておりました。

西川町が当社調べでは県内一番ということでございました。令和３年度200万円の寄附に対

して令和５年度は6,380万円、39先から頂くことができました。 

  続いて、関係人口、関係企業でございます。 

  連携協定などは、就任前は４社でございました。こちらが、現在、31社連携先がございま

す。 

  デジタル町民は、ゼロ人だったのに対して今は、556人でございます。デジタル町民は、
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デジタル町民ＮＦＴというものを発行しましたけれども、ぜひ山形新聞さんに聞いてほしい

と思っています。ＮＦＴは、これから、ウェブスリー分野は自治体が関係人口で重要な政策

になります。また、日本が後れているウェブスリー分野での自治体でウェブスリーを活用し

た事業がやりやすいこれから環境になってくると思われます。骨太の方針で推進方針を国が

出しているからでございます。 

  骨太の方針が出る前の昨年５月に、我が町はデジタル住民ＮＦＴを発行しました。申込者

は１万4,000件弱でございました。 

  西川町より100倍ぐらい知名度のある安芸高田市、１年遅れて先月デジタル住民票を発行

しました。申込数1,400件です。知名度が恐らく100分の１ぐらいなのにデジタル住民ウェブ

スリー分野では私らの町は勝ったんです。10倍の申込件数を受けることができました。これ

は、先行メリットとそれを憂う、その市場でウェブスリー分野で日本の行く末を憂う方々の

共感で集まったお金であり、住民票、関心の高さだったと自負しています。これからもウェ

ブスリー分野でどんどん稼いでいきたいと思っています。 

  これを最後に申し上げますけれども、定量的なものということで、お金や人数などに行き

がちですけれども、対話会の回数というのは私は重視しております。令和３年度は12回ほど

であったものが昨年度は59回に増やすことができました。 

  これもつなぐ課を戦略的に配置して設置して町民との対話、関係企業との対話、デジタル

町民との対話を重視してきた結果かなと思っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございました。 

  昨年、議員の視察研修で岩手県内を回ってまいりました。その一つに、菅野町長が公務員

当時立ち上げた北上市の株式会社更木ふるさと興社の視察を組み入れ、現在でも携わってい

ますＣＦОである町長より説明をいただきました。 

  地域会での金融機関との幅広い関わり合いがあることから、会社の最高財務責任者を担っ

ていられるのかなと個人として感じてきたところであります。 

  桑の葉茶の製造、販売に成功し、本来は生糸が主産業であったのが、糸は駄目だ、これか

らはさなぎだと私に話をしてくださった言葉が後で目からうろこになりました。さなぎは副

産物で鯉の餌ぐらいしか需要がないと思っておりましたが、製薬会社の冬虫夏草サプリメン

トの冬虫夏草を培養する培地としての活用に高く売れるという視点の転換で成功している点

に感心してまいりました。 



－45－ 

  質問の２でありますが、このように経営者としての一面をお持ちの町長ですが、社長にな

っている西川町総合開発株式会社が２年連続での黒字、また、副会長になっている観光協会

の売上が４倍以上と業績を伸ばしておりますが、経営者としての成果はいかがだったんでし

ょうか、お伺いしてもよろしいでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 更木にお越しいただいてありがとうございます。財務責任者でございます。 

  私が社長になっている総合開発と副会長である観光協会の売上が伸びているということで

お話しさせていただきました。 

  議員おっしゃったとおり、総合開発は先日株主総会を迎えまして、1,000万弱の黒字とな

りました。これまでの主力だったビール事業や売店の販売だけではなくて、今回新たにサウ

ナを中心とした温泉館事業がこれが好調でございまして、また、町民の皆さんからもお褒め

いただいていますけれども、レストランがおいしくなったということをいただいていまして、

そこの売上げが、売上げというか黒字化になったというところが西川町総合開発の黒字にな

った要因でございます。 

  残念ながら今年は第三セクターとして配当はできませんでしたが、来年度大きなシステム

更新も控えているもので、配当のほうは控えさせていただきました。 

  観光協会は売上が４倍以上１億円を超えております。若い事務局長や若い働き手が次々と

雇用できたということで、町が推進する、先ほど10億円稼ぎましたというのがありますけれ

ども、これをうまく総合開発や観光協会、また、町内企業や町外企業にも委託事業として流

せた成果なのかなと思っております。 

  こういった売上げの成果に加えて、私が重視しているのは２つでございます。 

  １つは、雇用者数でございます。新規雇用者。総合開発のほうでは昨年５名、新規採用５

名させていただきました。観光協会のほうは２名雇用させていただきました。今年も観光協

会で新たに１名加わったり、総合開発でもさらにもう既に２名加わっておりまして、雇用の

拡大を進められているということが成果としてはあるかなと思っております。 

  もう１つは、地域課題解決型の事業の創出、創設でございます。 

  西川町総合開発では、地域課題解決部門をつくりました。例えば、先ほど農業のお話あり

ましたけれども、最初から農業を営むというのはハードルが高いものでございます。ですが、

私らの町は山菜王国でございますので、その山菜の園地の保全も町として行わなくてはいけ

ません。山菜の事業はご承知のとおり分業化が進んでいて、園地を整備する、取ってくるの
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はお父さんの仕事、加工するのはお母さんの仕事、男が最初に亡くなりますから、お父さん

が亡くなった場合にどうするかというところで、私らの町は、総合開発とともに個人の園地

も引き継げないかとか、そんなことを話しておりまして、そういった地域課題の解決事業を

これからも拡大していこうと思っています。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございました。 

  結果ですので淡々と聞いてまいります。 

  質問３であります。 

  民間の活動においてもままαｓさんの手作りお寺縁日とかハロウィンイベントなどのイベ

ントの開催や、また、三山電車保存会によるクラウドファンディングの成功など、すっだい

ことを応援してくれる町としての取組が具現化してまいりました。 

  町に活気が出てきたと実感しております。 

  つながりや町民活動など、数字には表せない成果はどのように感じていらっしゃるのでし

ょうか。お伺いをいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ありがとうございます。 

  やりたいこと補助金というのと、あと、各地区に25万円差し上げてやりたいことを実施し

てくださいというような事業を進めさせていただきました。 

  その成果もあって、議員おっしゃったとおり、ままαｓさんの活動や今まで地域で収まっ

ていた活動が地域の外に超えて、ほかの地域の方と交わって新しい活動を行っていく傾向が

三山電車保存会もそうですけれどもあったなと思っています。 

  また、私の好きな月山なんばこは、これの売上が２倍になったということで、これ水沢の

お母さんが廃校で命がけで失明の危険を顧みずにつくっていらっしゃる商品なんで、これを

何とか広げたいと思って、今年はやりたいこと補助金の高齢者版というのも創設させていた

だきました。これにこちらのゆずりはの会の皆さんは今度ラベルを変えていただくとかそん

な瓶じゃなくてもうちょっと軽い物にするとか、そんなことでもっとどうやったら売れるの

かということを考えていただいております。 

  最後に、トラスという施設ができますので、こちらは、町外の方、町内の各地区で交わっ

てシェアキッチンなどもありますので、これでますますこういった市民活動にお金を投じて

いきたいと思っています。 
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○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございました。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  菅野町長のこれからの町政運営についてであります。 

  令和６年度は新たに副町長をお迎えし、新年度がスタートいたしました。副町長を採用す

るに当たり、デジ田に精通している交付金獲得をお任せできる副町長をお迎えしてこれから

は町立病院、高齢者福祉に力を注ぐとおっしゃっておりました。 

  町立病院はさきの議会で質問をいたしましたので、高齢者福祉についてお伺いいたします。 

  質問の１になります。 

  これからは高齢者福祉を充実していくとのことですが、なぜこのタイミングなのか、また、

具体的は取組はどうなのかをお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問いただきましてありがとうございます。 

  高齢者の支援をなぜ今なんですかということでございますが、今、後れたというふうにも

思われるかもしれませんけれども、西川町は、先ほど来申し上げているとおり、チャレンジ

している補助金というのが就任前まで少なかったんです。決まったことを決まった時期に書

類を提出したり対応するという組織形態でございました。 

  ですので、まずは、職員のマインドを変えていきたい。それからでないとなかなかすぐに

は対応できないなというふうに思っておりますので、最初の一、二年は稼ぐほうに力点、資

金調達に力点を置いて人事配置をしておりました。 

  気持ちの面では、高齢者に対して西川町をこれまで守っていただいた感謝、先人たちの感

謝とお礼を込めて早く実施したいところでございましたが、こういったタイミングになって

しまいました。 

  健康になってほしいという地域課題の解決という側面もございます。残念ながら西川町は

動脈硬化や高血圧の指数がやや平均より多く出ております。こちらを是正して生き生き入院

せずに暮らしていけるようなまちづくりをしなくてはいけないと思っております。 

  高齢者支援を行うには、ほかの町も苦労していると思うんですけれども、補助金がないと

いうのが一番のこの国の問題なんです。いろんなデジタル系の補助金なら、私と内藤副町長

がそこ出身だったのでなんぼでも持って来られる自信はあるんですけれども、高齢者福祉と

なると厚生労働省をまず頼ったりするわけです。そこの補助金もなかなか出ないものですか
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ら、私たちは、だからこそ得意なデジタル系を何とか高齢者施策に上げたいということで、

こういったタブレットを配付させていただきました。 

  ですので、これを配備させていただいたおかげでいろんな高齢者に回す補助金がこれから

取れますし、間もなく採択結果がまいります。その頭の軟らかさを組織改革につなげられな

ければいけないと思っておりました。ですので、先ほど申し上げたとおり、人材育成がうま

くいきましたので、また、成果としても資金調達ができたのでいよいよ一般財源を使わなく

てはいけない、けれども、なるべく補助金を利用して高齢者福祉のほうに充てていきたいな

と思っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 分かりました。 

  今までやっぱり補助金がなかったということで、もっとも高齢者福祉に関する補助金がな

いということで、デジ田をうまく利用するという、なかなか頭の切替えがうまいなと思って

聞いておりました。 

  昨年の第３回の定例会の質問の答弁で、かせぐ課を配置して町で稼いで高齢者支援の基金

をつくり高齢者のために使うとの答弁がありました。本定例会において、西川町かせぐ基金

を西川町高齢者支援等かせぐ基金に改める議案が上程されております。本基金はどのような

使い道になるのかお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 高齢者支援基金に今回名称変更させていただいて、目的基金化するように明確に

したものでございます。 

  なかなか難しいんです。正面切ってお金を稼ごうとするとなかなかないわけなので、関係

人口がいるという町の強みやＮＦＴに明るい町だという知名度を生かして、ＮＦＴで貯めた

ものとか森林環境譲与税でつくった行政財産サウナを売却して今、1,000万ちょっと貯めて

おります。これは全額もちろん高齢者支援に使わせていただきます。 

  その使い道でございますけれども、今定例会で上程しています行政予算の中にもございま

す。 

  １つは、大泉奈美議員からいただいたワクチン接種、これたしか50歳以上の補助をさせて

いただきたいなと思っております。また、いきいきお茶のみ会活動、お茶飲む拠点のハード

整備やソフト事業を行いやすくするために、どこに住んでいても同じ高齢福祉政策が受けら

れるようにこの補助金も財源を基金から出そうと思っています。 
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  そこで、一言だけちょっと申し上げさせていただくと、ぜひ社会福祉協議会関係者に聞い

てほしいと思っています。昨年までは、交流サロンという事業を行っていました。それを名

前を変えたんです。名前を変えました。これは、交流サロンというのは、ほかの町の方に聞

いてみてください。ほかの町で交流サロンどこがやっているんですかと、ああ社会福祉協議

会さんがやっているやつですねと答えるはずです。しかしながら、西川町の社会福祉協議会

は極めて低調、情けない。求償権もなくて何も私らできないのが歯がゆく思っています。で

すので、こんなサロン事業を今まで町がやっているのは、これはよくない。ですから、名前

だけ変えさせていただきます、いきいきお茶のみ会に。サロンと言うと社会福祉協議会さん

が頑張っていると全国の皆様が誤認するからです。 

  ですから、これは町の事業ですということで、いきいきお茶のみ会という親しみのある名

称に今回変えさせていただいて、基金はデジタルで副町長と私ら職員が頑張って稼いだもの

を充てていきたいと思っています。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 分かりました。 

  先ほどの荒木議員のときも社協のこと出ましたけれども、やっぱりもうちょっと事業をち

ゃんとしっかりやっていただきたいと私も社協との対話会で感じてきたところであります。 

  何で町がしなければならないのかという、本来だったら社協でやるべきことやらないから

やるんだみたいな感じになっていると思いますけれども、それの資金に充てると。とにかく、

町としては高齢者に向けての施策に対してぜひ使っていただく、希望しております。 

  デジ田の交付金獲得においても、職員の士気を高め意欲的に挑戦する姿が見えてきました。

町を支える職員も生き生きとしてきましたが、今後の組織改革と人材育成の取組はどのよう

にお考えなのかお伺いいたします。質問の２であります。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ありがとうございます。 

  今、組織改革と人材育成のご質問ございましたが、おかげさまで組織改革の視察もいただ

いているところでございます。 

  この組織改革、よく問われるものですから、先週発行されたシュウカンチョウソンのほう

で真面目に８ページぐらい書きましたんで、それを視察来る前に読んでほしいというふうに

言っています。それで、おかげさまで視察も関係人口と組織改革を目的に5,000円の視察料

を取ってもたくさん来ていただけるような状況になっています。 
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  今後の組織改革でございますけれども、私らまだまだ途上でございまして、最終的にはテ

ィール組織を目指しています。今も、ティール組織に近いような状態になっております。テ

ィール組織というのは、組織の目標と個人の目標が一致していて、しかもある程度意思決定

権と予算を差し上げているというところでございます。 

  このため、議会の皆様にもご理解いただいて本当にありがとうございます、３月の議会、

負担金が出ました。負担金。なぜ負担金になっているか。ティール組織に、ティール組織と

いうのは官民連携、職員の方が協議会方式になってそこに負担金を落として自ら予算を執行

すると。ある程度の裁量権を持たせた新しい形態で実証しています。 

  これは、デジタル田園都市国家都市構想や今の国のトレンドであると考えております。会

計検査院も先日一緒に半日、地方行政の会計検査院はどんなものかなと思ってずっとついて

いますけれども、やはりそういったちゃんとした支出をティール組織でもすれば、会計検査

院も納得いただいて、うまく、あまり多く説明することなく通りましたので、これも会計検

査の面でも国のデジタル内閣官房のところでも推進している政策なのかなと実感したところ

でございます。 

  こういった組織の中で一番大事なのは、充実感であると考えております。 

  先ほど申し上げたとおり、予算の確保や意思決定権差し上げていますので、実効性は担保

されると思います。あとは、そのやった分の組織が成果が評価されるかどうかです。 

  私らの町は、係長、課長補佐に関わりなく人事評価で成果を上げた者に対しては勤勉手当

のほうでプラスを差し上げているところでございます。今年の６月からこういった支給にな

りますけれども、議員の皆様もご理解いただいて予算を組ませていただきました。ありがと

うございました。 

  今まで、補助金を取ったら、あるいは事業をうまく成功したら胴上げしたり、私がたたえ

たり、一緒に飯食うかとか言ってたたえることしかできませんでしたけれども、今回の予算

案を通じて賞与の面で差し上げることができたというのは本当にありがたいと思っています。 

  最後に、このティール組織やお金をうまく取るにしたのは、この流れの早いこの日本にお

いてしっかりした情報収集や早く意思決定をするというのが大事だと思って、その組織を立

ち上げました。 

  やはり今、国の情報を取るには、国の関係者と仲良くなければいけません。そのために私

も国、内藤副町長も国、渡邊課長も国の役人でございましたので、この若い３人がうまく情

報を取ってきて、どこが補助金のブローシャなのか、今はこども家庭庁です。こちらのほう
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にシフトして、どこの補助金が余っているか、そして、つなぐ課で何で町民の方はお困りな

のか何が得意なのか、関係企業がどんな共同事業ができるか、これは国の補助金のタイミン

グもありますし地域課題のタイミングもありますので、地域課題をしっかりいつでも事業化

できるように情報を把握しておくという、つなぐ課の役割が重要なのかなと思っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございます。 

  私も去年から議員にさせていただきましてずっと見ていたんですけれども、議会でやっぱ

り町長が発言するのを聞いておりまして、これは職員たちにティール組織を構築するんだろ

うなというふうに感じておりました。 

  一般質問でも職員の体制ということで上げたんですけれども時間切れで最後まで聞けなく

て、最後にティール組織を目指しているんでしょうねというふうに聞こうと思っていたんで

した。そうしたら、今年になってからです、町長のほうから職員をティール組織でやってい

くんだという話が出てまいりまして、やっぱりそうだったんだと思っているところでありま

す。 

  やっぱり先ほど町長申したように、まず決断が早くてということは仕事も早くなるという

ことで、それがやっぱり目に見えてきているなと感じたところであります。 

  質問３であります。 

  この先の任期満了の２年後に重視する数値目標は何なのかをお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ２年後に重視する数値目標について、ご質問ありましたのでお答えします。 

  2026年、２年後には生産年齢人口の増加を目指します。 

  本来であれば、８年後の2030年に生産年齢人口の増加の目標を掲げてまいりましたけれど

も、今の人口動態を見ますと、２年後には生産年齢人口増加が達成される可能性があると思

っております。 

  「帰ってきてけローン」の成果もその辺りに出てくるのかなと思っております。 

  ちなみに、2030年には自然減、出生減も合わせて人口増加に取り組めないか、次の公約を

考えるときにそこら辺りを重視していきたいと考えております。 

  予算規模に関して、2026年は80億円台を目指します。また、財政調整基金は20億円、これ

を維持します。 

  最後に、たくさん使って大丈夫なのかいということでしたけれども、私もしっかり財務官
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僚としての血は流れています。将来の借金の負担比率、国のアラーム基準は18％、ごめんな

さい実質公債比率です。実質公債費率は、国のアラームラインは18％です。18％を超えると、

私の出身である財務局や財務事務所からちくちくヒアリングがたくさん増えてしまいますの

で、そうすると財政課長が苦労するので、そこは守りたいなと思っています、現在は12％ほ

どですが、借金をするのは大体16％以内で収まるように財政運営をしてまいりたいと思って

います。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） よろしくお願いいたします。 

  さらに、その先を見据えた目標などお持ちなのでしょうか、お伺いをいたします。 

○菅野議長 問４でいいですよね。 

  菅野町長。 

○菅野町長 先に言ってしまいました。すみません。 

  さらに先の、仮に私が次の期も任せていただけると想定した場合、2030年が任期切れにな

ります。2030年には、総人口の増加を目指します。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 総人口の増加、了解しました。 

  前回の一般質問では、町立病院の存続においては、令和９年の黒字化が大きなポイントだ

と答弁されました。 

  町全体としても、これから何年もの先を見据えた政策に取りかかっています。町長といた

しましても、今期だけではなく選挙もあることですが、その先まで首長として町のかじ取り

を担っていくお考えかと思われますが、いかがなのでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 将来のことではあるんですけれども、私が選んでいただける地域がありましたら、

西川であればいいなと思っていますけれども、ずっと、もし政治家として役に立つやつだな

と西川町民の方に思っていただけるようであれば、ずっと続けたいなと思っていますので。 

  目標となると今、言えませんけれども、何とか2030年に総人口の増加、町立病院も残した

上で達成できればいいなと思っています。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございます、分かりました。 

  これからの町政も熱い情熱を持って果敢に取り組む意欲にご期待を申し上げます。 
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  以上でこの質問は終わります。 

  続きまして、水沢地区に建設予定のブレジャー施設について質問いたします。 

  ブレジャーとは宿泊して業務に取り組む出張と一緒に余暇を楽しんでもらう政策のことで

す。ブレジャーは、ビジネスとレジャーを組み合わせた造語であり、働き方改革の一環とし

て2021年３月に国土交通省から発表されました。国土交通省観光庁は、働き方改革に伴って

働く自由度の高さを生かせるブレジャーを導入いたしました。 

  仕事のついでに旅行や観光を楽しめるブレジャーを組み込むことによって、現代のニーズ

に合う働き方を実現できるようになりました。 

  ブレジャーは単に従業員の満足度向上に役立つだけでなく、滞在するその地域の観光業や

飲食業を利用する方々が増え、地域の収入も増えていくことから、地域の活性化や地方創生

として効果もあります。 

  このような制度を、町はいち早く着目して、手軽に泊まれる施設があればという思いがあ

ったようです。 

  そこに、旧西部保育園跡地を借りて飲食業を起業されるという話が進んでいるこの時期と

タイミングが重なって、飲食業と併せて宿泊業の営業を行うということを合意を得て、また、

地元地区から水沢区からの地元のにぎわい、活性化につながるとの要望もあり本事業がスタ

ートしたと起業者の方からもお聞きしております。 

  本町においては、当初予算に繰り込み本年度着工いたしますので、質問してまいります。 

  質問の１です。 

  水沢地区の要望に応じる形でこの事業が予算化されましたが、それも踏まえた上で予算化

の経緯をお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 水沢のこれから建設する、予算も通していただきましてありがとうございます、

こちらの施設についてご質問ありましたのでお答えいたします。 

  昨年、町民の方から地元水沢地域でにぎわいをつくりたいということをお祭りの直会のと

きやほかでもあったときにお話を伺いました。 

  それで、町内会長も俺らも同じ考えだというようなことをおっしゃっていただいたので、

地域の方も応援していただいている事業なんだなというふうにそのとき認識いたしました。 

  西部保育園の跡地、こちら今、未利用になっておりまして、こちら、飲食店を開業したい

という相談でございました。 
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  その際、町の観光情勢や飲食宿泊業の減少など、現状について説明するとともに、区とも

相談しながら進めてはどうかというふうに助言を彼らにしたところです。その後、今年の２

月に水沢区長からも区としてこれを応援したい、宿泊機能も備えた飲食店事業の実現に向け

た要望書を頂きました。 

  本件の事業内容と、これ１億円ほどかかるものですから、補助金がないといけないなと思

ったところ、デジタル田園都市国家構想交付金の拠点整備タイプが活用できるのではないか

というふうに考え、令和６年度当初予算に盛り込んだところでございます。 

  こちらは、すごいのが採用して数か月の担当者がこの補助金を書いたということです。先

ほど水沢区から要望があったのは宿泊機能付き飲食店ということでしたけれども、何でこれ

ブレジャーというふうに書いたかと不思議に思われるかもしれませんけれども、これは、交

付金をもらうための作文でしかありません。国の方針では、ブレジャー、ビジネスとレジャ

ーを組み合わせた出張先の滞在日数を確保した余暇を楽しむ施設、これを国として応援した

いということで、国のほうはこれを応援する、でも、町は同じなんですけれども呼び方は国

に合わせなくちゃいけないということで分かりづらい事業名になっていることをお許しいた

だければなと思っております。 

  第７次総合計画においても外に開かれてみんなをつないでパートナーシップを大事にする

西川町を実現させる、こんな関係人口の増加にも寄与する事業かなと思って進めてまいりま

す。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） そこのブレジャーがやっぱり肝なんだなと。それがやっぱりデジ田

から交付金をもらうにはそこがやっぱり肝だったんだなと分かりました。 

  この宿泊機能を備えた仕事と観光に対応できる拠点施設の整備事業ということで、１億

2,705万円の予算が計上されております。 

  財源は先ほど言いましたデジ田で6,352万5,000円、残りは過疎債で6,350万円となってい

ます。ほぼ国からの資金で賄い、実質町からの負担金は過疎債の３割、約1,900万円になる

ようですが、賃貸とのことですので長い目で見て実質回収できるのではないかと、このよう

に感じております。 

  質問の２でありますが、本施設であります宿泊施設付き飲食店は、予算６原則でどのよう

に評価したのでしょうか、お聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 
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○菅野町長 ご質問ありがとうございます。 

  本施設の予算６原則でどう評価したかということでございます。 

  まず、ニーズベース。これは、具体的にやりたいという事業者さんと、あと、応援したい

という区のご要望があったので、これは丸かなと思っています。 

  地域課題の解決につながるかということでございます。こちらは、私らも経験しておりま

すけれども、やはり温泉街以外でベッドでビジネスホテルクラスの宿泊が欲しいというよう

なご提案もいただいていますし、あと、利用者からも観光客の皆様からも多数こちらはいた

だいております。このため、地域課題の解決にはなるなと考えております。 

  続いて、経済効果のほうは、今まで隣の市に流れて行った方を拾うだけではなくて、これ

では二、三人雇用が生まれます。水沢区からも何人かいただけるということでございますの

で、経済効果もあるかなと思っています。 

  あと、関係人口については、近くオープンするＴＲＡＳに少なくとも５社の方が短期滞在

型でテレワーク施設として使っていただけるということでございますので、少なくとも５社

の方が今までは隣の市で寝泊りはそちら、仕事は西川でという方がここでよりつながりが深

く密にできるかなと思っております。 

  ５番目は持続可能性でございますけれども、こちらありがたいのは、町がやろうといった

事業じゃないということでございます。地域の町民の皆様、区の皆様がこれでやっていこう

という意思決定をして要望をいただいた事項でございますので、こちらは持続可能性は、人

の面では確保できるかなと思っております。また、財源の面でも、こちらは集落支援員をで

きれば配置して置きたいなと思っています。そうすると、国からの特別交付税がまいります

ので、持続可能性は特別交付税制度がなくならない限り大丈夫なのかなと思っています。 

  財源確保も同じです。3,000万でしたっけか、実質負担が。2,000万ですよね。2,000万は

もう家を建てるのと同じようなお金ですので、この分はもう確実に回収できると、５年で。

思っています。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 分かりました。 

  ６原則コンプリートでなかなかいい施策であると思います。 

  質問の３です。 

  今、話題性のある本町への視察者の数が増えているとお聞きしております。 

  町長は以前から、町内の宿泊施設での受入れ人数が少なく、いっぱいのときは寒河江のビ
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ジネスホテルなどを紹介しています。手軽に泊まれる宿泊施設があれば便利になると申して

おりました。視察者、関係人口、西川ファンが増え、さらにサテライトオフィスを設置する

会社、先ほどのような方の需要が見込まれると思いますが、どのような運営体制を想定して

いるのかお聞きをいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 店舗経営をしていくプレイヤーは、申出のあった方を中心に区のほうにお願いし

ており、決まっております。現在、実施設計を委託する中で開業予定者と設計業者、町の三

者で対話を重ねております。 

  飲食店と宿泊機能、２つの機能を持つことから、本件と同様の事例を参考にしながら来店

者のトウセンや経営形態などについて効率的な管理設計ができるように盛り込んでいるとこ

ろでございます。 

  実施設計業務は、７月末を工期としていることから、今後設計内容が固まり次第水沢区と

も共有して、適切な運営体制を構築をしていきたいと思っております。 

  本件については、町の総合計画の基本方針に沿って地域に求められる新たな事業を生み出

す環境づくりを掲げておりますので、こちらを進めまして、道の駅にしかわにも近いですし、

トラスにも近いですので、外部からの人の流れを受け入れる施設としていきたいと思ってい

ます。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） テレワーク施設がビジネスだけでなくて、地域の方々の憩いの場と

してお茶飲み会の場として利用もありではないかなとこう思っております。いろいろな利用

方法で地域の拠点としてにぎわえばと思っているところであります。 

  手軽に宿泊できビジネスと絡むことなくブレジャーにこだわることなく、観光目的でのの

宿泊でも実質利用できるのですから、関係人口も増加し、また、起業者の営業形態の考え方

にもよりますけれども、町内の飲食店では少ない夜間営業なども取り入れていただければ、

人の流れも変わり新たなにぎわいにつながるのではないかと期待しております。 

  起業者の方は、何であなただけ町から建物を建ててもらって特別な待遇を受けるんだと言

われることがあるとおっしゃっていましたが、実際は町の思い、そして、起業者の思い、そ

して、起業するタイミングがマッチしていてどちらもウィン・ウィンの条件で進んだ事業で

あって、町の施策に取り組むスピード感が速いということでなし得た結果だと感じてきまし

た。 
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  これからの事業がうまく展開していっていただき、地方創生に一役買っていただきたいと

願っているところであります。 

  以上をもちまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○菅野議長 以上で、１番、佐藤大議員の一般質問を終わります。 

  ここで、昼食のため休憩します。 

  再開は１時10分とします。 

 

休憩 午後 ０時１０分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 飯 野 幹 夫 議員 

○菅野議長 続いて、２番、飯野幹夫議員。 

〔２番 飯野幹夫議員 質問席へ移動〕 

○２番（飯野幹夫議員) ２番、飯野幹夫です。一般質問をさせていただきます。 

  今日２つの議題で質問させていただきますけれども、初めに、ゼロカーボンシティ宣言に

対する西川町の取組について。 

  町は、令和６年４月15日にゼロカーボンシティ宣言を行い、森林保全と誰一人取り残さな

いまちづくりを目指して、ソフトバンク株式会社と事業連携協定を締結していますが、具体

的な取組をどのように進めていくのか、取組について質問を申し上げます。 

  質問１です。 

  事業連携の内容として、１つ目に、ネイチャーポジティブ、脱炭素化の実現を目的に、町

が抱える森林保護における課題解決を図る。２つ目に、誰一人取り残さない町を目指し、町

民のウェルビーイングの推進を図るという２つを掲げておりましたが、具体的な取組策はど

のようなものかお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 
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〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ソフトバンクとの連携事業内容としてネイチャーポジティブや脱炭素先行地域を

目的に森林保護の件、あとは、誰一人取り残さない町を目指した町民のウェルビーイングを

図るという２点の具体的な取組についてご質問があったと承知しております。お答えさせて

いただきます。 

  本年４月15日、ソフトバンクと町は、ネイチャーポジティブと誰一人取り残さない町を目

指して町民のウェルビーイングの推進を図ると、２点について事業連携協定を締結いたしま

した。 

  １点目、ネイチャーポジティブについて、お答えいたします。 

  まず、ネイチャーポジティブとは何かご説明いたします。 

  ネイチャーポジティブとは、自然生態系の損失を食い止め、回復させていくことを意味し

ております。ソフトバンクとしても、西川町の美しい自然を保全していくことに価値を見い

だしたのだとありがたく受け止めております。 

  具体的な取組内容については、町の事業として先週完了いたしました森林解析結果をもっ

て来週からソフトバンクとの協議を開始するため、まだ正式には決まっておりませんが、有

効活用されていない森林を活用してネイチャーポジティブに資する取組を実施していくこと

を検討してまいります。 

  また、２点目については、町民がどのような生活状態にあるか、何をもってウェルビーイ

ングと感じているのか、お一人お一人の、あるいはその家族の状態の可視化、まずは高齢者

から行っていく予定でございます。 

  健康の促進、医療といった生活必須要件の効率的な実施に限らず、買物、趣味増進といっ

た産業発展にも資するような取組としていく予定になっております。 

  高齢になっても生き生きと暮らせるまちづくりができることは、それを見て育つ若者にと

って魅力的なものとなりますので、このような取組により人口流出の防止と移住者の増加に

もつなげていくことを最終的な目的と考えております。 

  以上の考えに基づき現在ソフトバンクとは、まなぶ課、つなぐ課、健康福祉課で所有して

いる町民がどのような分野で活躍しているのか、例えば文化活動、スポーツ活動、趣味、サ

ークル、イベントなど何で楽しんでいただいているのかといったデータを収集するとともに、

どんなことでお困りなのか、どこにお住まいの方が病院にどういったことで通っておられる

のかとか、そんなデータを収集いたしまして、町民のデータを収集し、横串を指してつなげ
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ていったり課題解決の進めていく調査を今、進めております。 

  引き続き、取組を具体化するためソフトバンクと協議してまいります。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  今、町長の答弁の中に、森林改修結果というふうなところのそれを考慮して取組をしてい

くというふうなお話がありましたけれども、森林経営改修の結果については、もう具体的に

結果が出ているのかどうか、分かる範囲で結構ですのでご回答いただければというふうに。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えさせていただきます。 

  森林解析については、航空レーザ測量、飛行機を使った測量という手法を用いまして解析

していただきまして、先週成果品の納入まで終わりました。 

  具体的には、どこの地域にどれぐらいの森林の資源があるか、特に林業の関係で言います

と、森林資源大切になるのは本数ではなくて体積であるわけです。その体積までも分かって

くるような３Ⅾのデータが出てきましたので、それを基にここの森林は豊かであるとか、こ

この森林はそうではないとかというのが分かってきますので、そういったことを基にソフト

バンクといろいろ考えていきたいと思います。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  その結果を踏まえて、２つの取組、課題を解決するために今、先ほどの答弁の中に町民が

何で楽しんでいるのかそういうデータも今、収集を３課またいでやっているというふうな話

もお伺いしましたので、ぜひ有効的な提携というふうな形で事業を進めていただきたいとい

うふうに思います。 

  ２つ目の質問に入らせていただきます。 

  昨年４月、私、議員にならせていただいてから初めての質問で、山形県はゼロカーボンシ

ティやまがた2050というものを宣言しているわけですけれども、西川町はどのように考えて

いますかという質問をした際に、今、渡邊課長からもちょっと話一部ありましたけれども、

西川町は非常に広大な森林資源により一酸化炭素吸収はかなり有利な環境であるというふう

な回答で、ゼロカーボンシティ宣言に取り組むことに対する回答はなかったわけですけれど

も、今回ゼロカーボンシティ宣言を実施するに至った理由というものを、もしよろしければ

お答えいただきたいと思います。 
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○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  確かに飯野町議が令和５年６月議会でご質問いただきました。ゼロカーボンシティの宣言

についてでございます。 

  こちらは、その当時はゼロカーボンの達成時期やゼロカーボンのための取り組む事業の内

容が固まっていないことから、私なりの認識ですけれども、大江町のように具体的な内容が

決まっていなくて宣言している、効果のあるような事業が私なりに見るとなされていないと

いうのが町でも実施されているのが気になったので、そのときは検討中ということで回答さ

せていただきました。 

  その後、検討を重ねた結果、県の目標値よりも高い2030年の時点でゼロカーボンを達成す

る脱炭素先行地域として申請するエリアとして睦合を除く旧西山村及び旧本道寺村を選定し

たこと、また、脱炭素に関する事業の計画が評価された結果、昨年全国で２例しか認められ

ていないバイオマス産業都市認定を受けるなど、2050年にカーボンニュートラルを達成する

ための道筋が見えてまいりました。 

  どうせというかゼロカーボンシティを宣言するには、私は、やっぱり実行力がないとこう

いうことになるんだというふうに自信を持って言えるような状態にならないとそのような宣

言は意味がないと思っております。 

  こういった背景から2050年にカーボンニュートラルを達成するめどが立ちましたので、４

月15日にゼロカーボンシティ宣言をさせていただきました。 

  引き続き脱炭素先行地域やバイオマス産業都市構想、ゼロカーボンシティ等を踏まえ、

2050年のゼロカーボンニュートラルに向けて取り組んでまいります。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  私も想定したとおりの回答で、町長の実行力から言うと、やはりきちんとした成果という

ものが見えないうちに変な回答をしないというふうな形が町長の考え方だなというふうな形

で予定したとおりの回答というような形です。 

  今、町長のほうから話に出てきました脱炭素先行地域、これに対して第３の質問として私

のほうで掲げておりましたので、質問３のほうに移らせていただきたいというふうに思いま

す。 

  脱炭素先行地域に対する西川町の取組により電気料金の低価格供給とか、ペレットストー



－61－ 

ブの設置とか、太陽光発電の設備設置への補助金など想定したアンケートを行っておりまし

たけれども、町民の関心度はいかがだったのでしょうか。また、アンケートを調査するに至

って、そのアンケートの調査の中身のほかに新たな町民からのこの取組に対する補助事業な

どの要望とかそういったものがあったのかどうか、お伺いさせていただきたいというふうに

思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 昨年度から行いましたアンケート結果についてご報告いたします。 

  脱炭素先行地域を目指すため、睦合地区を除く旧西山村及び旧本道寺村にある世帯に対し

て再生可能エネルギーの利用意向などを調査するアンケートを実施いたしました。 

  その結果、先行地域内の約56％の町民の方から回答をいただきました。この回答をいただ

いた方のうち約84％の町民から脱炭素先行地域を目指すことについて、賛成またはどちらか

といえば賛成との回答をいただいたところでございます。84％の町民の方からご支持いただ

いたのかなと思っております。 

  また、新たな取組や補助事業に対するご要望でございますが、こちらのほうはありません

でした。引き続き町民と対話しながら脱炭素先行地域や2050年ゼロカーボン達成のための必

要な取組を行ってまいります。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  町民からは84％ですか、アンケートでも賛成もしくは事業を認めますよというふうな回答

をいただいたというような形だったんですけれども、その中に私、前回の一般質問でも質問

させていただきましたけれども、町民に対するメリット、先ほど例えば補助金とかそういっ

た制度もあったと思いますけれども、電気料金の低価格、これの供給がたしか1,700世帯と

いうふうな形でレジメには書いてあったというふうに認識していますけれども、そのとき、

私は全町民がもっと活用できるような形にできないのかというふうな形で質問したというふ

うに思いますけれども、その辺のところについてはお考え変わられたのかどうか、ちょっと

取組のところの変化などお伺いできればお聞かせ願えればと思います。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  町長からも答弁させていただきましたとおり、先行地域については旧西山村及び旧本道寺

という形になりますので、先行地域の補助金を活用できる地域はそこに限られてきてしまう
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ということになります。 

  ただ一方で、電気料金につきましては、これは補助金を使って下げるというわけではござ

いませんので、小売電力事業者との面談というか電力会社と一緒に検討することが必要にな

ってきますけれども、恐らく少なくとも一般世帯については町内分ぐらいであれば東北電力

より若干安く提供することはできるであろうという回答は事業者からはもらっているところ

です。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） そうしますと、今の課長の答弁ですと、脱炭素先行地域エリア外で

も電気料金に関しては何とか対応可能かなというふうなことの認識でよろしいという形です

か。 

○菅野議長 渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 飯野議員のご認識のとおりです。 

  ただし、電力の契約は現状東北電力さんといただいているところですけれども、今回共同

提案という形でやまがた新電力さんとさせていただきますが、やまがた新電力さんに切り替

えていただく必要はあります。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） 電気料金については理解させていただきました。 

  では、別なところの、先ほど私お話しした例えばペレットストーブとかそういったものの

補助金というものは、県からとか町からも補助金出ている部分ありますけれども、プラスア

ルファの補助金はその先行地域以外では活用対象にはならないというふうな認識をしなけれ

ばならないということですよね。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 飯野議員のご認識のとおりです。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  ここのところは、地域エリアというふうな部分を含めると国の補助金等も考えると、なか

なか活用できないという部分はネックになっている部分もあると思いますけれども、その辺

のところの対応も今後ぜひ考えていただきたいなと思いまして、次に質問に入らせていただ

きたいというふうに思います。 

  質問２つ目です。 
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  町道の水沢・岩根沢線の管理についてですけれども、どのように対応なのかというような

形でお伺いさせていただきます。 

  質問の前にですけれども、過去にもこの町道についてはナラ枯れ、それから、倒木、それ

から、冬季の雪崩に対する危険、こういったところを指摘、要望させていただきましたけれ

ども、その都度本当に素早く対応いただき地区民も大変感謝しております。ここで地区民に

代わって併せてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

  さて、質問１です。 

  この町道なんですけれども、ちょうど下小沼地区から先のところの部分に１か月以上前か

ら路上へ水道管が破裂した形で水の噴出がしてあります。これに対してどのような措置、対

応を実施する予定なのかお伺いしたいということと、また、その給水地区に対するその破裂

によって水道水の安全な水質は供給できているのか、確保できているのか、この辺のところ

を質問させていただきます。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご指摘いただいてありがとうございます。 

  私もこの町道水沢・岩根沢線は月山自然水を確保する道でもございますので、重要だと考

えております。 

  このため、昨年の大みそかは、最後の３月31日の視察というか現場確認はこの町道だった

なというのを大泉課長と行ったなというのを思い出します。若水も取るので大丈夫かなとい

うので見に行ったのを記憶しております。 

  破損している箇所については、もちろん承知しております。３月25日に建設水道課の職員

が調査いたしましたところ、町道水沢・岩根沢線の小沼地内の漏水箇所を水源の水を浄水場

に引き込む水道管から漏水であることを確認いたしました。水道管には、石綿セメント管が

使われております。400メートルにわたって布設替えを行うため、今年度の当初予算で工事

の予算を計上しております。 

  本工事に関しては、５月16日に入札を行いまして、株式会社石橋組が落札しております。

６月６日から工事を行わせていただきまして、８月９日までの工期で工事を進めております。 

  水質について申し上げます。 

  水源の水を浄水場のろ過水については、常時濁度を監視しております。濁度については異

常なしでございます。また、定期的に水質検査を水道法に求められた検査をしておりまして、

その結果については町のホームページに公表しておりますが、安全な水道水を供給できてい
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る状況でございます。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  私も噴出の箇所を動画を撮って眞壁課長のところに走り込んでいった経緯を今、思い出し

まして、これに対しても質問する時点でその前から町も確認していただいて、きちんとした

対応をしていただけるというふうなことに対して改めてお礼を申し上げたいと思います。 

  また、水質、供給水についても、汚濁はないというふうに確認もできているという形で、

安心したというような形でございます。ありがとうございます。 

  次の、質問２に入らせていただきます。 

  この町道ですけれども、部分的な損傷ですけれども、ガードレールは穴あき、ひどいとこ

ろは米沢の工芸品のお鷹ぽっぽみたいなぐるぐる巻きになったり、ガードレールが、穴あき、

それから、接触、破損による部分損壊、ガードレールの支柱も損壊というふうな形でそうい

う状況でありますけれども、町道を管理する町当局として今後どのような対応を考えている

のかお伺いしたいというふうに思います。 

  なお、路上及びガードレールの状態は、あの状態で一般的に車を走らせる上で基準をクリ

アした状態なのかどうか、また、あそこを歩く人もいるわけですけれども、歩行者に関して

も安全の確保というふうな形は十分に確保されているのかどうかを含めて質問をさせていた

だきたいと思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご指摘いただいたガードレールの部分破損等については、今年４月に役場職員が

現地の確認をいたしましたところ、除雪作業によるものと経年劣化によるもの、また、その

両方の原因が考えられると推定しております。 

  明らかに除雪のものでしたら、小山の県道がありましたけれども、そちらのほうは県のほ

うに明らかに除雪だということでこちらから証明することができましたので、県のほうにお

願いして直させていただいたところです。 

  今回の件については、ご指摘いただいて５日、ちょっと直前になりますけれども、５日に

町の建設クラブと破損したガードレールの改修工事の対応について対話をさせていただきま

した。既に破損しているガードレールについては、当該道路の除雪作業者と費用負担に関す

る協議を行いまして、予算の範囲内で優先順位の高いものから補修をさせていただきます。 

  これからは、降雪期前に町と除雪事業者とで除雪作業前のガードレールの状態の確認をさ
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せていただいた上で、これから原因をしっかり確認をしていく土壌というか前提をつくって

いきたいと思います。雪解け後には、改めて町と除雪事業者で状態を協議、確認してまいり

ます。 

  １つ目、除雪の作業が原因であることが明らかである破損については、それは当然ですが、

除雪作業者の責任で修繕をする。 

  ２つ目、経年劣化が原因である場合には、その年数に応じて優先順位をつけて町でしっか

り修繕をしてまいります。 

  ３つ目、両方。両方が原因と破損でありましたら、町と除雪作業者と協議の上で修繕を行

うという方向で今、話を進めております。 

  ただ、除雪道路はその幅や勾配、雪捨場の有無によって状況が異なることから、７月下旬

に予定している建設業者との対話会において本件を議題に出させていただいて最終的な方針

を決定していきたいと考えております。 

  ガードレールの設置基準についてはございますけれども、安全基準や修繕基準といった補

修の目安となる明確な基準は当方持ってございませんでした。 

  ただ、支柱の破損がひどく、ガードレールとしての機能を失った蓋然性が高いものについ

ては、トラロープで規制を行って一時的な作業は行っております。こちらについては、ご指

摘をせっかくいただきましたので、しっかりルール基準を建設業者とともに設けて、適切に

運用をしてまいりたいと思っています。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  この質問をするに当たって、私も以前、山形の会社に勤務していたときは、西川町はすご

い冬場の除雪体制がすごいきれいで大変上手に掃かれていて、冬季の雪道を安心して安全に

走れる町だねというふうな形で、よく私、町外の方からも言われた記憶があります。 

  また、今、町長から話出たように、除雪時のものと、それから、経年劣化によるものとい

うふうな形で話ありましたけれども、町民の冬季の道路、これを確保するためにやっぱり早

朝より作業されている除雪オペレーターの方々に対して常にそういった町外の方からも町の

除雪に対する上手な体制に対することに対してやっぱり感謝しているところでありますけれ

ども、ただ、問３のほうでも書かせていただきましたけれども、町長から今、答弁あったと

おりやはりこれ自然破損ではなくて、やはり林業作業などに伴う重量物を搭載したトラック

の多走行、それから、除雪者の排土板による接触、こういったものが起因としたガードレー
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ル及び路面破損というふうな形で、私の素人目でも分かるというふうな形の状態です。 

  それを修復及び破損、修繕に対してどんな対応を実施するのかというのが今後の町の課題

というふうな形で、今、町長から答弁いただきましたので、ちょっと１点だけ確認したかっ

たのが除雪で作業委託するわけですけれども、発生する事故というのは誰も自らやりたくて

やっているわけじゃないんですけれども、損害保険の加入というものが確認しているかどう

かということ１点と、それから、除雪の委託業者または道路使用業者に対して損害賠償責任

というものをやっぱりしっかりやる体制ができているかどうか、この２点だけちょっとお伺

いしたいと思います。 

○菅野議長 飯野議員、これ問３に入ってよろしいですよね。 

○２番（飯野幹夫議員） はい。すみません、問３です。 

○菅野議長 では、答弁は菅野町長お願いします。 

○菅野町長 除雪作業時における事故発生に対する損害保険の加入についてご質問がありまし

たので申し上げます。 

  まず、１点目の損害保険の件でございますけれども、作業時に発生する事故に対する損害

保険の加入の有無については、昨年度の除雪作業委託者に聞き取りを行ったところ、全社加

入をしておりますと。ただし、契約によって保障内容は各社異なることを申し添えます。 

  続いて、除雪委託者または道路使用者だけにとどまらず町道の道路付属構造物を破損した

場合には、道路管理者として原因者の方に補修を求めているところでございます。 

  補修されていない箇所については、引き続き原因者と協議を行って早急に補修を求めてい

くというような進め方になります。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） では、保険に関しては全社加入は確認したというふうなことなんで

すけれども、加入内容については、それぞれいろいろあるような回答なんですけれども、例

えば、壊したものを直すための損害賠償責任とか人に接触して対人賠償責任とかそういった

ものの上限の確認、内容の確認というものもしっかり今後行っていかないとやっぱり大きな

事故が発生した際にやっぱり保証できなくなるというふうな形では委託業者さんも町も困っ

た状態になるというふうな形になりますので、この辺のところをしっかり確認していただき

たいというふうに提案させていただきますけれども、その辺の考えはいかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は眞壁建設水道課長。 

○眞壁建設水道課長 ただいまの対人、対物の損害賠償保険につきましてですが、当然確認を
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していくということでございます。 

  対人の場合は無制限ということでありますが、対物の場合は会社でまちまちということで

ございます。 

  使われ方もまちまちでありまして、やはり高額にならないとどうしても使わないといった

ようなことをお聞きしますので、その辺も含めて対応のほうを対話を持ちまして、いろいろ

と相談しながら壊した場合に直していただけるような方法を探っていって徹底していきたい

と思っております。 

  以上です。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  今、課長からの答弁で対人は無制限、これは確認していると。それから、対物も加入して

るのは確認している、ただし、その内容はまちまちというふうな回答だったと思いますけれ

ども、委託する上でやはり対物も幾ら以上というふうなことをきちんと基準を設定して業者

委託するというふうなやり方にぜひ変えていただきたいなというふうに思います。 

  それから、この小沼地区というのは、実は降雪量からいうと大井沢に匹敵するぐらいの雪

の量が降ります。ですから、オペレーターの方も先ほど上手にやっていただいていると言い

ましたけれども、一晩で降る雪の量を考えると昨年は少なかったですけれども、常々だとガ

ードレール以上の積雪も年に何回もあるんです。そうなってくると除雪が非常にやりにくい、

ましてやカーブは多い、道路は狭いというような形で、あとは、過去に経年劣化したのか除

雪によるものなのか、それから、あとは巨木の倒木によって破損したものかちょっとまだ分

からない点あると思いますけれども、そういう部分がもう頻繁に道路にはありまして、オペ

レーターの方が指針となる白赤のポール、これもまともに立てられないような状況というふ

うなことも考えられますので、ぜひオペレーターの方にもきちんとその辺のところが、ここ

は排雪場所、ここはガードレールの場所というふうなものを分かるようなことを、今後は委

託する上で町としても、やっていただきたいなというふうに考えますけれども、その辺のと

ころの見解はいかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は眞壁建設水道課長。 

○眞壁建設水道課長 ただいまのスノーポール等のご意見でありますけれども、当然やはり除

雪をする上で目印というのは、視界を確保する上から大変目印となりまして大事なものです

ので、たとえ立てられるところがなかったら鉄筋を差して、毎年固定的なところに差して目
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印をつけるといったようなことで今までも対応しているところであります。 

  冬季のスノーポールにつきましては、当然ガードレールもそうですけれども、目印となる

ものをきっちり確保して安全な除雪ができるように環境を整備してまいりたいと考えている

ところでございます。 

  以上です。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  私も含めてですけれども、自分の物とか自分の土地に対して損害を与えられた場合は、誰

もそのまま放置するというふうな方はいないと思います。 

  町を管理する、町道を管理する担当課としては、今後はしっかりとして委託業者とも話合

いをしながら管理をしていただきたいということを最後にお話し申し上げまして、私の質問

というふうな形にさせていただきます。 

  ありがとうございます。 

○菅野議長 以上で、２番、飯野幹夫議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 菅 野 邦比克 議員 

○菅野議長 続いて、一般質問の通告順は私ですので、会議規則第51条の規定に基づき、議員

として議席に着き発言するため、議長席を大泉副議長と交代します。 

  大泉副議長、議長席にお着き願います。 

〔副議長 大泉奈美議員 議長席に着く〕 

○大泉副議長 議長を交代いたしました。 

  10番、菅野邦比克議員の質問を許します。 

  菅野邦比克議員。 

〔１０番 菅野邦比克議員 質問席へ移動〕 

○１０番（菅野邦比克議員） 10番、菅野邦比克です。 

  今日は、２つの件について質問させていただきます。 

  最初に、野火火災や山林火災防止の広報活動についてということです。 

  今年の４月以降県内で野火による火災や林野火災が毎日のように発生しました。鎮火に莫
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大な費用と労力がかかったと推察されます。我が西川町での発生はありませんでしたが、し

かし、まだまだ届出のないごみ焼きがあるようです。野外焼却は法律で禁止されています。

町はどのように広報など行っているのか質問します。 

  質問１。 

  ごみ焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）があり、法律に違反し

て野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、処罰として５年以下の懲役もしくは1,000万以

下の罰金、その両方が課せられます。法人は３億円以下の罰金が課せられます。 

  ４月以降に発生した、途中経過だと思いますが58件のうち33件は枯れ草や切った枝、ごみ

などを焼却中に燃え広がったものと見られています。 

  野焼きは、生活環境の悪化を招く原因にもなりますので、広報をどのように行っていて町

民が安心して暮らせるようにしているのか質問いたします。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ご質問いただきましてありがとうございます。 

  町のごみ焼却などの広報、火災のおそれがあるものですから、その広報活動についてご回

答をいたします。 

  町では、林野火災や野火火災の防止の観点から令和６年度次のような広報を行っておりま

す。 

  ４月１日、全戸配布のお知らせにおいて、春の火災予防運動期間の広報としてたき火の禁

止を呼びかけ、消防署西川分署との共同で消防かわら版を発行し、野焼きの違法性について

周知を行いました。 

  春の火災予防運動期間においては、西川消防団の協力によりまして、運動期間中のサイレ

ンや予防広報巡回の重点指導、重点実施を行っております。また、防災無線によりまして、

４月30日に林野火災等の多発警報発令との広報、また、全戸配布されているタブレットつな

がるくんにより５月14日に山火事防止のための広報、さらに５月19日、26日には大井沢入間

地内において山火事、山岳遭難事故防止等の街頭指導を行ったところでございます。 

○大泉副議長 菅野議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） ありがとうございます。 

  広報も大変多くやられているようでございまして、大変ありがとうございます。この工法

というのは、常平生やっておかないと気が抜けるもので、実際に、今年は山林火災なかった
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わけですけれども、以前に消防の演習後、間沢川で山火事がございまして。そういう場合も

ありますので、できればこれから暑くなる夏場とか秋場、こういうふうなものにかけてぜひ

広報を忘れないうちにしてもらうといいなというふうに思っています。 

  今回の県内の火災についても、野火の火災を知りながらまた同じような野火火災が発生し

ているというようなことですので、多分、私は関係ないのでごみを焼いたほうがいいという

ようなことがあるのかなというふうに思っております。 

  私も、朝、臭いが随分してくるのもあるわけですけれども、これ、町に対して野火をする

場合は通報するというふうな案件になっているわけですけれども、これ案件はございました

でしょうか、住民からです。 

○大泉副議長 答弁は吉見町民税務課長。 

○吉見町民税務課長 ただいまの菅野議員からのご質問にお答えいたします。 

  通報と件数ということでございますが、令和５年度については４件の通報がございました。

それは、内容を確認いたしましたところ、日常的に行っている人というところで、近所の方

がやはり見るに見かねて通報されたということで、駆けつけた職員は消防署員とともに野焼

きの禁止を呼びかけております。 

  以上でございます。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） その方というのは、今は燃やしていないということで理解して

よろしいんでしょうか。 

○大泉副議長 答弁は吉見町民税務課長。 

○吉見町民税務課長 その後の通報はありません。 

  以上です。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） ありがとうございます。 

  前ほど自宅でごみ焼きするという方は少なくなってきたようですけれども、やはりごみの

中にプラスチックを燃やしたような臭いが時々ありますので、多分プラスチックは家庭で焼

却してはいけない法律上の問題がありますので、これは町民にちゃんと知らせておかないと

ごみと一緒に焼けばいいという感じの方もいないわけではないので、その辺はぜひまた文書

で例えばペットボトルとかそれも一緒に燃やすなんてことはいけませんよというような広報

とか、万が一の場合、さっき申し上げたんですけれども、これ違反になるよと、罰金もこれ
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ぐらいあるよというようなことですけれども、今まで罰金を課された方はいらっしゃるんで

すか。 

○大泉副議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  罰則、罰金になりますと当然、町の範疇ではございませんので、警察署の所管となります

ので、私どもといたしましては全く認識しておりません。 

  以上でございます。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） そうしますと、町で連絡を受けた場合は、警察とかそういうと

ころに連絡するという形になるんでしょうか。 

○大泉副議長 佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  先ほど町民税務課長が議員のご質問にお答え申し上げた中でございましたけれども、通報

等があって役場のほうに通報があれば、職員と西川分署の職員が現地に駆けつけるというこ

とで、現地での指導という形で行っております。加えまして、万が一延焼したりとか何かし

たりとした場合は、当然消火活動ということで消火活動に勢力を注ぎますけれども、その後

の原因確認、住宅火災も当然でございますけれども、原因確認等については警察署、そして、

消防署という形でその火災の原因を確認した上で、ただいまご質問ありました法に照らして

罰則が課されるのかどうかとそういう形での流れになるというふうに認識しておりますので、

私どもは関係機関と一体となりながら消火活動をして町民の生活、安全確保に努めますけれ

ども、その後の該当者の処分等については認識していないというところでございますので、

よろしくご理解ください。 

  以上でございます。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） ありがとうございます。 

  参考に申し上げますと、今回の南陽市の山火事では、自衛隊のヘリコプター出動は７基、

岩手、宮城、秋田、福島４県のヘリコプターが出動いたしました。第６師団のヘリコプター

も最大９機が空中から消火を行ったというようなことです。避難指示が148世帯の410名と。

投入された人員というのは、ヘリコプターと人員は陸上自衛隊で延べ16機、消火しました。

消火防水ヘリが８機。上空からの放水量82万4,500リットル、433回。すごい数の放水回数で
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す。陸上自衛隊の方が延べ168人、消防職員92名、消防団員が延べ769人とこういうふうなデ

ータが出ておりまして、一度はやっぱり私ぐらいというような方で、これはちょっと原因は

分かりませんけれども、一度火災が起きるとこういうふうな被害といいますか経費と人員が

投入されるというようなことで大変な被害になりますので、やっぱりそれぞれ一人一人気を

つけていただければありがたいです。 

  そのためには、広報をしっかりやっていただいてぜひやらないでくださいというような日

常的な広報が一番大事かなというふうに、各機関一生懸命やっておりますけれども、西川町

が今、野火の火災がないということで、大変皆さん真面目にやって町民の方も頑張っていら

っしゃるようですので、それは感謝申し上げたいと思います。 

  問２に移ります。 

  野焼き焼却の例外としている行為もあります。推奨するものではありませんが、まだまだ

その区別が分からない方もいると思いますので、野火や山林火災を防ぐ広報などどのように

取組をしているのか質問をいたします。 

○大泉副議長 答弁は吉見町民税務課長。 

○吉見町民税務課長 ただいまの菅野議員のご質問にお答えいたします。 

  先ほどのご回答と同じでございますが、野火や山林火災を防ぐための広報活動につきまし

ては、総務課危機管理係と連携しながら広報活動を行っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○大泉副議長 追加答弁で菅野町長。 

○菅野町長 せっかく議長からご質問いただいたので、私も何かしなくちゃと思って、昨日、

動画で野火、林野火災も危険ですので、大井沢の火事のことも踏まえて、昨日動画で私から

という意味でタブレットで配信させていただきましたし、昨日の夕方も私から町民の方に語

りかけるような広報をさせていただいております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 吉見課長に質問します。 

  私、野火の例外があるのでということで申し上げたので、野火やっても推奨するものでは

ないけれども例外がある、ただし町民の方もその辺の区別が分からないのではないかという

ようなことで質問させていただきましたので、もう一度ご回答をお願いします。 

○大泉副議長 答弁は吉見町民税務課長。 

○吉見町民税務課長 失礼いたしました。 
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  いま一度、改めましてご回答申し上げます。 

  野焼きに関しての法律、先ほどございました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で、

例外もご指摘のとおりございます。 

  農業や林業、その他おさいとうなど、そういった伝統行事だったり、キャンプファイヤー

などの、あとは日常生活の中のたき火、大変小規模なたき火というものは法律の中で認めら

れている行為であります。 

  ただし、ご指摘のとおり実際にたき火をなさっている方や野焼きで通報を受けるような方

については、どこまでが許される行為でどこからが許されない行為かというところの線引き

ということは分かっていらっしゃらない方も確かにございます。よって、通報の際にはその

辺のところもしっかりと説明しつつ、ただ、近隣住民の方にご迷惑がかかることであっては

いけませんので、それは厳重に指導しているところでございます。 

  以上でございます。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） ありがとうございます。 

  野外焼却の例外というふうな行為は、あります。 

  今、吉見課長さんから申し上げられたとおりなんですけれども、国、地方公共団体が施設

管理上必要な焼却、それから、災害予防、応急対策復旧のために必要な焼却、風俗慣習上宗

教上の行事を行うのに必要な焼却、いわゆるどんと焼きとかそういうようなことだろうと思

います。あとは農業林業、または漁業を営むためにやむを得ないとして焼却する、例えば、

農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が漁網に付着した海産

物、流木等の焼却、それから、たき火、これキャンプ場みたいなものです、こういうような

ことは例外として認めているということですけれども、なるべくクリーンセンターとかそう

いうところに持って行っていただいて焼却をお願いしたいということで、先ほども申し上げ

たとおり野外焼却は推奨するものではありませんというふうなことなんです。 

  西川町は、空気もうまいし水もうまいということで、そこに県外から来た方が煙くて困っ

たなんて言われると大変なので、ぜひそういうものを徹底してもらえばありがたいかなと。 

  これから一番問題なのが、秋のもみ殻を燃やすわけですけれども、これも肥やしにすれば

一番いいんでしょうけれども、やっぱり燃やされる方も、県内でも相当ありますので、でき

れば西川町では牛の畜産関係も大々的にありますので、そちらのほうに持って行っていただ

ければ大変喜んでもらえるかなと思いますので、その辺も徹底してお願いできれば大変あり
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がたいというふうに思っています。 

  ですから、西川町に来たらまずほとんど煙は見えないよというふうなことにしていただけ

れば大変いいかなというようなことです。 

  それから、やむを得ずそういうので燃やす場合は、とにかくバケツに水をいっぱいくんで

おいて、そして、終わったら水抜きしてちゃんとして帰っていただきたいと。でも、ぼんぼ

ん燃えながら、人がいないというときも私も見ますので、ちょっと危ないなというような気

がするところもあるんですけれども、その辺はこれからいろいろ広報とか出していただけれ

ばありがたいかなというふうに思っておりますんで、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  今年、あまりにも火災が多くて、大変な思いをされた方がいろいろいっぱいいらっしゃい

ましたんで、そういう法律上のものもありますよというようなことを分かっていただければ

それだけでもありがたいかなというふうに思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思

います。 

  野火火災、山林火災の防止については以上で終わりたいと思います。 

  次、２番目に移りたいと思います。 

  町からの補助金は税務申告の説明をというようなことで、現在、町で取り組んでいる解体

費用の補助金50万円は一時所得になると。町からの補助金は、申請時や交付時に説明をすべ

きと考えます。特に、解体費用50万円と他の一時所得がある場合は税務申告が必要となりま

す。分からないでそのままにしておくと後日申告のやり直しや追徴金が発生する場合があり

ます。これらについて質問いたします。 

  町では補助金50万円を交付した場合、他の一時所得がある場合に合算について説明を行っ

ているのかどうか質問したいと思います。 

  町からの補助金はいっぱい出ていますので、その都度やっているかどうかというのはちょ

っと私も分かりませんけれども、多分解体費用が50万円というのは、その辺でちょん切りし

ているのかなと。その他の物がなければ何も申告はいらないんですけれども、50万円とあと

何かもらったとき、超えた分の２分の１は申告するというようなことなんですけれども、そ

の辺について、問１で質問したいと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 空き家解体補助金、例えばという事例でいただいたと思いますけれども、補助金

50万円を交付した際に、他の一時所得がある場合に合算して税対象になるという説明を行っ
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ているかどうかというご質問かと思います。 

  ご指摘のとおり、解体費用の補助金50万円は一時所得になります。個別に説明は行ってお

りません。 

  そもそも一時所得の該当者は少ないこと、一時所得はご存じのとおり宝くじや競馬で50万

円以上、ちょっとすいません、たしか50万だと思ったんですけれども、当たったときは一時

所得の申告が必要になるんでございますけれども、そもそも一時所得の該当者はこの町では

少ないということでございます。他の所得区分に該当する方が断然多いということを踏まえ

ますと、行政としての対応は通常の範囲、説明を特段しなくてもいいのではないかと思って

おります。 

  また、解体費用補助の申請者の多くはご高齢の方が多く、これもまた所得申請に関する影

響はないと考えております。 

  総じて解体費用の助成金50万円に限らず、補助金の助成を受けた場合、一時所得として申

告する必要がある場合と農業所得のように事業所得に算入すべきものがあります。ここに取

扱いに違いがありますし、申告納税制度上、収入が発生した場合には所得税、住民税の対象

により本人により申告いただくことになります。 

  ですので、今のところ個別にお知らせする必要は特にないものと、私も前職税務署の関係

もしておりましたが、特段こんなことに個別に広報しろと国からも言ったことありませんし、

やっている自治体も聞いたことないので、これが通常の対応なのかなと思っています。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 今までも説明はないかと思います。 

  私もこの質問を取り上げるに、家でも去年ちょっと直した件あって補助金４万円ちょっと

頂きましてありがとうございました。この件について、一時所得じゃないのというような、

50万円以下は申告はないわけですけれども。 

  引っかかるのは生命保険の満期で50万円のプラスがあったというような場合と重なった場

合とか、我々には分からないです。でも、説明をしておいたほうがいいんではないかなとい

うような気がしているんですけれども。10年ものとか、前の生命保険一時払いしたやつなん

かは50万超える場合があるんです。 

  それと、例えば解体補助金が入った場合だと50万円がまるまる、２分の１ですから25万は

申告しなくちゃいけないというような。そのときに何も役場から教えてもらわなかったとい

う場合も、あるかないかちょっと分かりませんけれども、そんなことで一時所得の該当する
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ものというのは、住まいの給付金、今はもうリフォームの補助金もありますし、いろんなの

住宅の補助もあります。 

  それから、厳密に言うとふるさと納税の返戻金も一時所得になるんです、だけれども、こ

れは３割以内ですので、166万も買えばそれは申告必要でしょうけれども、何もそこまでふ

るさと納税する人はいないでしょうからそれは問題ないかと思いますが、中にいればそうい

うようなものもありますよというようなことでございますので、西川町としてはこれからも

解体補助金についていろいろ出されると思いますので、一言文書に書くか書かないかは別問

題として、何かありますかと、あったら税務申告ちゃんとしてくださいよぐらい一言言って

もらったほうがいいのかななんて。それはうるさい、面倒くさいからいいやというのか何だ

か分からないけれども、町民にやさしいというかそういうものなんだろうなという気がしま

す。 

  そのほか、マイナンバーの健康保険証として申し込んだマイナンバーのポイント、これも

一時所得になりますので、50万円の給付を受けてマイナンバーにしてポイントをもらった、

後からこれはというおそれもあるので、税務課さんの皆さん忙しくなると思うけれども、そ

ういうのは該当にないですかと言えば多分ないというのが一般的だと思うけれども、税務署

の方は非常に分かっていらっしゃいまして、町長一番分かっていると思うけれども、税務署

に行くと公的資金が入ったなんて全部分かるのね、行っただけで、分かります。恐ろしいく

らい分かります。 

  ですから、説明をしておいておかれたほうがいいのではないかなというような気がします。

でないと追徴金、後で呼ばれますんで、その辺は親切だかどうだかというのはちょっと分か

りませんので、ぜひ確定申告時にやるのか、申請が来たときにこういう場合もあるので十分

注意してくださいよと一言おっしゃるのかどうかなというようなことについて、やっていた

だけるのかやらないのか、ちょっとどういうお考えなのか、課長、お願いします。 

○大泉副議長 答弁は吉見町民税務課長。 

○吉見町民税務課長 菅野議員のご質問にお答えいたします。 

  解体費用の50万円について、納税相談時に説明するか否かということでございますが、先

ほど町長からの答弁にありましたとおり、申告納税制度というのが原理原則にございますの

で、それを捉えますと町民の方々が自らが申告いただいて納税いただくというのが原理原則

と思っております。 

  以上でございます。 
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○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） そのとおりですね。 

  申告は自分でやると、こういうようなことですので、解体費用がそんなに何十件もないの

で、もしおられたらそこでちょこっとこういうような場合あるのでというような説明でもさ

れたほうがいいのかなというような気がしておりますので、町民のためですので、その辺は

お願いしたいと思います。 

  次、２番目に、今の税金に関してですけれども、これ追徴来たとか何とかというのは今ま

で来られたことはありますか。 

○大泉副議長 吉見町民税務課長。 

○吉見町民税務課長 ただいまの菅野議員のご質問にお答えいたします。 

  その一時金として50万円の補助を受けて、さらに別の一時金があって追徴課税されたとい

う実績があるかないかという問いでございますが、そのような実績はございません。 

  以上でございます。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） ありがとうございます。 

  西川町の町民は皆さん正確に正しく申告されているというふうに理解しておりますので、

１件もないというのは大変すばらしいなというふうに思っております。 

  これからもいろんな補助金出ると思いますので、住宅補助金とか様々100万円とか何百万

とかとあると思いますので、そのときに何か一言ちょこっと話してもらえればいいような気

がしますけれども、申告は申告で自分でやるというようなことですので、それはそれでいい

んですけれども、知らない方も結構いらっしゃるんでないかなというふうに思いますので、

その辺を時間があればちょっと説明してもらって、解体費用とかいろいろな住宅の補助金と

かというものを話されたらどうかなというような気がしますので、町民の方は意外と分から

ないですよね。 

  ですから、そこを行政でちょこっと、自主申告なんですけれどもちょこっと説明していた

だいたほうが親切かなというような気がしておりましたので、しないということですので、

それはそれでよろしいんでしょうけれども、時間があったらぜひ説明をお願いしたいと思い

ます。 

  私は、今日はこういう広報活動とかこういう啓蒙活動みたいなものですので、そういうち

ょこっとしたものですけれども、ぜひ各課でいろんな補助金とか様々あると思いますので、
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ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で私の質問は終わりたいと思いますが。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 私は、税務関係の仕事をしておりました観点から、先ほど吉見課長が原理原則申

請主義というのはそのとおりでございますけれども、せっかく議長からご指摘いただいたの

でございますけれども、町民税務課には以下のようなことをお願いしております。 

  今回の制度は該当しないんですけれども、さすがに今回の使われる方というのは、当然そ

れはもう国保対象者なので、そもそも確定申告とかそういった税務相談というのはされる方

だと思っております。ですので、それが50万円超えたからといってすぐ手間がかかるという

ものではないと思います。 

  しかしながら、私らみたいなサラリーマンで確定申告がいらないという方が50万円超えた

ら、これは確定申告に行かなくちゃ大変だなという方においては、自営業者じゃないなサラ

リーマンだなとなったら、それはさすがに一言あるんだろうなと思っております。 

  そういうふうにお願いしておりますので、ちゃんとそこら辺はもう少し西川町の職員はス

キルが高いものですから、その人に応じてさすがに手間だろうと、２月に確定申告しなくち

ゃというような方だったらお話をするかなと思っています。それぐらいのスキルを西川町職

員は持っていると思っています。 

○１０番（菅野邦比克議員） ありがとうございました。 

  これで質問を終了します。 

○大泉副議長 以上で、10番、菅野邦比克議員の一般質問を終わります。 

  議長を菅野議長と交代します。 

  菅野議長は議長席にお着き願います。 

〔議長 菅野邦比克議員 議長席に着く〕 

○菅野議長 議長を交代いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○菅野議長 これで本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 
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  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時２９分 

 



 

令 和 ６ 年 ６ 月 ９ 日 
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                      令和６年６月９日（日）午前９時３０分開議 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  なお、３番、後藤一夫議員から、会議規則第２条の規定により欠席届が提出され、本日の

会議は欠席となります。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○菅野議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 光 康 議員 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

〔６番 佐藤光康議員 質問席へ移動〕 

○６番（佐藤光康議員） おはようございます。６番、佐藤光康です。 

  今年の１月、町はキャッシュレス決済ポイント還元事業を行いました。この取組をどのよ

うに総括するか、今後の町の施策をよりよいものにしていくために欠かせないものと考え、

質問いたします。 

  質問１です。 

  キャッシュレス決済ポイント還元事業に幾らかかったのですか。また、予算をオーバーし

たとしたら、その財源は何でしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 おはようございます。 
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  では、佐藤光康議員が欠かせないというふうにおっしゃっていたキャッシュレス決済ポイ

ント還元事業について、幾らかかったのか、予算オーバーしたらその財源は何ですかという

問いに答えさせていただきます。 

  令和５年度10月補正予算で、佐藤光康議員も含めて全員が賛成してキャッシュレス決済ポ

イント還元事業が始まりました。令和５年度の５月議会では、事業者支援のためにプレミア

ム商品券などを発行してはどうですかというようなご質問を、６月議会で佐藤光康議員から

ご質問いただきました。これはそのとおりだと思いまして、佐藤光康議員も事業者支援を重

視されているんだなということを承知いたしたのを記憶にございます。 

  また、一昨年は、１万5,000円のこちらは町民、高齢者支援に限定した形で実施させてい

ただきました。ですので、キャッシュレスポイントは基本的には事業者支援、佐藤光康議員

がおっしゃったとおり、おととしは、町民の皆様というか高齢者の皆様に限定して１万

5,000円を１人当たりお配りをさせていただきました。 

  令和６年１月に１か月間実施したキャッシュレスキャンペーンの事業費は4,861万3,125円

です。この内訳申し上げます。 

  キャンペーンの運営費、広報、チラシなども作らせていただきました。その12月議会でご

指摘いただいたとおり、なるべく町民の皆様にお知らせするようにということを承りました

ので、個別に相談会などを複数回開催させていただきました。その経費は合計846万3,340円

でございます。利用者の皆様へのポイント還元額は4,014万9,785円になります。つまり、還

元率が30％ですから、その経済効果たるやその３倍と承知しております。 

  また、その際になぜこのタイミングかということをご質問いただいたのを記憶しておりま

す。佐藤光康議員が１月なんて、大井沢のことだったかと思いますけれども、使わないぞと

いうようなご指摘をいただきました。要因は２つありまして、これは国が昨年秋以降の補正

予算で成立した、こういった事情もございます。秋以降にしか使えません。こういった民宿

の方が使える夏、夏とかがよろしいんではないかと私もそう思いましたけれども、実際とし

てはできないわけです。 

  また、こちらは公共政策事業を打つ際の上策でございますけれども、事業が落ち込むとき

に政策を打つというのがこれは上策なんでございます。そういう意味からすると、１月に実

施したものは、需要が旅館業者も私らの町の事業者さんも冬で需要が落ち込む時期です。こ

のときに政策を打つというのは、タイミング、行政の公平性というふうに考えた観点からし

ますと最適な時期だったのかなというふうに思っております。 
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  財源の件、ご質問ございました。事業費には、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金と、県の令和５年度ＬＰガス等物価高騰対策地域活性化支援事業補助金のほか、

事業者支援となりますので、デジタル田園国家構想交付金を含めた町の商工振興対策費、こ

ちらは光康議員がもうご承知かと思いますけれども、３月に昨年当初予算から組まれている

もの、こちらを財源としております。 

  予定していた金額で収まりましたけれども、こういった額が万が一超えた場合にはどのよ

うな対応をするのか、こちらもリスク管理の観点から考えておりました。事業者支援の政策

目的のキャッシュレス決済でございます。もし、オーバーしていた場合には、企業版ふるさ

と納税を利用していきます。 

  事業者支援としてご寄附いただいきました８社から2,000万円以上、事業者支援で充てて

くれというようなお金を頂いていました。具体的には、森興産株式会社、２つ目、リッキー

ビジネスソリューション株式会社、３番目、株式会社どりーむずかむとぅるー、４つ目、株

式会社クノウ、５番、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、６つ目、

シー・スリー・アイ株式会社、７つ目、リンベル株式会社、８つ目、東武トップツアーズ株

式会社などの不足に際しての財源を用意してございました。しかしながら、こちらは使わな

くて済むようになったということでございます。まだ、企業版ふるさと納税は、先日の新聞

報道にありましたとおり、県内第１位でございます。合計6,400万円、39件寄附を頂いて、

順調に伸びております。 

  当然想定の範囲内にこちらのほうは収まりましたので、西川町は今年、町制施行70周年で

ございます。この町制施行70周年事業に、これら事業者支援での企業版ふるさと納税を使わ

せていただくなど、今定例会で補正予算を計上しています。 

  以上です。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 丁寧に説明いただきまして、ありがとうございます。 

  昨年、第５回臨時議会でキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの補正に上がりま

して、委託料3,000万ということで一応議会の承認を得たということになるわけです。今の

説明では4,861万円かかったと。ポイント還元は4,100万ぐらいで、運営費もかかって800万

ちょっとかかったということの説明がありました。一応議会では3,000万円の予算を承認い

たしました。私も賛成しました。残り1,861万円です。これがふるさと納税は使わなくて商

工課あたりから出したような話をちょっとお聞きした感じに受け取ったんですけれども、こ
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れはお支払いなさったのでしょうか。 

○菅野議長 反問権で質問……質問ではない。 

  じゃ、答弁をお願いします。 

○菅野町長 今、ご質問がありましたが、これは誰にお支払いしたということでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 反問権ということですね、今のは。 

○菅野議長 いやいや。 

○６番（佐藤光康議員） 質問の意味を聞いているということですから。 

  委託先、当然ポイントが4,100万ぐらいだということですから、当然それは町が支払う必

要があると思いますけれども、払ったかどうかということです。 

○菅野議長 かせぐ課石川課長、お願いします。 

○石川かせぐ課長 おはようございます。 

  議員おっしゃるとおり、委託先のほうにお支払いしたということです。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 一応3,000万円の最初のキャッシュレス還元キャンペーンのは私た

ち議会では承認しました。ところが予算オーバーした分は、私たちは、議会にも上がってい

ないし賛成もしていないということです。普通のほかの町聞きましたけれども、例えば真室

川町、2,000万かかって予算つくったけれどもオーバーしたので1,000万の追加を補正に上げ

て議会の承認を得て払ったということが聞いています。大体ほかの市町村もそうです。うち

の町はなぜ議会で承認を得ることをしなかったのですか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  そもそも商工事業費ということで、商工事業費の予算は昨年の３月議会でご承認されまし

たよね、そちらを使っています。ですから、町の振興事業、こちらの財源を充てております。

これはもう町内での事業者振興に使うお金だというふうにご承認いただいたものを、当然の

ように使っただけでございます。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 以前に決めた予算の商工費の事業振興費から使ったということです

けれども、当然それは議会で承認を得る必要があると思います。ですから、そこら辺のきち

っと議会に、今までキャッシュレスポイント還元キャンペーンで幾ら町がお金かかったのか
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とか、何も説明が全くありませんでした。そういう説明を含めて、こういうお金を使います

ということを報告すべきだと思うんです。やはりお金の、具体的にはやっぱりしっかりと議

会に出すということが必要だと思いますけれども、いかがですか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 私は、佐藤光康議員もよく対話しなさいということで、私ら承っています。当然

町民の皆様とも対話しておりますし、一昨年、私就任時から比べると５倍の対話会を開催し

ているわけでございます。それは承知していますよね、５倍の対話会。 

  しかしながら、佐藤光康議員においては、議員の勉強会に出席されておりません、一度も。

であれば全員協議会でご質問されたらよろしいのかと思います。私らは、質問される興味の

ありそうな分野は、議員との日頃からの対話において、こういったことを全員協議会でお知

らせしたほうがいいんじゃないか、そんなことを築いて、ご説明を真摯にしてまいりました。 

  しかしながら、今回のご質問も、１年を通した議員の活動でもそうでしたけれども、質問

の前に、あるいは３か月おきの定例会の間にどれだけ各課長と対話されたでしょうか。その

中で、一言これどうなっているんだというようなことを課長のほうにおっしゃっていただけ

れば、私らは全員協議会でお知らせもできましたし、ほかの９人の皆様からは、個別にお聞

きされたのでお答えしようとしました。少なくとも議会の特質上、決算議会というのが９月

にございます。こちらのほうでしっかりご審議いただくか、もしくは報告として報告すべき

だというふうに、今、思われたわけですよね。そうでしたら、全然全員協議会のほうでご説

明させていただきますので、ぜひもっと対話を行政当局と行ってほしいなって、ちょっと残

念に思っています。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 対話、本当に大事だと私も思っています。 

  問題は町の予算です。お金をどう使うかという話です。それは議会に出して議会の承認を

得るということが最低の民主主義の常道ですから、ただの対話でないわけです。ですから、

ぜひしっかりとそこで議会での承認を得るということを、議会をしっかりとそこに出すとい

うこと、承認を得るということでしっかりとやっていただきたいと強く求めて、ちょっと時

間もありませんので、次の質問に移ります。 

  次に移ります。 

  この事業の目的は、物価高騰で苦しんでいる町内の事業者さんの支援であると説明しまし

た。その効果をどのように考えていますか。 
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○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答え申し上げます。 

  本件は、町内の事業者支援の効果ということでご質問いただいたかと思います。当然３月

に、昨年の３月であれば佐藤光康議員はご賛成いただきました。その当初予算に本事業者支

援は盛り込んでいるわけでございます。その点を改めて勝手に使ったようなふうに言われま

すと、私もそういう行政局と意識しておりませんので、ぜひそこは対話をして、あ、ここに

入っているのか、こういうところを見なくちゃいけないなとか、当初予算でこういうところ

を見なくちゃいけないんだというのをお互いに学びにもなりますので、ぜひそこは一緒に勉

強していきませんか。よろしくお願いします。 

  今のご質問にお答えしますと、通常の商品券であれば、１万円であれば、発行すれば１万

円の経済効果でございます。しかし、今回は30％の還元ということであれば、効果のほうは

単純に３倍ほどになりまして、約１億3,383万2,616円と推定されております。こちらのほう

は、これから石川課長が、商工会からのこちら要望を受けて私らさせていただきましたので、

商工会のアンケート結果を石川課長がお持ちですので、商工会に代わってお知らせをしたい

と思っています。 

  ちなみに、ヒアリングベースにはなりますけれども、こういった事業者さんも複数ござい

ました。１月の売上げは一番落ち込む時期ですと。そんな中で、売上げが３倍になりました、

町内の業者です。売上げが３倍になりました。町と町外の方が半々ぐらいの町外からもたく

さん買物いただきましたし、地元の方からもふだんより多い購買率、約２倍とおっしゃって

いました。客単価２倍ということでございます。そこの店では、１回当たり1,000円だと、

１回当たりの客単価がこれまでの１月は1,000円だというところが2,000円になりましたとい

うようなご報告を受けました。詳細なデータは、商工会からのアンケート、石川課長からお

話しさせていただきたいと思います。 

○菅野議長 追加答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 それでは、ご質問のほうにお答えをいたします。 

  今、町長のほうからありましたけれども、そのほかに、効果として申し上げる定量的なこ

とを言えば、まず最初に、キャッシュレス対応の店舗、取り組む以前の店舗数については46

店舗、今回のこの事業をきっかけに、新たに32の店舗がキャッシュレス対応ができる導入と

いうことを行ったというふうな結果、いずれ導入を考えていた事業者にとってはよいきっか

けになったというふうにお話があります。 
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  そのほかについても、冬の時期にして一定の売上げが確保でき、また、客単価も上がった

というふうにお答えをいただいている方が８割に上っております。 

  また、町内外から数多くの来店があったことは、当然なんですけれども、キャッシュレス

ユーザーを取り逃すことなく確保することができる、改めて店舗での業務の効率化、いわゆ

る現金を扱わずにＱＲコード等での決済が行われたということで、店舗の運営上の業務の効

率化にもつながったというふうにお聞きしております。 

  こうしたことから、この取組の目的であります事業者の支援ということについては、利益、

いわゆる収益の部分、併せて新規顧客の確保、また遅れてはおりますけれども、町内のデジ

タル化の推進、そういったことに関して事業者の支援についての効果があったというふうに

考えております。 

  以上です。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 私も商工会のアンケート、見せていただきました。今の売上げ、六

十数件の回答で売上げが増加、横ばい、減少とかというアンケートありましたけれども、そ

の数をちょっと教えてもらえますか。アンケートの結果です。 

○菅野議長 石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 今、先ほど申し上げましたとおり、売上げにつきましては、減少というふ

うなところは、昨年比での減少という店舗は数字がございません。同率の店舗、または上昇

したというふうにお答えをいただいた店舗、アンケートにお答えいただいた数字としては８

割というふうにつかんでおります。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 課長、大丈夫ですか。商工課のアンケート、私見ましたけれども、

売上げの数が回答した方が六十数件ありました。増加16です。こういう円型のグラフありま

したよね、アンケートに。 

〔発言する者あり〕 

○６番（佐藤光康議員） もらっていませんか、そうですか。商工会の会員に配られたんです。

商工会の会員に配られました。私、それ拝見しましたけれども、六十数件の売上げに関して

回答があって、増加が16、横ばいが37、減少が８となっていました。ですから、減少もあっ

たということですよね。円型グラフで私見たんですけれども。 

○菅野議長 資料ありますか。 
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○６番（佐藤光康議員） ありますね。ちょっと止めてもらえますか、時間。 

○菅野議長 ちょっと時間止めてください。 

○６番（佐藤光康議員） じゃ、確認します。 

  今の……いいですか。 

○菅野議長 時間動かしてください。 

  佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 今、ちょっと確認しましたけれども、キャッシュレスをやっていな

かった方のお店ということですね、お店の数だということですね。キャッシュレスに入って

いなかったお店の数ということで、増加が16、横ばいが37、減少８ということになっていま

すね。 

  いろんな商工会の皆さんの意見が出ています。私も読ませてもらいました。ちょっと一部

読みますと、「特定の店だけが売上げ増加したんではないか」と。「町民に還元されていた

のか」と。また、「１店舗だけが大幅に売上げ増加しているようだったので、次回の対策に

期待します」「やってみないと分からないことはたくさんありますので、今回のことを経験

に、次回のキャンペーンでは、西川町に母体のある商店が潤うようにお願いしたい」もう一

つ、「キャッシュレスを行ったほかの市町村への事前調査をやっておらず、失敗の事業だっ

たと言わざるを得ない」「他の市町村では大型点を対象にしないとか、地域だけのシステム

をつくったり、地元の商工会が潤う内容で実施したよい例がたくさんあったのに」というい

ろんな意見が、そういう批判的な意見も出ているわけです。こういうのもしっかりと受け止

めていただきたい。 

  もう一つ、商工会のアンケートにもありましたけれども、一部のお店では、キャンペーン

対象外のごみ袋、たばこが売られているということもありましたが、町ではどのように周知

徹底したんでしょうか。 

○菅野議長 石川かせぐ課長、答弁を願います。 

○石川かせぐ課長 今の質問にお答えをいたします。 

  そういった声を私どものほうの商工会、または町のほうにも寄せられたこともありまして、

ルールの遵守をそれぞれの事業者の方に度重ね求めてきたというふうに対応しております。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） このキャッシュレス還元事業で、もう一つお聞きしなければならな

いことがあります。 
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  ネットワーク４月号のいどばた会議、町長書かれていますけれども、年末にある販売店の

撤退情報が持ち込まれた。当時、これを公開することはできなかった。町としては、生活に

大きな影響が出るために、しっかり対応しなくちゃならない。何とかキャッシュレス事業を

企画し、何とか解決することができたというふうに書いています。え、こういう目的だった

ので、またびっくりしましたけれども、この事業ってこれは本当なんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 目的がそれでは、それだけではございません。もちろん町民の皆様に利用店舗を

どのようにしたらいいのかというようなアンケート、ぜひ入間地区でも取ってみてください。

できるだけ多くやりたいってほかの地区でも言われています。ですので、令和３年度に私ら

事業者を絞って、私がなる前に、私がなる前の小川町政の時代に、商工会会員の限定にしま

すというような政策を打たれたわけです。そうしたら光康議員、苦情あったと思いますか、

相当ありました。何でここが使えないんだ、何でここも使えないんだってご質問ありました。

苦情ありました。そういうことを受けて、ああ、西川町ではやっぱり全部対象にしなくちゃ

いけないんだというふうに、行政の職員はその当時そういうふうに思ったことでございます。 

  しかも今回の件は、私もじかに睦合の高齢者の健康まつりなどで、佐藤仁議員もご参加い

ただきましたけれども、そのときに全部対象にしたほうがいいですかという人がほぼ全員で

した、ほぼ全員。そうすると、利用者の方に、今回の分は、今回の目的は事業者支援なわけ

です。事業者支援なものですから、事業者支援の予算を使わせていただきました。じゃ、で

きるだけ利用者の目線を持たなくていいのかということであれば、そういうことではないん

です、そういうことではないんです。 

  １年前考えてみてください。１万5,000円の高齢者のみを対象にした商品券、こちらほぼ

全店舗にいたしました。これまで苦情がたくさん町民の皆様の声が寄せられたおととしと比

べると、昨年の前回の高齢者支援のときには、町民の皆様からの声は、クレームはほぼあり

ませんでした、ほぼありませんでした。ここはご認識いただきたいなと思っています。 

  しかしながら、事業者の方はその商品券はどういうふうに思っていたかというと、これは

手間がかかるというようなご意見もいただきました。令和５年８月２日の商工会の要望で、

「観光客を中心に関係人口、交流人口が増えているにもかかわらず、町内事業者の多くは物

価高騰で利益減少に直面しております。お客様への柔軟な対応が難しく、売上げを逃がして

いる状況にあります。このような中、商工会としましては、利益確保に悩む事業に対し、消

費促進を図りつつ、新たな時代に対応すべく事業所のＤＸ化を強く推進していきたいと考え
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ております。つきましては、町内事業者への消費促進につながる取組を要望いたしますので、

よろしく取り計らいくださいますようお願い申し上げます」という切実なご要望を商工会会

長から、私らいただきました。そうすると、今回は事業者支援かつ町民の皆様が使いやすい

ようなところも考えて、このような対応させていただきました。 

  西川町は、まだまだデータ整備が未熟な町でございます。今回の件というのを、どのよう

に総括していくか、あるいはよいところはどこか。そして、今、タブレットを全戸配備して

いるわけです。そうすると、今回残念ながらスマートフォンをお持ちにならなかった高齢者

の皆様に、今度行き渡るようにしたらどのような政策が必要かというのをマーケティングし

ているところなのかなと思っています。残念ながら、ほかの上山市は、寒河江、山形市、中

山町も進んでいます。そういうところは、真室川もそうです。いろいろやって、データを集

めて、このような位置にいるわけです。今、西川町の現在地というのは、その黎明期にあり

ます。消費者支援策のキャッシュレス事業においては黎明期、これは極めて対応が遅い情け

ない自治体なんです。これを解消するには、いろんなことを試して、私らの町の強み、困っ

ている方、中山間にお住まいの高齢者にどう支援するか、そんなことを、今、西川町では模

索している状態なのかなと思っておりますが、今回の定期、定例予算でそういったもう一個

チャレンジングな事業を、キャッシュレス関連に事業を入れておりますので、そのときにも

ぜひご審議いただきないと思っております。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 町民の中には、やはり町内の大型店あたり、コンビニとかそういう

ところでも使いたいという方がおられるわけです。例えば河北町では、大型店舗を含む全取

扱店で3,000円の商品券、町内事業者のみを2,000円券、分けて商品券5,000円を全町民に配

付しています。電子でいいという方は電子、紙でいいという方は紙、どちらでもいいという

ことでやっています。ですから、やっぱり先ほど町長が言われましたように、できるだけ町

民の意向に沿った形で、いろんな施策を工夫しながらやってもらいたいということです。 

  今、先ほどいどばた会議で、町長、ネットワークで書かれたある販売店の撤退情報の話は

ありませんでした。こういう中身を町長が中学校の入学式とかミニデイとか老人クラブなん

かでも名前を出してお話ししているわけですよね。私もこの販売店に行って、こういう事実

が本当にあるのかどうかお聞きしてきました。お忙しいところを、店長さんとマネージャー

さんが応対してくれて、丁寧に応対してくれました。撤退するという事実はありませんと、

ないということでした。この販売店は、電話でこのネットワーク４月号について町に抗議し
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たそうですけれども、どんな内容の抗議があったのですか。また、町はどんなふうに対応し

たんでしょうか。 

○菅野議長 これ個別質問ですか。 

  もし答えられなければ、別の質問に移してください。 

○６番（佐藤光康議員） 答えたくないということみたいです。 

  私が聞いた内容は、何でこういう撤退の情報はないと。ちょっとこういうネットワークの

文章では困りますということを町にお話ししたそうです。職員の方は大変すみませんでした

という謝りをなさったという話でした。 

  その販売店は、文章の訂正をしてもらえないかと、ネットワーク４月号の記事の訂正文を

出してもらえないかという話をしていました。これに関してはいかがでしょうか。 

○菅野議長 これ、光康議員、個別の質問になるんですよね。 

  個人的なですか。 

○６番（佐藤光康議員） 個人的ではなくて、ネットワークで町民全ての方に分かるような形

で説明していますから、当然事業者支援ということでの、今、質問ですから、当然そこら辺

は目的が全然撤退しないためにやったというようなことの書いているわけですから、当然２

番の事業者支援と関わってきますから。答えてください。訂正分を出されるのかどうか、そ

こら辺どういうふうに町は考えていらっしゃるのか。 

○菅野議長 答弁。 

  事実はないということですけれども、役場に確認しましたか。 

○６番（佐藤光康議員） 町報に町長が、そういうある販売店の撤退情報と書いているわけで

す。そこで当然私は確かめて販売店にお聞きしたわけです。それで販売店さんはこれは事実

と違うと言っているわけです。ということは、当然町は間違い、だって、ある販売店が言っ

ていることうそだと言うんですか。じゃ、ある販売店の言っている情報はうそだということ

を町は言いたいんですか。 

○菅野議長 町の総務課に確認されましたか。 

〔発言する者あり〕 

○６番（佐藤光康議員） 苦情という問題じゃないと思います。町長がこういうこと書いてい

るわけですから。やっぱり町民の方々をうそと言うんですか。信用、そこが…… 

○菅野議長 じゃ、町長答弁してください。 

○菅野町長 限られた時間での答弁になりますので、ぜひまず事実確認を町にしていただきた
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いなというふうに思っています。ただ、そうすれば、ここの部分のここに関してどうなんだ

というようなことを言えるじゃないですか。ぜひ対話をさせていただければなと思います。 

  総括して申し上げますけれども、私ら行政は、どんな情報でもしっかり共有して経営層で

守っています。苦情をクレーム、いかなる情報であっても、私、見ています。これはよい企

業であれば当然です。よい企業があればあるほど、悪い情報は早く、いい情報もしっかり把

握します。こんなのは私にしてみれば、時限爆弾を入間公民館にしたぞというふうに言った

ら、それも頭に入れて対応しなくちゃいけない、役場にもそうです。私らここに人が倒れて

いるぞとか、そういう情報があったら、ちゃんと対応しなくちゃいけないじゃないですか。

誰が責任取るんですか、情報与えられた私らは。それを、リスク管理の問題だと思いますけ

れども、それをある、そういった前提で、そういう可能性もあるという前提で行政の政策を

打つ、あるいは業務の執行及び優先順位を上げて行う、これは当然のことじゃないですか。

いろんな情報を西川町、皆さん、いただきます。その情報を総合的に勘案して行政を行う、

これが大事なのかなと思っています。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 非常に残念です。町長は利他という言葉を掲げています。他人の幸

せのために頑張って生きようということです。ですから、間違ったら誤りは訂正するという

ことは最低の道だと思うわけです。ですから、ぜひ。 

  質問３に移ります。ちょっと時間がありませんので。 

  この事業の財源は、国と県の物価高騰支援地方交付金ですが、物価高騰で苦しんでいる町

民にとってはどのような効果があったと考えますか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 今のお話は、あれですか、国と県の物価高騰対策地方交付金の話でよろしいです

か。分かりました。 

  では、国の物価高騰対策交付金の話で、町民支援に何を行ったのかというようなご質問が

ありましたので、回答させていただきます。 

  まず、１つ目は、２次交通対策です。こちらです、２次交通対策。こちらは、令和４年度

の議会の政策提案で、月山ライナーの路線拡充の提言がありました。こちらに基づいて、２

次交通対策100万円を拠出しております。 

  続いて、２つ目は、町立病院です、町立病院。こちらは900万円、電気代の高騰費として、

町立病院維持のために、これもまさしく町民の皆様のためだと思っております。使わせてい
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ただきました。 

  続いて、生涯学習施設あいべなどの件でございますけれども、以前、令和５年９月の議会

で佐藤光康議員からいただいて、これもやらなくちゃなと考えたのを記憶しております。生

涯学習団体へのあいべの使用料の無料化をご要望されました。今、まさにこれをしたいんで

すけれども、そういう段階ではなくて、電気代の高騰に伴い210万円をこちらに拠出してお

ります。 

  続いて、町民の皆様が使っておられます水道料金、上下水道の水道料金でございます。こ

ちらのほうは280万円、今、上下水道の会計は２億円町は赤字です。本来であれば、西川町

人口減少が少なくなってきて、本来であればほかの町のように水道料金を上げざるを得ない

状況です。しかしながら、西川町はうまくそこに優先して、人口が少なって利用者が少なく

なっても水道料金は維持しています。こちらにも使わせていただきました、280万円です。 

  続いて、低所得者世帯給付金、こちらは545世帯に対して昨年７月から11月までの間、１

世帯３万円を支出しました。1,600万です。 

  続いて、同じように低所得者世帯給付金496世帯ございました。こちらは７万円を支出し

ております。3,500万、２月から４月までしっかりこちらも対応させていただきました。 

  また、今、いらっしゃらないですけれども、おととしの議会で伊藤哲治議員からご要望あ

りました高校生の就学支援、交通費、町外の方に対して、町外に通う通学支援として１人当

たり10万円を支給しております。こちらは額が多くて1,100万円を若い世帯の方にお渡しし

ております。 

  続きまして、高齢者のほうです。除雪支援、こちらも佐藤大議員や佐藤光康議員、佐藤耕

二議員から令和５年の定例会でご質問いただきました。この要望をしっかり受け止めて、高

齢者の支援に充てております。 

  続いて、保育園支援、こちらは保育園支援と小中学校の支援600万円を支出、そろそろや

めたほうがいいですか、分かりました、ちょっと待ってください、高齢者の話、もう一個。

高齢者の、ごめんなさい、どこまで行きましたっけ。 

  保育園支援の電気代は600万円支出させていただきました。また、高齢者見守り移動、こ

の前、番組にもなりましたけれども、移動販売支援、こちらのほうも後藤一夫議員からあり

ましたので、私らしっかり対応させていただきました。３業者150万円支出しております。 

  また、デマンドタクシーへの支援、こちらのほうもさせて、90万円デマンドタクシーさせ

ていただいています。 
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  ほかにキャッシュレスの部分が2,300万円、合計１億800万円を私ら支援として充てさせて

いただきました。 

  以上、11項目、今、申し上げた11項目中10か目が町民の皆様に対して効果があった事業か

なと思っております。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） キャッシュレス還元事業がどんなふうに町民に役立ったのか、そう

いう目的もあったと、さっき町長言われましたので、そのことでちょっと質問いたします。 

  特に去年は、1982年以来の41年ぶりの物価高騰があったという年でした。それで、物価高

騰対策のお金が国や県から入ってきたと。朝日町は5,000円の商品券を配ったり、大江町も

配った。そのキャッシュレス還元事業に町は3,000万の予算を組んで使いました。町民の方

にどのように使われたのかということです。 

  商工会のアンケートさっきありましたけれども、そこにも大分出てきます。「町民に還元

されるはずの補助金がほとんど町外の人に使われた」「または町外の知人から、家族で西川

町から15万円くらいもらいましたと感謝された」とか、それから「急に店内のレジが込み出

して、キャッシュレスも分からず使えずのお年寄りが並んで現金で支払う姿に胸が痛みまし

た」ということも商工会アンケートに出ていました。 

  どのくらい町民がこのキャッシュレス還元事業を使ったのかということで、多分もう時間

ないので、入間区で聞いてみました。今、入間区で世帯が今47世帯あります。高齢者だけの

世帯65歳以上の高齢者だけで暮らしている世帯がどのくらい使われたのかということになる

と思います。47世帯中、入間では高齢者世帯は22世帯あります。その中で、利用した方は９

世帯、利用しなかった世帯は13世帯、ですから全世帯の30％ぐらいになります。ですから入

間地区で世帯と考えて、今回のキャッシュレス還元事業を使っていなかったところが大体

30％ぐらいあると思われます。 

  いろんな意見を聞きました。悔しいと、ほかの町の人たちが私たちに来ているお金を使っ

ているなんて許せないという声もありました。あと、やろうとしたけれども、説明会に行っ

たらスマホが古くて駄目だったという声もありました。あと、利用していない方、ある販売

店に行ったら、駐車場に車がいっぱいあって交通整理していて、もう入れなかったと。庄内

ナンバーもあったと。地元が恩恵を受けられないのはおかしいと言っていました。それから、

る方、今さらＰａｙＰａｙなんてやりたくないと、5,000円の商品券のほうがよかったとい

う声がありました。それからある方は、町民みんなが助かるような施策をやってほしいとい
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うこと言われていました。 

  町長は、よく誰一人取り残さないと言われます。本当にいい言葉だと思います。これから

の施策でぜひ誰一人取り残さないようにお願いしたいということであります。もう時間もあ

りませんので、次の質問にいきます。ごめんなさい。 

  今年の７月、町から入間地区に、旧入間小学校体育館、グラウンドを事業者に売却したい

という話がありました。話では、質問１はもう時間ないので、ある事業者さんに売りたいと

いうことありました。 

  質問２です。入間地区はホタルの里で頑張っています。６月30日、ホタル鑑賞コースオー

プニングイベントとして、町の地域づくり支援金を頂いて、旧入間小学校グラウンドでスカ

イランタン飛ばしを行うことになっています。町長も来てくださることになっています。そ

れから、旧入間小学校は春祭り、夏のビアガーデン、区民が集まるところでした。昨日はツ

ール・ド・さくらんぼで旧入間小学校がエイドになりまして、野菜汁を提供しまして、本当

に皆さんから喜ばれました。旧入間小学校グラウンドがなくなりますと、公民館だけでやる

というのは非常に駐車場も狭くて、こういう取組は非常に困難になってきます。現在、入間

地区は公民館などにイベントなどを移すためにどうしようかと悩んでいます。ぜひ公民館の

改装、増築、駐車場の増設などをぜひ売却のときに、ぜひしっかりと町が交渉していただき

たいと。いかがでしょうか、町長。 

○菅野議長 これってあれですか、１から３まで全部まとめて。 

  増築、改築というのは質問もないんだけれども。 

〔発言する者あり〕 

○菅野議長 じゃ、質問３について、町長お願いします。 

  時間32分までになりますので、あと時間ないんですけれども。 

  じゃ、３について。 

○菅野町長 ありがとうございます。 

  ぜひせっかく入間区の皆さんもいらっしゃっているんで、時間配分をうまくしていただい

て、私らは答弁の言われたことをお答えしているだけでございますので、ぜひちょっともう

一回ご質問されたらいいのではないかなというふうに、今もう時間ないので申し上げます。 

  先般、入間のちょっと前提条件が飛ばされて質問されているんで、何のことかよく分から

ないと思いますけれども、一応答弁とすると、入間区の皆様お越しいただきまして本当にあ

りがとうございました。役員の皆様と関係課長と共にお話しさせていただきました。進出さ



－98－ 

れる企業の方は、事業計画、整備計画が分かり次第、相手の了解を得て共有をすることにし

ております。先週もいろいろ事業者の方とお話をさせていただきました。 

  私は、１つだけ事業者の方にお約束したのは、決算書見せてくださいというふうに申し上

げました。私は金融庁、議長もそうかもしれませんけれども、私も金融庁の職員でいました

けれども、過去３年分の決算書と損益計算書と貸借対照表、そしてキャッシュフロー計算書

を見ると、大体正常先債権なのか、その他要注意債権なのか、要管理債権なのか、破綻懸念

先債権なのか、実質破綻先債権なのか、破綻先債権なのか、そんなところが見る勉強を、仕

事をしてまいりました。ですので、しっかりそこは経営が悪くならないように、入間の皆様

が心配にならないように、私も責任を持って決算書を見ていかなくてはいけないなというこ

とをお約束いたします。 

  また、体育館がほかの機能を、できれば公民館のほうに充てたいということでよろしかっ

たと思いますけれども、ですのでそのために、例えば畳敷きだった、すみません、ご要望い

ただいているのが、説明会を実施してほしいというのはもちろんそれは随時させていただき

ます。売却するときに区の意見も入れてほしいというのはもちろん要望を、いただいた要望

をさせていただきますと。また、体育館が使えなく、これは町に対してですけれども、体育

館が使えなくなるので、機能拡充の支援をしてほしいということでございますので、例えば

大広間のフローリングとか、ミニデイでも使えるように、また入間の夏祭りとか春祭りでカ

ラオケなどもされております。そのカラオケも区民が集約できる範囲内でいろいろ椅子を買

ったりとか、もしくは増設とかもしなくてはいけないかもしれません。そういったことを、

今、私ら想定して緊急防災減災事業債、こういうのを発行して建てたりすると、公民館の事

業というのは基本的に町の持ち出しで行わなくちゃいけないところを、緊急施設ですという

ふうにさせていただいて、入間の機能の、公民館の機能をしっかり、まずお金のことは気に

しないで要望を言ってくださいというようなことを申し上げて、その中で、その事業債に合

うもの合わないものというのがあると思います。そういったところを、町の財源があまり毀

損することなく実施していきたいと思っております。 

  繰り返しになりますけれども、これめちゃくちゃ１番と２番を入間の区民の皆様に真摯に

対応したいと思って、職員みんな頑張ってこれ書いているんです。職員みんな頑張って書い

ているんです。これを質問されないというのは、私ら事業者にも行って職員かわいそうです、

事業者のほうに行ってこのホタルの件どうですかとか、入間の体育館の現地調査して、この

絵をどうしよう、あの絵をどうしよう、小学校の記録が書いてあるこの大切なものをどうし
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ようとか、そういうことを考えながら現地調査もして、事業者にも伺って対話を数回して、

よしこれで入間の皆様や地元の光康議員に回答しようと思って用意したので、ぜひこれもう

一回ちゃんとお話を一般質問でしてほしいなと思っています。これはちょっと入間の方々に

私はもっと説明したいんです、本当は。ちょっといささか申し訳ないというふうに私は思っ

ています。 

○菅野議長 光康議員、時間になりました。 

○６番（佐藤光康議員） 前向きな答弁、本当にありがとうございました。質問終わります。 

○菅野議長 以上で、６番、佐藤光康議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は10時50分といたします。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 泉 奈 美 議員 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

〔７番 大泉奈美議員 質問席へ移動〕 

○７番（大泉奈美議員） ７番、大泉奈美です。よろしくお願いします。 

  今日は、西川町制施行70周年を迎え今後の事業はということについて質問を行います。 

  質問に入る前にですが、昨日の一般会計補正予算の説明にありましたように、帯状疱疹ワ

クチン接種の補助について、補正予算に上程をしていただきまして、大変感謝を申し上げま

す。ここで上がってこなかったら、次の手は何かというふうに実は考えるぐらい、これは本

当にありがたく思っているところでございます。補正予算でもありますが、今後どのように

町民に方に周知していただけるかということもございますが、担当課長とお話をしながらや

っていきたいというふうに思っているところです。 
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  さらに、加えますれば、前回も申し上げましたけれども、帯状疱疹ワクチン、財政規模の

小さい市町村ではなかなかこういった予算化できないと思います。引き続き、国への要望を

重ねてお願いしたいということでございますので、よろしくお願いします。 

  それでは、質問に入りますけれども、本町は、昭和29年10月１日に、西山村、川土居村、

本道寺村、大井沢村の４か村が合併し、西川町が誕生しました。町にとって、町民にとって

も、時代の移り変わりとともに激動の70年であったと考えます。記念事業につきまして、次

の質問をします。 

  質問の１番です。 

  ４月28日に、春の消防団の春季消防演習と同日、陸上自衛隊音楽隊の演奏会が行われまし

た。令和６年度西川町行事日程表によれば７月27日に記念事業、10月１日には記念式典が予

定されています。具体的にはどのような内容で行われるか、お聞きをします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 今、大泉奈美議員からご質問いただきました町制施行70周年事業について、今あ

る情報を、方針をお知らせさせていただきます。 

  西川町は、町制施行70周年を迎えまして、７月27日に花火大会を平成16年以来、20年ぶり

に開催したいと考えております。なぜ花火大会なのかということを申し上げます。これまで

４回わたって総合計画、町の中期計画をつくるために120名の町民の皆様が４回にわたって

ワークショップ、いろんな対話会をさせていただきました。付箋紙でやりたいことというの

をいっぱい書いていただきました。ありがとうございます。この付箋を集計させていただき

ました。そうしたところ、一番多かったのは花火大会でございます。平成16年に終わりまし

た花火大会、このメモを見ますと、あの頃の西川町はもっと人がいて住みやすかった。こん

な店もあって、子どもたちがたくさんいた。あの頃をもう一度思い出したいというような、

少し年代の高めの方の意見が多くございました。 

  花火大会だけではなく、日中はキッチンカーを出店するほか、西川町の伝統芸能の発表会、

文化祭もありますので、小規模な発表会になりますけれども、そういったことや、また、国

のお金も取れましたので、そこで頂いたお金で山形交響楽団による公演会などのイベント開

催を企画しておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。 

  また、記念式典の開催日については、10月１日に町制施行を迎えますが、10月１日が火曜

日、平日なものですから、こういった開催は決まり次第、お知らせしたいと思っております。
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できれば、文化祭の日に合わせて11月に一緒に開催したりとか、そんなことも考えておりま

すが、いずれにしましても、芸文協や対話会を開催していきたいと考えております。 

  10月の秋の式典では、町にゆかりのある著名人をお招きして、ゲスト講演などをいただき

たいなと思っております。 

  ７月27日土曜日のイベントについては、現在実行委員会や町有志による企画実行組織の立

ち上げをこれから行うところでございます。議会が一段落しましたら、企画全体の関係者や

地区の皆様にお声がけをさせていただきたいと思っております。 

  また、花火大会、たくさんお金かかるだろうというふうにご心配されるかもしれませんけ

れども、職員が、観光課の職員も頑張って取りました。財源は観光庁や内閣官房のデジタル

田園国家構想実現会議事務局の交付金を使わせていただきます。内藤副町長も頑張りました。 

  このほか、連携先である町外の事業者様から、企業版のふるさと納税を見込んでおります。

こちらも山形県で１番取りました。２位山形市。こちらのお金も使っていきたい。また、協

賛金なども頂ければなと。町内企業からの協賛金も集めていきたいと思っております。いず

れにしましても、町が予算化する部分に関しては、今議会の定例会の補正予算に盛り込んで

おります。なお、町民の皆様や西川ファンの皆様には、６月中旬以降、イベントの詳細をお

知らせしていく予定でございます。 

  第７次総合計画では、町と共に町民の結束を促し、町民のシビックプライド、これは郷土

への誇りです、を高め、人と人をつなぎ西川ファンも町民の皆様も元気である記念事業をす

るということを具体的に掲げております。 

  さらに申し上げますと、６月30日には、場所の関係でございますけれども、６月30日には

間沢地域に新たなにぎわい創出拠点ＴＲＡＳがオープンします。もう７月末となると、イベ

ントの開催までは２か月余りですが、弱となりますが、準備期間も少なくなってきましたの

で、近隣住民の皆様、地権者の皆様と話し合っていこうと思っております。今のところ、花

火などは、イベントは月山湖のほうではなく、間沢海味辺りの川を考えております。これは、

今、月山湖で本当は開催したかったんですけれども、カヌーセンターの工事を今まさにして

おりますので、ここはちょっと集客が難しいということでしたので、あいべ、ＴＲＡＳ周辺

を中心に開催していきたいと考えております。ぜひ町民の皆様にもご協力をいただきたいな

と思っております。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 今、町長のほうから説明がありまして、花火の場所が間沢海味地区



－102－ 

であると。花火といえば月山湖と私もそうやって育ってきましたので、あ、月山湖残念とい

うふうに思いました。しかしながら、しようがないというふうに、みんな町民もしようがな

い、しようがないなって思っていただければというふうに思うところです。 

  実行委員会はこれから立ち上げるということで、具体的には間沢海味、実は陸上自衛隊の

ときもそうでしたが、やっぱり駐車場に非常に困りました。どこに止めたらいいか。あとは、

シャトルバス出していただいたんですけれども、これもちょっと直前の対応ということで、

高齢者といいますか、免許返納した方に聞くと、「行くかや、何するや、でもあそこ何する

や」って、いろいろすごいみんな迷っていた話は聞きますので、ぜひイベントをするならア

クセス、これをしっかりと考えていただきたいというふうに思います。 

  あとは、イベントの時間といいますか、高齢者は夜はなかなか出らんねなという人もいる

かと思いますし、日中に山形交響楽団のこともあるというふうには、今のところ、あとは伝

統芸能の発表会とか、そういった発表会もあるということで、７月末ですから本当忙しいか

とは思いますが、実行委員会の方に頑張っていただきまして、ちょっと早めにお知らせをし

ていただきたいというふうに思うところです。 

  あとは、10月１日は火曜日だということで記念式典は予定されていない、予定ちょっとで

きないかなというお話もあって、ただ、誕生日と同じでその日じゃないと町できた日じゃな

いんじゃないのというご意見もあるかなというふうに思いますので、その辺については、記

念日というのは、わざわざ声に出して今日は施行70周年記念だというところがないと、ただ

の10月１日になってしまうというふうに思いますので、これちょっと課長ともお話しして、

今、思いつきですが、入間で30日、ランタンを飛ばしますけれども、夜グラウンド辺りでラ

ンタンがぼうっと上がって、祈願とかお願いとか書いたのがぽんぽん上がれば、あ、10月１

日、前も私、花火のときに質問言ったことあるんですけれども、いつも皆さん、下向いて生

活していますよね。パソコンなり書類なり、上を見るってなかなかない。花火も上を見る、

ランタンも上を見る。だから上を見て、ああ、いいなというこの感情がちょっと大事かなと

いうふうに思いますので、10月１日もちょっと何かイベントまではいかなくても、メッセー

ジをタブレットで配信するとか、そんなことを考えていただけたらいいかなというふうに思

うところです。 

  あとは、これも関連しているんですが、６月７日、町の駅伝大会について公民館長の対話

会がされております。これも70回記念ということで、つまりは今年については何かやるなら

70回記念とか、70回記念から予算を出せば70回記念って入れられるかとは思うんですけれど
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も、ぜひ駅伝大会ももう70回、70、70を連発して、10月１日に向けその後の式典に向けて持

っていっていただければ、皆さん、ああ、70年だということになると思いますので、ちょっ

と通告にはないご意見ですけれども、こんな参考にしてはいかがということについて、ちょ

っと課長のご意見をお伺いしたいと思います。 

○菅野議長 あれですか、大泉議員聞きます。駅伝のことですか。式典のこと、どっちでいい

でしょうか。 

○７番（大泉奈美議員） 70周年記念に関連してという意味で申し上げたところで、式典もな

んですけれども、こういった駅伝大会も町が始まったときに記念の大会として第１回目が始

まっているということもありまして、そういったことで、70という数字を意識させていただ

くと、みんな、ああ、町合併して70年になったんだなというふうに意識させるというふうに、

ちょっと思ったところで、ちょっと…… 

〔発言する者あり〕 

○７番（大泉奈美議員） じゃ、式典は式典で別だと思いますし、駅伝は駅伝でまなぶ課の担

当になると思いますけれども、ぜひ進めていただきたいと思うことでお伺いします。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  ご質問の最初に大泉議員のほうから、４月28日に陸上自衛隊音楽隊の演奏会が行われたと

いうことでご発言がありました。取り上げていただいたことに感謝を申し上げますとともに、

その演奏会においても町制施行70周年記念演奏会というようなことで、まさしく今、議員か

らご指摘ありましたように、町民の皆様方にも、春先から今年は町制施行70周年だというよ

うなことを少しずつご認識いただけるように冠といいますか、それを付して演奏会を行わせ

ていただいたと。これは昨年来、消防団関係者等々と町のほうの対話、話合いで進めてまい

ったというようなことで、そういった意識づけを行わせていただいて本年度がスタートした

ところでございます。 

  先ほど具体的に、今度は10月１日を現在は予定しておりますけれども、11月の文化祭、そ

ういった時期に合わせてと、町長のほうからは含めて検討を進めていくということで話し合

った式典でございますけれども、当然誕生日だというようなことで、具体的にはメッセージ

をタブレットで配信するなり、今日は本当のいいますか、誕生日なんだよと、70歳だという

ようなことを、それこそ町民各位のほうに伝わるような方法というのは必要があるというふ

うにも考えておりますので、今後、先ほどの答弁のとおり、協議の中で検討を進めてまいる
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考えでおりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

  以上、式典等については私のほうからは以上でございます。よろしくお願いします。 

○菅野議長 それでは、駅伝関係に関しては安達まなぶ課長お願いしたいです。 

○安達まなぶ課長 駅伝のことにつきまして、ご質問ありがとうございます。 

  先日、対話会を行いまして、公民館の役員の方々でお話合いをしたときには、70周年記念

の大会だというような意識を持っての対話会ではございませんでしたけれども、今後、貴重

なご意見いただきましたので、そのような方向で進めるかどうか皆さんで協議して進めてま

いります。ありがとうございます。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 急な質問に答えていただきましてありがとうございました 

  ぜひこういった事業、大事だなというふうに、各年代にわたって大事だなというふうに思

いますので、これから実行委員会が立ち上げて進めていかれるかと思いますが、よろしくお

願いをしたいというふうに思います。 

  続きまして、質問の２番になります。 

  町のホームページで西川町制施行60周年記念誌を見ることができます。表紙の写真を見れ

ば、当時保育園に通っていた子どもたちも今では小学生高学年になり、中学生、高校生にな

り、大きく成長しています。高齢者福祉政策の観点からも、生活や町の動きなど振り返りに

よって話題の提供、認知症予防って何につながるんだなんていうふうに思うかもしれません

が、なると考えることから記念誌の作成をしてはいかがと思います。記念誌って紙じゃなく

てデータというか、今、タブレットがありますから、その配信、あとは町のホームページ、

そういったことで作成してはと思いますが、見解をお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問ありがとうございます。 

  私も小学生のときには、町報で自分の名前が、一応ハードルとか、100メートルは早かっ

たものですから、載るとすごいうれしかったなというふうに、すぐばあちゃんに報告しに行

ったなというのを思い出します。 

  今、申し上げたとおり、小学校、中学校で成長していったときに、振り返って西川町でこ

んなことをしていたなというようなことを残すことということは大切なことだと思っており

ます。 

  ちなみに10年前の60周年誌、これは紙で発行したんですけれども、3,000部を全世帯にお
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配りをさせていただきました。町内の公的公共施設の配布やホームページなども行っており

ます。大泉奈美議員からと指摘のとおり、町制70周年を記念して、これまでの町の動きを振

り返るというのは意義深い必要なことだと思っております。第７次総合計画に記載している

とおり、シビックプライド、地域の誇りを感じることを高める意味でも大切なことだと思っ

ております。 

  一方、先ほどご指摘のあったとおり、本町では全世帯にタブレットの配付を行っておりま

す。このほか、町の強みとすると、タブレットのほかに映像作成を得意とする地域おこし協

力隊を配置が任用職員として町にいらっしゃいます。こういった西川町が持つ強み、経営資

源、こちらをしっかり使っていきたいなと思います。具体的にご指摘いただいて、庁内で検

討させていただいた結果、町からお知らせのイベントや情報配信をタブレットでは行ってい

ますので、これをぜひ使いたいなと思っています。地域おこし協力隊は、映像を町民の皆様

を主役にした年表も当然そうなんですけれども、そちらの資料も映したり、あと町民の皆様

がこのとき何をしていたかとか、例えばこの日にこれが閉まってしまったなとか、ここがオ

ープンというか開業したなというときに、その人の話を時間短くですけれどもお話を聞いた

り、こんなことを考えております。 

  以上のように、10年前とは、町の経営資源、強みというのが違ってきていると思いますの

で、必ず紙というわけではなくて映像のほうでもご紹介できるような企画を考えていきたい

と思います。制作する映像に議員の方から、もしご提案ありました園児であった子どもたち

の成長を感じられるものとか、西川の風景の移り変わりが分かるような、こんなことは誠に

必要だと思っています。なので、何か、例えばこれで西川町70周年おめでとうとか、そんな

メッセージを町民の皆様から、入間の皆様、大井沢の皆様とか、前婦人会だった皆様とか、

そんな感じで皆様が、ああ、あのときこんなに若かったんだみたいなお話になればいいなと

思っています。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） ありがとうございます。 

  町長がおっしゃったように、今やもうタブレットもなんですが、強みの映像作成というこ

とで、段々とこういったものがいいかなというふうに思っています。実は、60周年記念誌を

見ることができますということで、このタブレットで私もずっと実は見ました、改めて見ま

した。正直言いまして、紙はありませんでした。ですので、紙、冊子にしていただいたんで

すけれども、やっぱりどこかしまっちゃったとか、そういった感じになると思いますけれど
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も、こうやって映像で見ますと、ああ、そうだ、そうだというふうになると思いますので、

やはりタブレットとか映像とか、そういった形で残して、あと、どこ見るのやって分からな

いときには教えていただければいいと思いますし、先ほど認知症予防と言いましたけれども、

これを例えばミニデイのクイズ、はい、じゃじゃんって、昭和30年11月にはどんな事業があ

りましたかとか、昭和30年11月は第１回町駅伝マラソン大会が行われましたとか、昭和48年

には何がありましたらって言ったら、２択でもいいんですけれども、役場本庁舎が建設され

ております。そういってこれに関わった人たちはちょっと忘れていたとしても、ちょっとそ

こで話題性ができて、いろんな部分で婦人会もそうですけれども、女性の部分、男性の部分

もありますけれども、こういった簡単なクイズ形式にすると、みんな脳がちょっと活性化さ

れるのではないかなどとちょっと勝手に考えているわけです。 

  でも、これはやはり映像の中で、みんなこれから先のは分からないけれども昔のことは覚

えているという言葉よく聞きますので、ぜひこういった形でも使えるような記念誌といいま

すか、これはデジタルでも結構ですのでつくっていただきたい。町長もつくっていく方向で

あるということですので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  今回、最後になりますけれども、70周年記念について質問をいたしました、事業について。

私、今回70周年記念ということを考え、60周年の記念誌を見たときに、やはりよく言われる

のは、植物の丈に例えるならば、竹は節があるから強風に耐えながらもしなやかに成長する

と言われます。その強固な節は、70周年の実はイベントではなくて、第７次総合計画にある

と思います。先輩たちも、町が始まってから１次からずっと10年ごとにしっかりとした計画

を立てながら町の運営に当たってきてくださったかなというふうに思います。 

  菅野町長になりまして、新しく第７次総合計画、町はこの計画に沿って政策を行っていか

れます。どこがどの世代に向けているのか、文章を見ただけではちょっと分からないという

部分はあると思います。それを踏まえまして、私たちも町民と一緒に、何が困っていること

ないのかやって聞いたときに、あ、町の７次総合計画のここなら当てはまるんじゃないかと。

これは町にお願いをしようという形で町民と一緒に解決に向け、役割を果たしていきたいな

というふうに思っているところです。 

  今も町民の方からいろいろと私たちも宿題をいただいております。専門性がある宿題もあ

ります。いろいろと人に聞きながら、勉強しながら、糸口を探しながら方向性を見つけてい

きたいなというふうに思っております。住んでいてよかったと思えるまちづくりのために役

割を果たしていきたいと思います。 
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  これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○菅野議長 以上で、７番、大泉奈美議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 古 澤 俊 一 議員 

○菅野議長 続いて、９番、古澤俊一議員。 

〔９番 古澤俊一議員 質問席へ移動〕 

○９番（古澤俊一議員） 座高が低くて、座ると皆さんから見えないような形になりますけれ

ども、９番、古澤でございます。 

  今回は、空き家対策について質問させていただきます。 

  今年の冬は、大変異例の雪が少ないということで、雪による住宅の災害もほとんどなく、

一般の町民にとっては過ごしやすい冬を過ごされたと思います。 

  しかし、全ての建造物の経年劣化は避けられません。今後も自然環境のすばらしい町で住

み続けられることや、多くの方々が来町されていることで質問をいたします。 

  町の空き家調査においては、172戸となっております。この調査項目の中で、老朽化、危

険度のランクで４段階に分類されておりますが、その分類の中で、私の判断では、幾らか手

を加えれば住める範疇に89戸あるように見受けられます。この調査を鑑みて、空き家バンク

登録数がその割には少ないことをどのように考えらえているのか、まずお聞きいたします。

お願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ご質問いただきましてありがとうございます。 

  空き家はたくさんあります。この状況を踏まえて、空き家バンクの登録数が少ないんじゃ

ないかというようなご意見をご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 

  まず、そうですね、少ないというのはいいことなのか悪いことなのかということなんでご

ざいますけれども、３年前、私がここにいる前は、なかなか売れなかったよと。登録数も少

なかったよということをお聞きしてまいりましたけれども、今はそんなことなくて、むしろ

提供いただく空き家が少ないからです。それは実績もあるからです。そのあたりも少しご説

明をさせていただければなと思っております。 
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  まず、議員おっしゃったとおり、空き家が172件という調査結果がございます。令和３年

12月に実施した調査結果でございます。空き家172件でございます。うち、改修可能な損傷

である空き家、ちょっと直せば使えるよというような空き家は172件中89件でございます。

これは、何としてもぜひ空き家バンクに登録していただきたいなと思って、昨年度、区の役

員の皆様に大変ご協力いただきまして、空き家バンクの掘り起こしをしていただきまして、

登録をしようというような活動をしております。今、まさに空き家バンク少ないんで登録し

てもらおうということを区の役員の皆様にご協力いただいて頑張っているということでござ

います。 

  続いて、じゃ、今まではどうだったのということでございます。第７次総合計画目標では、

令和12年までに活用できる空き家バンク登録数は、新規登録で20戸、令和12年、もう６年後

だと思うんですけれども、６年後までに20戸登録しましょうねというような目標を設定して

まいりました。そして、空き家バンクの売買、賃貸が成立するのが、令和12年までに全部で

41戸あればいいねというような目標設定をしました。ですので、繰り返しになりますと、令

和12年度までに、６年後までに空き家バンクは20戸やろうね、売るほうは41戸頑張ろうねと

いうような数字でございます。 

  まず、空き家バンク登録数20戸目標にしているものでございます。令和５年の新規登録数

は、令和５年度は７戸、今年度、令和６年度はまだ数か月しかたっておりませんけれども、

４戸ご登録をいただきました。２年間で11戸も登録をさせていただきました。20戸目標に、

６年間で20戸ということに対して、もう２年間で11戸できたわけです。順調に登録のほうは

うまくいっているかなと思っております。 

  空き家バンクの登録を通じた、今度売買です、売買、どれぐらい売れたんだろう、賃貸に

至ったんだろうという数字は、２年間で25戸でございます。６年間で41戸活用できるように

空き家をしていこうねというような目標に対して、２年間でもう25戸、半分以上がうまくい

っているなということでございます。 

  なお、商談中、今、ちょっと交渉をしている案件は４戸ございます。このことから申し上

げると、目標値に対しては順調にうまくいっているなと思っています。 

  ご質問にあった、空き家バンクの登録数が少ないよというような、今ある空き家バンクが

少ないよということは、必ずしも悪い状態ではなくて、今、申し上げたとおり、もともとあ

った空き家に対して11戸登録しました、11戸登録してもうそれ以上の25戸がもう使われるよ

うになりましたというような、今までにない流れできているのかなと思っております。この
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調子で西川町は頑張ろうというふうに私も思うわけでございますが、現場を見ますと、これ

がやっぱり何ですか、仏壇もあるわけですし、畑などもあるわけです。もう町内にいないと

いう方であっても、この住宅には思い出があるんだとか、そういった心の問題もあって、こ

れは丁寧に対応しなくてはいけないです。勝手に町が登録するわけにはいきませんので。 

  大体１件当たり契約が成立するまでに交渉する時間というのは、70時間ほどかかると、１

件登録をしてもらって売れるというまでに70時間、職員の勤務時間10日分を１戸売買するの

に使っちゃうわけです。そうすると、町の全体としては、ばんばん今のうち空き家登録頑張

ろうというふうには、西川町の職員のマンパワーからすると、今、１人か２人を当てるのが

西川町として精いっぱいな状況であることをご理解いただければなと思います。 

  なお、１つだけ解決策、もうちょっと楽に解決するような方法を、今、私らは考えており

ます。私も金融庁出身ですけれども、内藤副町長も内閣府の政策が詳しいのでございます。

例えば、空き家改修に当たって、まちづくりファンドの造成資金というのを、国土交通省の

補助金を得て行うこともできると思っています。しかし、このエリアの空き家を直すために

は、町として優先順位高い、例えば海味のうなぎ湯から山竹さんの辺りまでのあの辺りをし

たいというふうに、例えばそうやって指定すると、このファンドをつくって、ああ、じゃこ

の辺りなら売れそうだねと。だったらこれぐらい数千万の資金を金融機関も出すし、国交省

からもお金も出して、それで売買をする障壁、どれぐらい直すのにお金かかるんだろう、そ

のお金の補助をこのファンドで出していきたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  先月半ば、町長とちょっとお聞きしたところでは、４戸ということであったわけですけれ

ども、よく本年になって４戸が増えたという分で、てっきり４戸だとばかり思っておりまし

た。そういう中で、私の通告も５月24日、そしてまた、その後５月30日にタブレットによっ

て眠っている空き家ありませんかなどの空き家バンク登録を促す発信もあり、そのようなこ

とで空き家バンク登録数も徐々に増えてくるんではないかなと思って、大変よい傾向ではあ

ると思っております。 

  私は、とくかく空き家が出るのはもう仕方がないと思っております。空き家が増える状況

は様々でございまして、先ほど町長も申されておりますけれども、私の場合は親が亡くなり、

相続された家屋等の物件、そしてまた、別の場所に世帯主が建築し住まわれたり、既存の住
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宅を買い求めてまた別の場所に住まわれる。そんな中で、元の家が残されていることもござ

います。また、もう一つの理由においては、その中で、空き家バンクに登録しない、したく

ないことの理由には、長年住み慣れた住居には思い入れ、愛着があります。そしてまた、た

まには泊まったりもしたいということでございます。そのほかに、また、今までの生活環境

を他人に見られたくないということもございまして、なかなか空き屋バンク登録を控えてい

ると聞いてもおります。 

  そのような中でありますけれども、次第に利用できなくなる、機会が少なくなりますと、

経年劣化が進み住居として利用できない状況になってしまいます。今、これ以上悪化するよ

うな問題になると、多くの方々を迎える事業を多く行っている西川町として、今後の元気な

町の運営、維持に大変心配されるところであります。 

  このような現状を打破していくには、私も含め、高齢世帯、核家族世帯が多い中、誰もが

そうした状況、立場に遭うことも考えられますので、ぜひ事前に家族間や親戚などで話し合

っておく必要があると思います。中には、手をつけられなくなった場合とか、相続がされな

いなど、ほかに相続放棄なども出てきているようなこともお聞きします。そのようなことが

多くなりますと、結果、町でも多大なお金の放出以外に多大な影響は避けられなくなること

も考えられますので、空き家放置などの状況が増えないように、起こらないように、皆さん

に定期的に広報などでお知らせしておく必要もあると思いますが、お伺いしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は佐藤つなぐ課長。 

○佐藤つなぐ課長 ただいまの古澤議員の質問に答えさせていただきます。 

  今、町長からも説明させていただきましたけれども、空き家バンクの登録につきましては、

あくまでもその所有者の方、使っていただきたいというようなご意思に基づいての制度でご

ざいます。それについてはご理解のほどお願いしたいところでございますけれども、先ほど

そういった空き家バンクに泊まりたいとか、まだ使用したい、そういったおうちも多々ある

とはお伺いしておりますし、そういった方々、これから家族の方とこの家をどうしていこう

か、そういったことを考えていただくためのきっかけづくりとして、今年度から健康福祉課

さんのほうでミニデイとか、あとはお茶のみ会、高齢者の対話会とか、各地区において積極

的に行っていただく事業がこれから増えていくと思います。そういった事業に、こういった

空き家の制度、対話会というか説明、事業の説明などさせていただきながら、ご家族間のほ

うで、今現在あるあまり使っていない実家、そういったところとか、考えていただけるきっ

かけづくりを行いながら、あと先ほど議員のほうからもありましたけれども、町のタブレッ
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ト、そういったもので情報は発信させて、いろんなところで情報は発信させていただきなが

ら、家族間で、あと地域の方々のご協力も必要だと思いますので、地域の方々にもそういっ

た情報を知っていただきながら、みんなで解決してく時間取っていただければと思います。 

  こちらのほうでは、まず先ほど順調に空き家バンクの登録はされている状況ですので、今

後ともご協力のほど、お願いしたいところでございます。ちょっと拙い説明ですみません。 

  以上でございます。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 拙い説明など、わざわざ言わなくても結構、大丈夫です。 

  ありがとうございます。いろいろ説明を行っておられるということでございます。本当に、

これから何度も申し上げますけれども、やはり空き家等々において、景観と危険等々も重な

って、本当に手をつけられなくなる、先ほど申したように、町運営に対しては大変重荷にな

るということでございます。回数を増やして未然に防ぐ、本当にこれは私は本当に将来のた

めに大変心配される一番大事なことだと思っておりますので、今後とも、うるさいほど広報

等々においてもやっておくべきだと思います。個人の所有物ということで、町がどうのこう

のと結構言えるような立場であろうと思いますけれども、なかなか踏み込めないというもの

でございまして、今、172戸、町にあるという中でありますけれども、この所有者の方の所

在等々においての連絡などまで判明されているのかだけ、まずはお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  172戸、所有者、連絡先等については、私どものほうで把握しているという状況にありま

す。よろしくご理解ください。 

  以上です。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 判明をしているという中で、所有者の方と連絡までは取れるという

状況にあるのか、ただ住所分かる云々ではなくて、その方と連絡を取れる状況であるかとい

うことをお聞きします。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 再度、申し上げさせていただきます。 

  把握しておりますので、当然条例等に基づく行政手続の場面では連絡が取れるというふう

になります。 
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  以上でございます。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 判明しているということで、大変いいことであると思います。分か

らないということにおけば、本当に大変なことになるなと思います。 

  様々、個人情報保護法などもあって、なかなか個人、権利、利益などの侵害に当たってし

まうか、大変な法律で変に守られ、分からなくなっている方がある場合は、本当に下手に考

えれば逃げ得のようなことに思ってしまうわけでございます。本当にこの情報収集、途中で

切れるようなことがないように、まず常日頃、やはり調査していただきたいと思います。 

  万が一、情報収集等々においては、今後この様々な一部改正等々も出てきて、今まで以上

に探る権利等々も出ているようでもございますので、やはり処分していく状況になろうかと、

将来は出ても安心だなと思っております。 

  次の質問に移ります。 

  質問２、空き家対策特別措置法の一部改正の法律が施行されました。現在、ＯＮＳＥＮ・

ガストロミーでは多くの方が町内を周遊されました。参加された方や、山菜取りなど、別の

機会に町内を巡られたという方から、どうしようもない、管理されず見るに堪えない住宅を

目の当たりにして、その近隣、地域内の方に対し、不愉快な思いでいる物件があることを大

変心配されておりました。このように町外の方から心配されていることに対して、ご意見を

お伺いしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 古澤議員、ご指摘ありがとうございます。 

  確かに、来週開催されますＯＮＳＥＮ・ガストロノミーは、月岡本道寺地区を中心に月山

沢に抜けていくような自然豊かなところと、また、旧六十里越街道を歩いていただきたいな

と思って開催させていただきました。ご指摘のとおり、本道寺地区にも議員がおっしゃるよ

うな空き家は残念ながらありますので、その場所を私らもやっぱり、本当はいい場所なんで

通らせたいんですけれども、やっぱり空き家もあるので迂回したりして、そうやって工夫を

しているというところが現状でございます。そのとおりでございます。その上で、空き家の

対策をどのようにしていくかということで申し上げます。 

  空き家対策は全国的に多くの自治体が課題であると考えています。本町では、令和４年に

観光で訪れていただいた方から、月山志津温泉の廃屋、２年前までありました。そちらの廃

屋が景観が悪いということでしたので、補助金と企業版のふるさと納税を活用しましてなく
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したりさせていただきました。 

  あと、観光の方が一番西川町いらっしゃるのが姥沢駐車場でございます。一番のところに、

月山に行こうとすると２軒廃屋がありますというような状況でございました。こちらも同じ

ような手法を使って、観光庁の空き家対策でもらえる補助金というのは国で多分これしかな

いんじゃないかなというような補助金にチャレンジいただいて獲得することができました。

これによりまして、令和５年度からその姥沢の２つの除却を、なくなったということであり

ます。一番人が集まるところになくなったというのは、まず私どもとしてほっとしていると

ころだと思っています。ただ、これは最低限度のお話だと思っております。 

  空家対策特別措置法については、昨年度改正がなされました。このため、この改正により

まして、所有者の責任の強化のほか、空き家の活用、拡大、管理の確保、特定空家の除却等

の３本柱の対応策の強化が示されております。 

  令和３年度に本町が実施した空き家対策調査、先ほどの件でございます。先ほどの調査に

よれば、管理不全空き家は76戸、特定空家に準ずる管理がちょっと難しいなというような案

件は７戸でございました。これまで西川町においても、空き家等の適正管理に関する条例に

基づいて、管理不能不全空き家に対する指導や、空き家の危害を予防するために最低限の措

置を行ってはおります。また、適正な空き家管理を呼びかけてもおります。引き続き、管理

不全空き家に関しましては、そういった発生の未然防止の広報をしっかり指導、勧告を行っ

てまいりたいと考えております。 

  さらに、令和４年度に空き家を除却、解体するというような方を支援する補助金も創設し

ております。こちらは、令和４年度と５年度、２年で16件、16件が活用をしていただきまし

た。今年度もこれまで３件の申請があり、少しずつ空き家を壊そうという意識が上がってき

たのかなというふうに思います。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  本当にこの空き屋解体等々においては、志津、そして姥沢等々に解体してもらって、本当

に皆さんから大変喜ばれて、長年の本当に皆さんから問題視されているものを短期間で解体

してもらって本当に喜んでおりますし、町の観光にも弾みがつくということでございます。 

  何度でも申したいと思うわけでございますけれども、西川町は本当に自然環境、景観が大

変非常に大事な町でございます。町長も今、申し上げましたとおり、空き家対策特別措置法

の中で指導を行ってきたわけでありますけれども、今回は一部改正等々においては、また周
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囲に悪影響を及ぼす、住む目的のない空き家、特定空家の対策をとにかく進め、管理不全空

き家の危険になる建物にならないように、一歩手前の空き家を管理していただくという、施

しようのない物件を減少させる狙いが目的と言われております。 

  今、町の調査済み空き家件数の中で、廃屋同然の住めるようにするには多大なお金がかか

る物件も把握されておりますけれども、今回改正された法律の下での調査、改めて今年あた

り行うのでしょうか。そしてまた、この調査というものに対して、職員だけで行うのか、専

門の方も同行していただく考えがあるのかなどもお伺いしたいと思いますけれども、よろし

くお願いします。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  昨年、空き家対策特別措置法が改正されたことの概要につきましては、ただいま町長が答

弁の中で申し上げたとおりでございまして、主な改正の柱は、所有者責務の強化というもの

でございました。この一部改正の施行に伴いましての調査と、こういうことになりますが、

空き家に係るポイント、ポイントといいますか、空き家の判断、これらの考え方というのは、

従来から何ら変わるものではございません。先ほど来、申し上げておりますように、直近で

は令和３年の秋に実態調査を実施しておりまして、それらを基に第７次総合計画のほうに、

当然７次総合計画の中でも、空き家バンク、そして空き家の危険防止等については注力して

いくということで掲げてございますので、これらの７年度の総合計画の中間年でもなります

８年度あたりの調査というようなことも視野に入れながら、今のところは考えておるところ

でございます。 

  特段、議員も冒頭おっしゃられましたように、今年の冬はとりわけ暖冬であったというよ

うなこともございまして、空き家に係る苦情というのは正直申し上げましてございませんで

した、冬場は。したがいまして、そういったことも含めまして、いわゆる危険な管理、危険

な状態にあるとか、当然景観もいろいろ思われているところはあるんだと思いますが、議員

ご指摘のとおり、そういったことで、暖冬というのは、少雪というのは、空き家のほうの観

点からいくと影響がなかったのかなというふうにも考えておるところでございまして、申し

上げたような、今後の実態調査ということも考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 雪が少なかったということで、本当に私もそういった立場の仕事も
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やっておりましたけれども、大変分かります。ただ、やはり最初言ったように、建物という

ものは年々劣化してくるということで、本当に大変少ない雪でもやはり一旦軒が折れかかっ

ても、また、それ以上に少ない雪でも変わってきます。これは本当に我々としては大変心配

されるわけで、苦情等々においては、この辺の西川町の場合は、所有面積が隣り合わせて結

構広いものでありますからそのように感じないかもしれませんけれども、やはりちょっと町

場に行きますと、やはり近いすぐ隣となれば本当に飛散してくるんではないかと、そういっ

た形も出ますし、やはり台風、これからの異常気象等々もございますので、やはり注意する

気配はございます。 

  また、その中で、毎年調査の実行もかなわなければ、やはり区長会、町内会長会等々にお

いてご意見を賜っているということでもあります。しかしながら、やはりこの町内会長、区

長会、皆さんが集まっているところでは、なかなかその地域の事情というものがありまして、

やはり逆に町の行政のほうから、各町内会長のほうにいろんな連絡をしていただいて、その

状況を逆に聞くと、聞き取るという方向をしていただければ、逆に行政は、建物だけでなく

て、その周辺の皆さんの気持ち、いや、この空き家があって大変なんだよという気持ちを、

やはり直接皆さんのいる前で言えないものも多分ありますので、そういった情報を得られる

ような形もやっていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  ここでお昼になりますので、次の昼からとさせていただきます。 

○菅野議長 古澤議員からもありましたので、ここで昼食のため休憩いたします。 

  再開は午後１時としますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 質問３に移らせていただきます。 

  人口減少、高齢化率、消滅自治体、空き家の対策など、国や民間組織が評価をされており

ますが、一方、町は負けずに元気に自治体を運営すべく、様々な方々と締結し、多くの事業

で関係人口を増やしております。 
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  町が生き残る唯一は、町なかと自然環境を、景観を維持することが賢明であります。町の

整備、清掃に、各地域の皆さんはじめ各ボランティアの方々が頑張る中、管理不全の空き家

が増えないよう、今後対策を考え、実行のときではないかと思いますが、ご意見をお伺いし

ます。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  答弁に際しましては、利活用可能な空き家への対策と、利活用ができない空き家、いわゆ

る管理不全空き家ないし特定空家に準ずる物件への対策とに分けて回答させていただきたい

と存じます。 

  まず、利活用可能な空き家への対策につきましては、議員の先ほどの最初の質問、質問１

でお答え申し上げさせていただいたとおりであります。さらに、利活用ができない空き家へ

の対策については、質問２でお答えさせていただいたとおりでございますけれども、これま

でも当然町民の方から、あるいは私どもの町の職員が町内を巡回した中で必要と思われるよ

うな空き家への対応については、指導等を行いながら改善を促すとともに、様々な場面でお

知らせ、あるいは今年の場合は５月の中旬に発出いたしました固定資産税の納税通知書、そ

ういったものにも、ここ10年ぐらいなりますか、適正管理の文書チラシを同封するなどして

管理の徹底を呼びかけてまいったところでございます。 

  答えの最後になりますけれども、現在本町では、関係人口の拡大に注力しているという状

況にございます。そういったことから、生活の本当の必要最小限に必要なものは、住まい、

住宅ということで考えてございまして、空き家対策という行政の一つの分野で考えた場合に

は、質問１で回答させていただいたような利活用可能な空き家への対策、これを優先しなが

ら取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  長々、いろいろ申してきましたけれども、本当に改善策というものはなかなか見いだせな

いと思っておりますけれども、様々、これから方法を見いだしていくことが少しずつよい方

向に向けられるものではないかなとは思っております。 

  本当にこの空き屋問題に対しては、本当に様々手がけるのは、私はここ数年が山場と思っ

ております。逆に今、遅いくらいと思っておりますけれども、進む努力をしなければますま
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す遅くなるということでございます。この未来の方々のために、今、つけを残さないように、

本当に人口が減れば、逆に空き家の量も逆に比率的に少なくなってくるのではないかと思い

ますし、利用できなくなるようなものは個人の責任であると。そして処分をしていただくと

いうことがやはり原則でございます。やはり皆さんに共有していただけるように、皆さんに

申し上げていかなければいけないと思っております。ことわざにあるように「思ったらその

ときが吉日」という、先延ばししないで、少しずつでも開拓の道を進めるべきと思っており

ます。 

  あともう一点でございます。まだ、一昨年に手をつけられないような物件もＣＡＳＥさん

が買い求めいただき、町もきれいに完全になっていくのかなと大変喜んでおりましたけれど

も、いまだに手がけられないところがございます。今現在、町とは離れた関係ということで

ございますけれども、これも何とか早めに手がけて進めていただかないと景観と環境と、そ

してまた住民に危険を及ぼすところもありますので、早めに進めていただかないと、この町

の持ち出しも出てくるのではと心配するところでございますが、ちょっとお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は佐藤つなぐ課長。 

○佐藤つなぐ課長 ただいまの議員のご質問でございますけれども、今現在、当課で把握して

おりますのは、ＣＡＳＥさんの物件12件ぐらいあるのではないかなと思っております。３戸

はまずそのまま使いたいということで、あとは空き家バンクないし売却、返却をしていきた

いというような話は伺っておりますが、これからどういうふうになっていくかは注視してま

いりたいと思います。 

  以上でございます。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ただいまご回答いただいた中で、いろいろあるんでしょうけれども、

返却等々においては、ある程度相手があって買い取って、それから返却などが出るのか分か

りませんけれども、皆さんの手腕を期待するところでございます。 

  それでは、最後になりますけれども、ちょっと長いと思います。 

  廃屋同然の物件が目の前や地域内にあるところに住まわれている方は、生活環境や景観が

非常に悪く、毎日憂鬱にも なり友達も呼べない、呼びたくもないので、何とか呼べるよう

にしてほしいが、行政に対しても近隣住民が所有者に改善を求めていただきたいが、密告し

たように思われることから、今まで支え合った中で波風を立てたくないなど、言えないとた

めらっております。その立場が自分であったら早く改善できる方法はないかと思うばかりで
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あります。そのような中、きれいにし隊山下さんを隊長に先頭にして参加されている方々、

花いっぱい運動で植栽をしていてくれている方々、スイセンを植えていてくれる方々、待避

所に花を植栽していてくれている町内会など、多くの皆さんが、西川町に多くの方々が来て

くれる、喜んで楽しんでいただけるようにと頑張ってくれております。 

  そのような中で、町の本気度、自然、景観、人柄も調和し、多くの方々から見込まれる企

業版ふるさと納税も県内一にもなっております。自然を売り物にしている西川町、住宅は個

人のものであり責任を持つことが前提です。自身の所有物を生かすも生かせなくするのも自

分自身であり、それが守られなくなりつつある空き家問題を後回しにはできません。住めな

い空き家になってしまう、このような難題を打開するには、町民の皆さんに協力をいただか

ないと進めることができないと思います。なぜなら個人所有物であるがゆえに町が深く関わ

れないからでございます。こうした問題を共有し、様々なアイデアやご意見をいただける対

話会や地区座談会の開催をする必要があると思いますが、お伺いします。 

  ますます増えるであろうと言われている空き家の減少、廃屋をなくし、人口が減少しても

住み続けたい、住み続けられる町に、そして、移住者が多くなることを願って質問を終わり

ますけれども、先ほどの件、１点お伺いいたして終わります。 

○菅野議長 答弁は佐藤つなぐ課長。 

○佐藤つなぐ課長 ただいまの議員のご要望にお答えいたします。 

  ちょっと先ほど話しさせていただきました、これからいろいろな高齢者のサロンとか、そ

ういった事業新たに行われる機会もありますので、そういったところの対話会、サロンじゃ

なくて、何だっけ…… 

〔発言する者あり〕 

○佐藤つなぐ課長 そうですね、申し訳ございません。 

  地域のお茶飲み会、あと、すみません、ミニデイとか、そういったところで、こういった

情報など流させていただきながら、対話会、そういったところで情報提供させていただけれ

ばと思います。 

  以上になります。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 終わりだと言いましたけれども。やはりこの対話会等々においては、

やはり本当に開催していただいて、やはり皆さんから本当に個人的所有物でございますので、

ご意見をいただいて、皆さんで、町民で、皆さんでこの廃屋をなくしていくという気持ちを
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植え付けるような対話会をよろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○菅野議長 以上で、９番、古澤俊一議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 耕 二 議員 

○菅野議長 続いて、８番、佐藤耕二議員。 

〔８番 佐藤耕二議員 質問席へ移動〕 

○８番（佐藤耕二議員） ８番、佐藤耕二です。 

  私は今回、産業振興複合施設ＴＲＡＳと月山湖カヌースプリント競技場まねきの丘艇庫の

２つの新しい施設について質問いたします。 

  今回の質問に当たりまして、それぞれの名称が長いので、ＴＲＡＳとそれからカヌーセン

ターと統一して質問させていただきますので、よろしくお願いします。 

  定例会初日の町長の行政報告にもありましたが、令和５年度の人口移動で転入者と転出が

同数になり、社会減がゼロになったということです。これは町にとっても非常に画期的なこ

とではないかなというふうに思います。ちょっと調べてみますと、県内で社会減の１位は山

形市のマイナス318人でした。その次は酒田のマイナス237人、人口のせいもあるんでしょう

けれども、それから見ると社会減がゼロというのは非常に大きい出来事だったなというふう

に思います。 

  ちなみに西川町、この40年間でちょっと調べてみますと48％減少しているんです、人口が。

それに対して少しでも歯止めがかかるようにというふうに期待しております。このようなこ

とを踏まえまして、次の質問をしたいというふうに思います。 

  最初の質問です。 

  ＴＲＡＳがほぼ完成しているかと思いますけれども、６月23日に完成見学会、また、６月

30日にはオープニングイベントが予定されております。ＴＲＡＳにはコワーキングスペース、

ミーティングルーム、テレワークブース、あるいはシェアキッチン、シェアオフィスなどが

あります。関係人口や交流人口を増やすためにも、今後の活用方法についてお聞きします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 
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○菅野町長 佐藤耕二議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  間沢にできますＴＲＡＳは、町民の皆様や起業家、アントレプレナーと申しますけれども

起業家、西川ファン、そして民間企業など、人と人、また、人と企業をつなぐ、つなぐ役割

が求められております。この施設には、企業様が働くコワーキングのスペースや、シェアキ

ッチン、お父さん、お母さん、お母さんたちが料理をするキッチン、また、郵便がしっかり

届く支店、シェアオフィスなど、複数の機能を持ち合わせ、町民の交流拠点とともに官民共

創、共に創るなど、新たなイノベーションを生み出す施設だとなるよう活用していきたいと

思います。イノベーションを生み出すということは雇用を増やすということにもつながりま

す。 

  現在は、開館に向けた準備とともに、専用のホームページの立ち上げやＳＮＳをフル活用

して、リアルな情報を届けられるよう進めております。総合計画でも記載されているとおり、

この施設を拠点にぜひ地域を超えた、地区を超えた町民同士の交流や、町民と関係人口との

交流を進め、活力ある地域づくりにつなげていきたいと考えています。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） ＴＲＡＳが完成するまでに、対話会、ワークショップ、これは８回

ほど開かれているかと思います。私もほとんど参加しましたけれども、この施設には、いろ

んな方々の町民の思いが詰まった施設になろうかと思います。 

  この整備の目的を見ますと、今、町長からもありましたけれども、官民連携、共創のまち

づくりを目指し、新たなビジネスが進行する中、全てのプレーヤーがつながり活躍できる場

というふうに整備の目的にはあります。また、みんなでつくる、それからつなぐ、そして、

つながる場所、これコンセプトにしてというようなことであります。 

  基本は町民がどれほど活用していくかということだと思いますけれども、この施設は、若

者をターゲットにしているというふうにお聞きしております。観光、関係人口、そして、移

住人口にどうやって結びつけていくのかということが非常に大事じゃないかなと思います。

今、町長からもお話ありまして、コワーキングスペースの使い方、あるいはテレワークブー

ス、シェアオフィスといろいろありましたけれども、それぞれの目的が違った使い方をして

いくということになろうかと思います。 

  それで、これＴＲＡＳのパンフレットをちょっと見ますと、この中に、全ての利用者が会

員登録制で利用するエリアや時間に応じた利用料金をするというふうにあるわけですけれど

も、この利用者が会員登録するというの、ちょっと私理解できなかったんですけれども、そ
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の辺の説明と、それから、町民と町民以外で利用料金を分けているわけですけれども、その

辺の違いというか理由、その辺をちょっと教えていただければと思います。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 ただいまのご質問のほうにお答えをさせていただきます。 

  この施設につきましては、基本的には全ての利用者の方に登録をいただきたいというふう

に思っております。その理由につきましては、先ほど町長のほうからお話ありました専用の

ウェブサイト、さらにＳＮＳをフルに活用して情報発信を行っていきたいというふうに考え

ており、この施設については、できれば空きがあるか空きがないかを確認していただいたう

ちに、こちらのほうにご来場いただいてご利用いただくというふうに、利用者側の利便性を

確保するためにも、一旦登録をいただきながら情報を共有できる、そういった手段を用いて

利便性を確保したいというふうに考えており、皆様のほうには登録をお願いする予定でおり

ます。 

  ２つ目ですけれども、既に条例のほうでお示しをさせていただいておりますけれども、町

民と町外の方の利用料金は分けられております。それについては、メインのステージである

コワーキングスペースの利用料につきまして、町民の方は無料、町外の方には一定の使用料

のほうを求めているということで、コワーキングスペースについては明確に町民、町外とい

うことに分けております。そのほかの、議員おっしゃるミーティングルームほか、その施設

については、町民、町外関わらず同じ……ごめんなさい、失礼しました。コワーキングスペ

ースとシェアキッチンについては、町内と町外が分けられております。それ以外については、

町民、町外の隔たりなく同じ料金というふうに設定しておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） コワーキングスペースあるいはミーティングルーム、テレワークブ

ース、シェアキッチン、シェアオフィス、これは会員制というのは分かりますけれども、そ

れ以外の例えばキッズスペースとかあるわけですけれども、この辺は町民の方が自由に使っ

ていいということの理解でよろしいんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 議員おっしゃるとおりでございます。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） このＴＲＡＳは、かせぐ課の所管になっているかと思うんですけれ
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ども、この利用料金を取って稼ぐのかなと思いますけれども、その辺はこの利用料金だけな

のかどうか、その辺をちょっと教えていただければなと思います。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 質問にお答えいたします。 

  議員おっしゃるとおり、基本的には利用料が主になるかと思いますけれども、ワークショ

ップの際にもいろいろとご意見をいただいておりますけれども、エリアを占有するような形

での使用ということも想定しております。条例上、オプションの使用については別に定める

というふうにしておりますけれども、独自のプログラムとして、コワーキングスペースを利

用した体験会であったり、シェアキッチンを利用した料理講習会であったり、そういったイ

ベントなども重ねながら、そういった利用者のほうの幅を広げながら、利用の拡大を図って

いきたと考えております。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 分かりました。 

  ２番目の質問になるんですけれども、このＴＲＡＳの今後の運営方法、それと１年間のラ

ンニングコスト、つまり維持管理費、これは幾らぐらいかかるのかお聞きしたいというふう

に思います。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 では、２つ目のご質問のほうにお答えいたします。 

  ＴＲＡＳの運営につきましては、基本的には町の直営でございます。こちらについては、

地域おこし協力隊の方々のご協力をいただきながらも、町の関係機関の強みを生かして、利

用者との円滑なコミュニケーションを図りながら、魅力的な空間をつくっていきたいという

ふうに考えております。 

  先ほど申し上げたエリアの占有に行う交流会でしたり、講習会などについては、そういっ

たノウハウのある事業者のほうに委託をして実施していきたいというふうに考えております。 

  一方で、ランニングコストにつきましてですけれども、施設の規模、または設備の使用の

ほうに照らし合わせまして、光熱費、または保守費用などを見込んで予算措置をしておりま

す。この財源についても、デジタル田園国家構想交付金のほうの活用を図りながら充当して

いるというふうな状況でございます。今のところ、年間の見込みということでの予算立てと

いうふうになっておりますが、基本的には、今、申し上げたとおり、光熱費を中心としたラ

ンニングのほうの見立てを立てております。 
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  以上です。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） そうしますと、ＴＲＡＳの運営というか、町直轄なんでしょうけれ

ども、基本的には地域おこし協力隊が主になって、そこに受付なんかも必要ですし、事務室

もあるわけですけれども、そこには協力隊の方が常駐というか、いるという理解でよろしい

んでしょうか。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 今、議員がおっしゃるとおりでございます。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） それから、維持管理費なんですけれども、維持管理費、光熱水費等

もデジ田の活用しながらというお話でしたけれども、１年間の維持管理費、これからもずっ

と続くわけですけれども、そういうこともデジ田を活用しながらできるというお考えでしょ

うか。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 ご質問にお答えいたします。 

  現在、採択を受けている期間については、デジ田のほうを活用してそちらのほうの予算を

うまく準用しながら進めていきたいというふうに考えております。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 分かりました。 

  このＴＲＡＳ、最初の予定では、建設費が６億3,000万ぐらいということでしたけれども、

これデジタル田園都市国家構想の交付金、それからあとは、過疎債か何か使っているかと思

うんですけれども、その辺の内訳分かりましたら教えていただきたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 ご質問のほうにお答えをいたします。 

  議員おっしゃるとおり、予算立ては６億でしたけれども、実際の実施の総事業費につきま

しては、５億6,200万円となります。財源につきましては、お話ありましたとおり、デジ田

の拠点整備タイプ並びに過疎債のほうで５億3,300万円を準用しております。 

  以上です。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今の、このＴＲＡＳの建設に関しましては、ほとんどが交付金等で
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充当しているということなんで、町民にとっては新しい施設ができて、そして建設費もとい

うか、一般財源からもそんなになくてということで、これから先、やはりその使い方、生き

た使い方をしていくということだと思います。 

  ちなみに、このＴＲＡＳの利用、若者がターゲットと先ほど私申し上げましたけれども、

高齢者の方にはどのような利用の仕方があるのか、ちょっと分かりましたら教えていただき

たいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 若者だけがターゲットではございませんけれども、高齢者のみならず多世

代の方々がお使いしていただければなというふうに思っています。 

  ただ、特に、高齢者の皆様というふうになれば、先ほどお話が出ておりますとおり、町長

からありました地域を超えて交流できる場所としての利用ということが当然見込まれますし、

先ほど来お話が出ている、そのお茶飲み会ですとか、ミニデイなどもこちらのほうでご活用

いただければなというふうに思います。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今、答弁がありましたけれども、いきいきお茶飲み会ということで、

今回の補正予算にも500万円ほど出ておりますので、そのようなことで大いに活用していた

だいて、いろんな町民の方から活用していただければなというふうに思います。 

  次の質問に移ります。 

  まねきが丘のカヌーセンターなんですけれども、７月に実施設計が完了で８月に工事着工、

来年の３月に工事完成、完了というような予定で進行中だと思います。この施設には、トイ

レとか、更衣室とか、あるいはトレーニングルームとか、会議室とか、そしてカヌー艇庫と

か整備されているわけです。 

  今までも私のところにも、カヌー大会で出場している選手たちが多く宿泊しておりました。

その皆さんおっしゃることは、会場のトイレの問題が一番大きい問題でした。今、全国大会

ともなりますと、選手や役員の方、大勢集まりますし、やはり簡易トイレだけでは対応する

のが大変難しかったというのが現状だったんじゃないかなというふうに思います。それと同

時に、先ほど言いましたように、更衣室の併設ということもこれは選手たちから非常に喜ば

れることと思います。 

  今回の新しいカヌーセンターの新築、今後の全国大会の招致には大きな力になると思いま

すけれども、この大会が増えることによって、関係人口や交流人口の増大につながると思い
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ます。今後、どのような方法で大会を誘致していくのか質問いたします。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 今後の大会の招致というふうなことでございますけれども、当然大会招致につ

いては積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。幸いこれまでの大会開

催の実績から、全日本カヌー連盟、それから大学のほうの連名との人的なつながりもござい

ます。そういったものを最大限に活用しながら、招致活動のほうを進めてまいる必要がある

というふうに考えております。まずは、国のほうにデジ田のほうで約束している目標値を満

たしていくということが重要だと考えております。具体的には、東北大会以上の大会を最終

年度の2028年度には６件以上招致ということを目標に取り組んでまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今、教育長のほうから、６件ほどの招致というようにお話がありま

した。１つの全国大会を開くとかなりの経済効果が生まれるんじゃないかなと思いますけれ

ども、一つの例を取っていただければ幸いなんですけれども、どれくらい町にとってプラス

になるものか、もし分かれば教えていただければというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は安達まなぶ課長。 

○安達まなぶ課長 佐藤耕二議員の質問にお答えいたします。 

  例を挙げますと、全国中学生カヌー大会につきましては、およそ350名ほどいらっしゃる

ということを見込めば、約2,000万ほどの経済効果があると見込んでおります。 

  また、中学生ではなく大学生、全日本学生カヌースプリント選手権大会を令和３年度に開

催しておりましたが、大会１週間の前に２週間程度の合宿をしてくださった大学もあるとい

うことで、合宿などの経済効果も大きいなと思っておりまして、大学生の方の大会であれば

400万程度の大会前の合宿で宿泊代ですとか、昼食代を見込めば、そちらのほうでもその程

度の経済効果があるのではないかと思って見込んでいるところです。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） カヌーセンターができることによって、今、課長のほうからお話あ

りましたように、経済効果非常に生まれるということで、非常に意義あるものだと思います。

あと、それと同時に西川町の名前というかそれを売り出すところでもあろうかと思います。 

  それで、ちょっと１つお聞きしたいというか提案なんですけれども、このカヌーセンター、

先ほど言ったように非常に長い名称になっていますけれども、何か今後、愛称の募集なんか
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考えていく予定なんかあるかどうか、いかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 質問にお答えいたします。 

  現在はデジ田のほうの申請で使っている月山カヌーセンターという名称で私たちは進めて

おりますけれども、これからより多くの町民、それから町外の方に愛してもらえる形とする

ためには、どういうネーミングがいいかということも、今後協議をして固めていく必要があ

ると考えております。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） ＴＲＡＳと同じように、いい愛称があって皆さんから親しまれる、

あるいは全国のカヌーファンから親しまれる施設になればなというふうに思います。 

  最後の質問になるわけですけれども、カヌーセンターの今後の運営方法と、維持管理費、

ランニングコストのことでお聞きしたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 質問にお答えいたします。 

  先ほどのＴＲＡＳについても、コストというふうなことを佐藤議員のほうから話がありま

したけれども、これからの持続可能な町ということを考えていった場合に、そのコストだけ

を重視して守りに入っては、なかなか持続可能性が高まらないのではないかというふうに考

えています。 

  そのために、今の西川町に必要だと、それから、カヌーの町としての持続可能性を高めて

いくというふうな意味では、本町で育ったカヌーの選手が我が町で働けるという雇用の場を

創出していくことが非常に重要だと考えております。このため、そのコストというのはまさ

に正義だというふうに考えているところです。 

  月山湖の運営方法につきましては、簡単に言えば、直営方式と、それから指定管理等が考

えられますけれども、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ハイブリッド、直

営と指定管理のハイブリッド型の運営というものも含めて考えてまいりたいというふうに思

っております。 

  月山カヌーセンターは、競技カヌーとレジャーカヌーの双方に視点を置きながら、今後の

月山湖エリアの一層の活性化と、新たな関係人口の獲得を目指していく必要があると考えて

おります。この事業は、観光や雇用創出、関係人口拡大の様々な側面を持つ事業となります

ので、役場の課を超えた横連携チームにおいて協議を進めてまいります。 
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  ランニングコストについては、安達課長のほうから回答いたします。 

○菅野議長 追加答弁は安達まなぶ課長。 

○安達まなぶ課長 ランニングコストにつきましては、現段階で考えておりますのは、人件費

を除いた経費ですけれども、光熱水費や施設の維持のための点検業務などを維持費用といた

しまして、年間300万程度見込んでいるところでございます。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 運営方法は、教育長のほうからお話ありましたけれども、直営と指

定管理のハイブリッドで考えていきたいということで、その辺は具体的にまだ今からの部分

が多いかなというふうに思います。やはりどうやって管理をするのか、運営をしていくのか

というふうになりますと、やはりシーズン中の管理と冬分の管理とこれが違ってくるでしょ

うし、あるいは大会時のみなのかということでも違うかと思いますので、その辺は今後いろ

んなことで検討されていくのかなというふうに思います。一番いい方法といいますか、カヌ

ーセンターが皆さんに使いやすいようにやっていただければなというふうに思います。 

  光熱費が年間300万と、当然これぐらいはかかるでしょうし、これはあれですか、先走っ

たことで申し訳ないけれども、やはりこれに関しては一般会計か何か出していくと、今後の

問題でしょうけれども、来年の予算の問題でしょうけれども、今現在ではそんな感じになる

んでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  一般財源を使うというのは簡単にできる話で、教育長からも雇用は正義だというふうにお

っしゃっていただいたので、誠にそのとおりで、ランニングコストって考えるか、雇用で考

えるかとうのは、これはその人によって違うんですけれども、町によっては、人件費という

のはもういいことなんだろうなというふうに私は思っています。 

  その上で、どうやって人件費を、あるいはこの電気料の300万を持ってこようかというの

は、普通の自治体ならこれは一般会計です、間違いなく一般会計。でも私ら西川町において

は協議会方式を取っておりますので、その協議会において、デジタル田園都市国家構想の交

付金の中でこれから申請していったり、あるいは今あるデジ田の協議会を四、五件あります

ので、そこの計画修正をしていって、デジタル田園都市国家交付金を取っていくと。つまり

半額は国庫支出金を狙っていますということが一番いいかなと思っております。そうなれば、

少なくとも３年は国からお金が来ることになります。また、人件費のほうは、今回の場合に
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は集落支援員という制度にも該当いたしますし、外から来た方、地域おこし協力隊とか、も

しくは地域おこし協力隊インターンとか、そんな方々でなるべく国の特別交付税をなくして

いって、大体これぐらいもうかるなとか、もうからないなというふうに分かったら一般財源

で手当てする場合も、予定よりうまくいかなかったなというふうになれば一般財源での手当

ても必要になってくるかとは思いますけれども、取りあえずは、そういう国から取れるもの

は取っていこうというふうなマインドで働いていきたいと思います。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 建設費に関しましてもデジ田で、今後の問題も人件費、集落支援員は

今回町で予算化大分されておりますので、そのようなことでも十分できるというふうに思います。 

  できるものなら、思いきってやったほうがいいとかと思いますので、今後の財源のこと考

えますと、こういう方法もあるんだなというふうに理解しました。 

  ちなみに、先ほどＴＲＡＳの建設費も聞いたんですけれども、今回のカヌーセンターも当

初６億7,000万ぐらいという話でしたけれども、その内のデジ田の交付金とか、町債とか、

その辺の目安が分かればちょっと教えていただければなと思います。 

○菅野議長 答弁は安達まなぶ課長。 

○安達まなぶ課長 こちら、月山カヌーセンターにつきましては、４月の臨時会で契約のほう

をご可決いただきました。契約金額６億6,550万でございました。そのうちの２分の１をデ

ジ田のほうで頂くことになります。残りの半分につきましては、辺地債を活用いたしまして、

辺地債につきましては、８割が後から交付税として戻ってくるということを考えれば、一般

財源は6,700万程度ということで、今、見込んでいるところです。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） カヌーセンターに関しましても、先ほどのＴＲＡＳと同じようにデ

ジ田の交付金２分の１、３億ちょっとでしょうか、それから辺地債、多分今のお話だと２億

幾らかになるかと思います。町からの持ち出しが非常に少ないというようなことで、その後

の運営に関しても、先ほどお話ありましたように、人件費等は集落支援員、あるいは地域お

こし協力隊等々で賄っていきたいというようなことだと思います。 

  町のこの２つの施設なんですけれども、非常に新しい施設、新しい箱物を造るというと非

常に問題があるときが多いんですけれども、この２つに関しては、今、お聞きしたように建

設費の問題、あるいは運営方法、あるいは維持管理費、ランニングコスト等々は、そういう

面では非常に問題ないかなということで非常に安心しているところです。 
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  ちなみに、ちょっとお聞きしたいんですけれども、今現在、カヌー艇庫として使っている

湖月山荘、これは今後どのように考えているのか、また、案がありましたら、なければない

で結構ですけれども、教えていただければなというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 湖月山荘の今後ということについてのご質問にお答えいたします。 

  月山カヌーセンターができるわけですので、艇庫としての機能は必要がなくなります。し

たがって、将来的には今の機能が必要になくなるというようなことですので、その在り方を

考えていくことはこれから重要です。ただ、それは地権者との関わりもございますので、今

の段階で明確にいつまでどうというふうには申し上げられない状況にあります。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 分かりました。 

  今、先ほど来お聞きしておりますＴＲＡＳ、あるいはカヌーセンター、これからも関係人

口や交流人口の増加や町の経済効果などに非常に大きな力になってくるかと思います。また、

さらに移住定住に結びついて人口動態にプラスになると、非常に今後明るい見通しがつくの

かなと思います。 

  町長、昨日の一般質問に答弁しておりましたけれども、２年後には生産年齢人口を増加し

ていきたいと。さらに2030年には総人口の増加を目指していきたいというふうにありました

けれども、この２つの施設も、こういうことに、いろんなことに寄与できるというふうに思

っております。また寄与できるように願っております。 

  これで私の一般質問を終わりたいというふうに思います。 

○菅野議長 以上で、８番、佐藤耕二議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○菅野議長 これで、本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時５０分 



 

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日 
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令和６年第２回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第４号） 

                     令和６年６月１１日（火）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 報告第２号 第１８期株式会社米月山の経営状況の報告について 

 日程第 ２ 報告第３号 第３３期西川町総合開発株式会社の経営状況の報告について 

 日程第 ３ 報告第４号 令和５年度西川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第 ４ 報告第５号 同意を得ない地方債の発行の報告について 

 日程第 ５ 報告第６号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 日程第 ６ 議案の審議・採決 

       議第３５号 令和６年度４災７２５１号町道濁又線道路災害復旧工事請負契約 

             の締結について 

       議第３６号 財産（路線バス車両）の購入について 

       議第３７号 財産（スクールバス車両）の購入について 

       議第３８号 西川町歴史文化観光施設条例の設定について 

       議第３９号 西川町犯罪被害者等支援条例の設定について 

       議第４０号 西川町かせぐ基金条例の一部を改正する条例の制定について 

       議第４１号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第１号） 

       議第４２号 令和６年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ７ 議員派遣について 

 日程第 ８ 閉会中の継続調査申出 

 追加日程について 

 日程第 ９ 議第４３号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第２号） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  なお、３番、後藤一夫議員から、会議規則第２条の規定により欠席届が提出され、本日の

会議は欠席となります。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○菅野議長 菅野町長より追加議案、令和６年度西川町一般会計補正予算（第２号）の議案が

提出されましたので、これを本日の日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  これを本日の日程に追加し、追加日程第９とします。 

  ここで、株式会社米月山の経営状況の報告を行うため、髙橋代表取締役社長の入場を認め

ます。 

〔株式会社米月山代表取締役社長 髙橋春二君 入場〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第２号 

○菅野議長 日程第１、報告第２号 第18期株式会社米月山の経営状況の報告についてを議題

とし、報告を求めます。 

  髙橋代表取締役社長。 

〔株式会社米月山代表取締役社長 髙橋春二君 登壇〕 

○髙橋代表取締役社長 日頃、当農業法人株式会社米月山の事業運営にご指導、ご協力、また

ご利用いただきまして、この場をお借りしてお礼申し上げます。 
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  第18期、令和５年度の経営状況についてご報告申し上げます。 

  令和５年産の山形県の作柄については、猛暑による高温障害などが要因で、県産米の１等

米比率が前年同期比41.7ポイント減の54.7％にとどまりました。東北６県で最も低く、全国

平均は59.6％で、同じ条件で調査を開始した2004年以降の最終値と比べ過去最低となりまし

た。 

  県産米品種別の１等米比率は、はえぬきが最も低く43.2％で、つや姫は63％でした。一方、

高温に強いとされる雪若丸は91.1％と高い水準を維持しました。 

  概算金については、燃料価格の高騰や米の需給バランスを踏まえ、昨年比で雪若丸とはえ

ぬきは1,200円、つや姫は100円、それぞれ引き上げられ、３銘柄とも２年連続の増額となり

ました。 

  また、米の需要については、新型コロナウイルス禍が生活制限が緩和されたことによる外

食需要の回復、その結果、業務用米の引き合いが強くなり、特にはえぬきが品薄状況になっ

ております。 

  以上の米を取り巻く情勢の中、当社の取扱実績については、玄米、精米の販売取扱数量で

572トン、計画対比109％、前年対比103％、売上金額で7,027万3,000円、計画対比97％、前

年対比122％と、取扱数量、売上金額とも前年度を上回りました。 

  当社の主たる取扱事業でありますＪＡさがえ西村山帳合のふるさと納税については、西村

地区に１市４町の精米実績は9,305俵で、前年対比107％の結果となりました。特に西川町が

1,570俵と、前年対比235％の大幅な増額となりました。発芽胚芽米関係商品については、取

扱数量で18トンと30キロ、売上金額で761万7,000円となり、ほぼ前年並みの実績となりまし

た。 

  以上のとおり、今年度は全国的な米の需要減少と猛暑による高温障害などによる１等米比

率の低下等と様々な影響を受けた状況の中ではありましたが、精米量拡大と収益性の向上を

目指して事業展開した結果、経常利益は392万2,000円の黒字決算となり、税引き後の当期純

利益は288万6,000円の黒字となりました。 

  詳細については、６月７日の全員協議会で説明申し上げたとおりであります。 

  今後とも米月山の事業運営にご指導、ご協力、またご利用をお願い申し上げまして、報告

といたします。 

○菅野議長 ここで、髙橋代表取締役社長の退場を認めます。 

〔株式会社米月山代表取締役社長 髙橋春二君 退場〕 



－135－ 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第３号 

○菅野議長 日程第２、報告第３号 第33期西川町総合開発株式会社の経営状況の報告につい

てを議題とし、報告を求めます。 

  菅野代表取締役。 

〔西川町総合開発株式会社代表取締役 菅野大志君 登壇〕 

○菅野代表取締役 おはようございます。 

  西川町総合開発株式会社代表取締役社長の菅野と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  去る６月３日月曜日、株主総会が開催されました。その中でも当期経営計画と経営方針を

お話をさせていただきましたので、満場一致で可決することができました。こちらのご報告

を基に、当社の経営成績の概要と今後の方針を申し上げます。 

  当期の県内の経済状況は、コロナウイルスの第５類化の流れをくんで、観光客の増加、ま

たインバウンド増加により人の流れも徐々に増えてまいりました。しかしながら、国外での

紛争に基づく燃料の高騰、上昇があり、経営にも少なからず影響してまいりました。 

  我が社の道の駅を中心とした来店客数は順調に増えてきています。特に昨年４月にリニュ

ーアルオープンいたしました水沢温泉館は、西川町や観光協会などの支援をいただきながら

売上げを増加いたしました。ととのうなら西川の中心施設として県内外からこれまで利用の

少なかった若い世代の利用者が各段に増えたことも、利用者の増加につながりました。 

  また、地域課題解決部門を創設し、町内の耕作放棄地の利活用を行い、皆様のご協力や町

民の山菜収穫、整備のノウハウも教えていただきながら、全社を挙げて本格的な山菜等の栽

培、管理に取り組んでまいりました。 

  また、製造部門の売上高は増加いたしました。 

  しかしながら、弓張平志津野営場の受託料がなくなったことに伴いまして、全体での売上

高は微増にとどまりました。また、原価、材料費、人件費、燃料費が増加したため、今期の

決算は減益となりました。 

  数字を申し上げます。当期売上高は４億5,200万円、前期に比べて400万微増いたしました。

経常利益は980万円でございます。前年比マイナスの1,600万円ほどとなりました。増収、減
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益でございます。 

  しかしながら、人件費の部分で我が社は積極的に雇用をつくってまいりました。新規採用

を５名行いまして、確実に雇用を創出してまいりました。 

  その当期を受けての貸借対照表を申し上げます。 

  総資産は前年度80万円増加し、１億5,800万円となりました。設立当初、赤字が続き、純

資産１億円を割り込む事態とは継続してまいりましたが、本年度の利益をもちまして１億円

を回復した水準となります。純資産は１億300万円ほどに回復いたしました。 

  今後の経営方針を簡単に申し上げます。 

  今期の減益は、これまで総合開発に町からの受託、ふるさと納税の受託料をあえて回して

いただきました受託料の減、約1,000万円、また、県からの弓張平等の委託料6,000万円を失

ったにもかかわらず、やや増収することができました。総合開発の今の背伸びをせずにした

実力だと思っております。 

  今年度は、皆様からお認めいただいた負担金、町からの負担金により協議会を設立してい

ただきました。この協議会からの事務受託料6,000万円ほど見込んでおります。こちらを総

合開発、役場でこれまで実施していたことを総合開発に仕事を流していただいて、今年度以

上、４名以上の新規採用を予定してございます。 

  今後、月山カヌーセンターや様々な施設の建築、増築が予定されています。こちらを見込

んで今年度も積極的に採用しまして、今年と同じくらいの利益は残したいと考えております。 

  以上です。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第４号 

○菅野議長 日程第３、報告第４号 令和５年度西川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

についてを議題とし、報告を求めます。 

  大泉企画財政課長。 

〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 報告第４号 令和５年度西川町一般会計繰越明許費繰越計算書につきま

して、ご報告を申し上げます。 

  この報告につきましては、地方自治法施行令第146条第１項の規定により、令和５年度か
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ら令和６年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費について、繰り越しましたので、

同条第２項の規定により報告をするものであります。 

  お手元の議案書の21ページの繰越明許費繰越計算書をご覧いただきたいと思います。 

  繰越計算書に記載しております９つの事務事業につきましては、令和５年度一般会計補正

予算（第11号）の中で、繰越明許費として計上したものであります。 

  第２款第３項戸籍住民基本台帳の戸籍附票システム改修委託につきましては、戸籍附票シ

ステムの改修業務でありまして、財源につきましては国庫支出金、同じく住基システム改修

委託につきましては、住民基本台帳のシステム改修業務でありまして、財源は国庫支出金で

全てあります。 

  第３款第１項社会福祉費の物価高騰対応重点支援給付金につきましては、町民税均等割の

み課税世帯１世帯当たり10万円及び町民税非課税世帯及び町民税均等割のみの課税世帯への

給付加算として、扶養されている18歳以下の子、１人当たり５万円の給付業務で、財源につ

きましては、全て国庫支出金であります。 

  第６款第１項農業費の米需給調整推進事業につきましては、さがえ西村山農業協同組合が

事業実施主体の町内ライスセンターの再エネ整備に係る産地生産基盤パワーアップ事業補助

で、財源につきましては、県支出金と一般財源であります。 

  第２項林業費の新たな森林管理システム推進事業につきましては、森林情報航空レーザー

計測解析業務で、財源につきましては、県支出金と諸収入であります。 

  第７款第１項商工費の産業振興複合施設整備事業につきましては、産業振興復興施設の建

設工事などで、財源になります非収入特定財源は町債、過疎債でありまして、あとは一般財

源であります。 

  第８款第２項道路橋りょう費の社会資本整備総合交付金事業につきましては、町道舗装補

修工事で、財源につきましては国庫支出金、あとは町債、過疎対策事業債、一般財源であり

ます。 

  同じく道路メンテナンス事業につきましては、町道月岡・入間線大入間川橋橋梁架け替え

工事などで、財源につきましては国庫支出金、それから町債、過疎対策事業債、一般財源で

あります。 

  第３款第３項住宅費の町営住宅整備事業につきましては、町営住宅の建設実施設計委託業

務で、財源は一般財源であります。 

  以上、合計９つの事務事業、合計で繰越額３億868万300円、その財源内訳は、国・県支出
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金が１億7,122万2,000円、既収入特定財源の6,300万円を合わせて、町債が7,590万円、諸収

入1,729万2,000円、一般財源4,426万6,300円であります。 

  以上、報告いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第５号 

○菅野議長 日程第４、報告第５号 同意を得ない地方債の発行についてを議題とし、報告を

求めます。 

  眞壁建設水道課長。 

〔建設水道課長 眞壁正弘君 登壇〕 

○眞壁建設水道課長 報告第５号についてご報告いたします。 

  令和５年度の公共下水道事業特別会計での地方公営企業法適用業務委託に当たり、地方財

政法第５条の３第１項の規定に基づき、議会同意後に地方債発行額を変更した場合に、議会

に報告するためご報告いたします。 

  山形県に協議した結果、下水道事業債を20万円発行しましたので、報告を行うものであり

ます。 

  なお、本地方債の資金区分は銀行等引受資金、借入先はさがえ西村山農業協同組合であり

ます。 

  以上、ご報告いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第６号 

○菅野議長 日程第５、報告第６号 損害賠償の額の決定についての損害賠償についての専決

処分の報告についてを議題とし、報告を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 報告第６号のご報告を申し上げます。 

  この報告につきましては、地方自治法の規定により報告をいたすものであります。 
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  お手元の報告書、ご覧いただきたいと存じます。 

  事故発生日時は、令和６年２月27日午前11時、発生場所は西川町大字海味地内であります。 

  相手方は掛田貴子氏、原因、状況等は、デジタル推進委員が業務中、フレッシュマートシ

ブヤ駐車場から公用車を後退させた際、後方確認を怠ったことにより、同駐車場から国道方

面へ進行中の掛田貴子氏が運転する車両と衝突し、負傷及び車両を破損させたものでありま

す。 

  事故の種類は人身及び物損、町の過失割合は100分の100、損害賠償の額は、人身が59万

987円、物損が15万2,079円、合計74万3,066円。これにつきましては、全額保険金で補塡し

たものであります。 

  以上のとおりご報告を申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の審議・採決 

○菅野議長 日程第６、これより議案の審議・採決を行います。 

  議第35号 令和６年度４災7251号町道濁又線道路災害復旧工事請負契約の締結についてを

議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  眞壁建設水道課長。 

〔建設水道課長 眞壁正弘君 登壇〕 

○眞壁建設水道課長 議第35号 令和６年度４災7251号町道濁又線道路災害復旧工事請負契約

の締結について、補足説明を申し上げます。 

  本工事は、令和３年４月に確認した小山地内の町道濁又線の地滑りによる道路災害で、通

行止めの規制をしている場所でありますが、令和４年11月に公共土木施設災害復旧事業の災

害申請を行い、決定を受け、工事を施工しているものであります。 

  冬期間は積雪により工事ができないため、２か年に分けて工事をする予定としており、今

年度は２年目の最終年度となります。 

  株式会社佐藤建設、遠藤建設株式会社、株式会社石橋組、千成興業株式会社、月山建設株

式会社、設楽建設興業株式会社、まるか菅野建設株式会社の７社を指名し、令和６年５月13

日に指名競争入札を行った結果、西川町大字入間334番の１乙地、株式会社佐藤建設、代表
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取締役、佐藤重信が9,850万円で落札いたしましたので、消費税込み１億835万円で契約を締

結しようとするものであります。 

  指名業者、設計金額等は、議案参考資料１ページに記載しておりますので、ご覧いただき

ますようお願いいたします。 

  設計金額は消費税抜き9,855万円で、予定価格も同額となっております。 

  工事概要は、復旧延長112.7メートル、植生工280平米、軽量盛土工952立米、コンクリー

ト舗装550平米であります。 

  工期は、降雪期前の令和６年11月29日までとするものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第35号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第36号 財産（路線バス車両）の購入についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  吉見町民税務課長。 

〔町民税務課長 吉見政俊君 登壇〕 

○吉見町民税務課長 議第36号 財産（路線バス車両）の購入につきまして、補足説明を申し

上げます。 

  本議案につきましては、平成20年９月22日に購入いたしました29人乗りのしらゆき１号車

が老朽化したことから、29人乗り町営路線バス１台の購入を行うものであります。 

  指名業者、予定価格につきましては、西川町議会第２回定例会議案参考資料２ページを併

せてご覧ください。 

  財産の購入に当たり、太平興業株式会社山形支店、山形三菱自動車販売株式会社寒河江店、

山形いすゞ自動車株式会社東根営業所、西東北日野自動車株式会社山形支店、山形トヨタ自

動車株式会社寒河江店の５社を指名し、入札通知を行ったところ、太平興業株式会社山形支
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店、山形三菱自動車販売株式会社寒河江店を除く３社から入札辞退届出の提出があり、５月

22日に２社で入札を行った結果、山形市大字漆山字北上原1358番地、太平興業株式会社山形

支店が1,270万円で落札しましたので、消費税込み1,397万円で契約を締結しようとするもの

であります。 

  設計金額は、消費税抜きで1,370万円、予定価格も同額となっております。 

  納入期限は、令和７年３月28日としております。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議いただき、ご可決くださいますようお願い

申し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第36号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第37号 財産（スクールバス車両）の購入についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  吉見町民税務課長。 

〔町民税務課長 吉見政俊君 登壇〕 

○吉見町民税務課長 議第37号 財産（スクールバス車両）の購入につきまして、補足説明を

申し上げます。 

  本議案につきましては、平成23年８月26日に購入いたしました29人乗りのスクールバス５

号車が老朽化したことから、29人乗りスクールバス１台の購入を行うものであります。 

  指名業者、予定価格につきましては、西川町議会第２回定例会議案参考資料３ページを併

せてご覧ください。 

  財産の購入に当たり、太平興業株式会社山形支店、山形三菱自動車販売株式会社寒河江店、

山形いすゞ自動車株式会社東根営業所、西東北日野自動車株式会社山形支店、山形トヨタ自

動車株式会社寒河江店の５社を指名し、入札通知を行ったところ、太平興業株式会社山形支

店、山形三菱自動車販売株式会社寒河江店を除く３社から入札辞退届出の提出があり、５月

22日に２社で入札を行った結果、寒河江市大字寒河江字古河江68の３、山形三菱自動車販売



－142－ 

株式会社寒河江店が1,230万円で落札しました。消費税込み1,353万円で契約を締結しようと

するものであります。 

  設計金額は、消費税抜きで1,350万円、予定価格も同額となっております。 

  納入期限は、令和７年３月28日としております。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議いただき、ご可決くださいますようお願い

申し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第37号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第38号 西川町歴史文化観光施設条例の設定についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  柴田観光課長。 

〔観光課長 柴田知弘君 登壇〕 

○柴田観光課長 議第38号 西川町歴史文化観光施設条例の設定について、補足説明を申し上

げます。 

  前段、本定例会の全員協議会におきまして、町からの回答として企画財政課長から説明さ

せていただきましたとおり、国の平成31年の法改正に伴い、条例の設定により町長が文化財

保護の事務を担当できることとなりました。 

  また、議会の皆様からは、来館者に喜ばれる運営の充実と運営体制の情報発信の強化によ

る誘客増などを趣旨とする令和５年度の政策提言を頂戴したところです。 

  これらを契機といたしまして、町としては、第７次総合計画で掲げる生涯学習主要３施設

の見直し案をまとめる中で、各地域とも対話を進めながら、新たな誘客を促す周知ＰＲなど

の事業展開にたけた職員を擁する観光課に所管を移し、その充実や強化を図ることといたし

ました。 

  なお、これまで実施してきた催事に関しては、引き続きまなぶ課が所管するとともに、観

光課とも連携しまして、持続可能で実効性のあるものを開催してまいりたいと考えておりま
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す。 

  本条例は、施設設置による本町の歴史・文化の発展及び円滑な継承に向けて、当該３歴史

文化施設を積極的に活用し、観光を中心とした交流人口の増加から関係人口の拡大につなげ

ることを目指して、入館に係る料金や利用方法などについて規定するため設定するものであ

ります。 

  第１条では、第１項で前段ご説明しました目的を、第２項で施設の名称及び位置について

規定するものであります。 

  同条第２項、別表第１で規定する歴史文化施設の名称及び位置につきましては、１つが西

川町大井沢自然と匠館、西川町丸山薫記念館、西川町歴史文化資料館の３つの施設でありま

す。 

  なお、大井沢自然博物館と西川町自然と匠の伝承館については、同様の位置にあり、一体

的な施設として積極的に利活用を進めていくこととしまして、地元とも調整を図りながらで

すが、名称を西川町大井沢自然と匠館に変更することとしたところでございます。 

  第２条では、職員として各施設に館長などを置くことを、第３条では、入館料の徴収につ

いて規定し、同条別表第２で利用区分ごとの１人当たりの１施設入館料の上限額を規定する

ものであります。 

  また、第４条では当該入館料の不還付について、第５条では入館の制限を、第６条では入

館者に対する損害賠償義務について、それぞれ規定するものであります。 

  最後に、附則の第１項では公布の日からとする施行期日を、附則第２項では本条例の設定

に伴う関係４条例の廃止を規定するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願いを申

し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 今、西川町歴史文化資料館で特別展をやっています。月山湖の過去

資料、移転集積の記憶ということで、月山湖から移られた方々のいろんな写真とか思い出の

たくさんのいろんな資料が入っています。私も見学しましたけれども、いかにこの資料の収

集、整理、そういう保存の仕事が大事かということを痛感してきました。 

  文化財保存法も改正になりましたけれども、文化財の計画的な保存、そして活用というこ

とで、保存が非常に大事だということも強調されております。文化財の保護の事務は、教育
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委員会からどちらのほうに変わるんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 変わっておりません。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 教育委員会でしっかりとやられるということですね。 

  それで、文化財保護法の改正では、文化財の保存、活用に総合的な計画をつくることだと。

住民とも対話をしながら、学識経験者、商工会、観光団体のいろんな人たちで構成して協議

会をつくって、しっかりと文化財を保存活用してほしいということが、文化財の保存活用、

総合的な計画をつくることということが出ていますけれども、非常にこういうことは大事だ

と思います。町はこういうことをしっかりと考えておられるということでよろしいでしょう

か。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 言わずもがなしっかり対応しています。 

  ちゃんと対話してから質問してください。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 議会は私たち、町民の代表として聞く場所ですから、今、お聞きし

ているわけです。 

  やはり文化財の保護を、今、どんどん西川町の人たち、代々家をつないできて、家がなく

なるというのも結構増えてきています。文化財保護法では、文化財の減失や散逸などの防止

が緊急の課題だということが出ています。ぜひ町でしっかりと、西川町の非常にすばらしい

財産、たくさんあります。しっかりと保存、収集しながらそれを観光に生かしてほしいと強

く求めていきたいと思います。 

○菅野議長 菅野町長、答弁。 

○菅野町長 町の取組をご説明をさせていただく機会も、もし、お分かりじゃないと思うので、

あえて申し上げさせていただきます。ぜひ光康議員、役場職員と対話をしてください。私ら

も対話しろ、町民の皆様と対話しろといつも言われている。隗より始めよという言葉があり

ます。ぜひ対話を私たちだけに求めるのではなくて、対話をしていただければと思います。 

  文化財保護に関しては、私ども取組を強化しています。館長はこれまで旧生涯学習課の課

長でございました。これを有識者に館長をお願いしておりますし、その分の責任を伴う給与

もこちらのほうから支出しております。また、学芸員も増やさせていただきました。それか
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ら、歴史文化資料館の求めに応じて、人員の強化もしております。若い世代も入っておりま

す。 

  また、三山電車のことも、本来であれば役場が関することは、ほかの通常のまちではない

でしょう。しかしながら、私らは役場の職員も一緒になって広報して、目標金額の倍以上も

集めることができました。こちらは、旧生涯学習課も頑張りましたし、つなぐ課を中心とし

た後方の部隊一丸となってなし得たものだと思っています。 

  こういった間もなくなくなろうと、もう取り返しのつかなくなるような三山電車の危機を、

このぎりぎりのところで、これまでできなかったことができていることは、ぜひご評価いた

だきたいなというふうに思っております。 

  それから、先ほど資料館のダムに沈んだ112戸の方の集落の展示は、これは私がぜひやろ

うというふうに申し上げました。その意を受けて歴史文化資料館や学芸員の皆様が頑張って

いただきました。こういったこともぜひ評価することも、正確な情報を得てご評価いただき

たいなというふうに思っています。 

  ぜひ対話しましょうよ、自分、人にばかり言っていないで。 

○菅野議長 その他ご意見ございますか。 

  ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 今回、３施設をまとめて活性化を図っていくということでございま

すけれども、現在、歴史文化資料館については、地区からの要望もございました裏の駐車場

を整備していただいております。 

  それで、今回の３条関係、別表２についてお伺いするんですけれども、大井沢の自然と匠

の伝承館、これまで博物館と一緒でありましたけれども、これと丸山薫記念館については、

現在入館料200円でございます。歴史文化資料館については、現在は無料でありますけれど

も、今後はこれを含めて３施設とも200円を入場料として徴収するということでよろしいの

かどうか確認をお願いしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は柴田観光課長。 

○柴田観光課長 ご質問ありがとうございます。 

  入館料につきましては、この条例上は３施設を一緒にしたということで、あくまで１つの

条例にした形の中で、規定としては上限額を定めさせていただいたものになります。 

  ですので、今、ご指摘ありましたが、そのそれぞれの３施設の入館料は、今年度はそのま

までいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） そうしますと、今年度はこのまま、来年度はどうなるかは今後、お

話があるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思いますし、せっかく一緒になりまし

たので、先ほどありましたように、この３施設が連携して、ぜひ多くの方が来場されるよう

によろしくお願いします。 

  以上です。 

○菅野議長 その他質疑ございませんか。 

  ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） 今の質問にプラスでちょっと質問させていただきますけれども、こ

の入館料の上限なんですけれども、私も今年に入って大井沢は孫を連れてとかいとこを連れ

て３回もう訪問していますけれども、あの施設の中に入っている文化財というか、そういう

ものはすばらしいんですよね、剝製にしても何にしても。昔の大井沢の先生方、そしてまた

子どもたちが授業の中であそこまで作ったと。あの剝製の数だけ見ても、もう東北ナンバー

ワンというか、すばらしい剝製の数だなというふうに思っております。 

  そこで、入館料なんですけれども、孫を連れていった際に、100円でこれ見られるのとい

う言葉が子どもからも出た次第です。子どもは100円でいいと思いますけれども、今年はこ

のままにしても、上限額、大人の部分をやっぱりもうちょっとアップしてもいいんじゃない

かなというふうに思ったので、一応、一言意見として述べさせていただきます。 

  以上です。 

○菅野議長 答弁は柴田観光課長。 

○柴田観光課長 飯野議員のほうからも入館料につきまして、大変ありがとうございます。 

  今、西川町、おかげさまをもちましてありがたいことに伝承館、歴史文化資料館、丸山記

念館もはじめまして、いろんな観光客の方、合わせて関係人口の方、いらっしゃっていただ

いております。当然、入館料につきましては、今回の設定は現行４月から動いてからのお話

でしたので、この上限額として設定させていただきましたが、飯野議員からありましたとお

り、入場料の改定によって、その施設に使うお金というところも計算しながらですが、改定

していくようなときも来るとは考えておりますが、その入館料につきまして、また改めると

いった場合には、こちらの条例のほうに定めさせていただいておりますので、当然、条例改

正として議会の皆様にもご提案させていただきますし、ご報告させていただく形で改めさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○菅野議長 その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第38号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第39号 西川町犯罪被害者等支援条例の設定についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  荒木健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 荒木真也君 登壇〕 

○荒木健康福祉課長 議第39号 西川町犯罪被害者等支援条例の設定について、補足説明を申

し上げます。 

  犯罪被害者等基本法の趣旨に基づきまして、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、

町、町民と及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が

受けた被害の早期の回復及び軽減に向けた支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える地域

社会の形成を図るため設定するものであります。 

  それでは、お手元の議案書をご覧ください。 

  第１条では、今、申し上げましたこの条例の目的について規定をしております。 

  第２条は、この条例における用語の意義について、第３条は、犯罪被害者等の支援のため

の３つの基本理念を規定しています。 

  第４条は、町の犯罪被害者等の支援に関する責務を、第５条は、町民等の犯罪被害者等の

支援に関する責務を、第６条は、事業者の犯罪被害者等の支援に関する責務のほか、第２項

では事業者において犯罪被害者等がその被害に関する民事、刑事等に関する手続に適切に関

与できるよう、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めることを規定して

います。 

  第７条から第10条までについては、町が犯罪被害者等に対する住居の安定、日常生活、経

済的負担の軽減に関する支援の内容を規定しています。 

  第11条は町が住民等及び事業者の理解の増進に関して、第12条は町の個人情報の適切な管
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理に関して、第13条は支援の制限を規定しています。 

  第14条は、条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関する必要な事項の委任を規

定しています。 

  附則は、本条例の施行期日を公布の日からとするものです。 

  なお、今後、本条例が施行されれば、本条例に関する要項を設定し、対応していくことを

予定しております。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） この条例、犯罪被害者支援条例ですけれども、私、今回の３月の議

会の一般質問でお願いしたところ、早速取り上げていただきまして、本当にありがとうござ

います。 

  １つお聞きしたいんですけれども、この条例の中に見舞金の支給というのが項目ないみた

いですが、その辺はどういうふうにお考えなのか、ちょっとお聞きしたいというふうに思い

ます。 

○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えいたします。 

  ただいま説明申し上げましたとおり、条例に委任規定を設けておりまして、詳細な中身に

ついては、要綱を設定してその中で見舞金を支給していくというような規定を設けていきた

いというように考えております。 

  現在のところ、県内他自治体のほうの状況も見まして、遺族見舞金を30万円、障害見舞金

を10万円というように予定したいというように考えているところでございます。 

  以上です。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 別の要綱でこれを定めるということですので、本当にありがとうご

ざいます。 

  やはり見舞金の支給というのは、あるとないのと全く違うというふうに、山形県の犯罪支

援センターのほうでもおっしゃっておりました。やはりこの見舞金、ぜひお願いしたいとい

うふうに思います。 
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  ちょうど、昨日、おとといですか、新聞見ていましたら、大石田町でも補正予算で見舞金

の補正が出ておりました。それから、今日の新聞では、大江町でこの条例が検討されていく

というふうなこともありました。全県的に広がっている条例だと思います。３月時点では、

35自治体のうち22の自治体が設定されているということですけれども、これからますます増

えて全自治体に波及していくことを願っております。 

  本当にありがとうございます。 

○菅野議長 その他質疑ございませんか。 

  ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） この条例、本当にありがたいと思います。 

  そこで、これも要綱になるのかどうかあれですけれども、やっぱり、犯罪被害者のこと。

被害者であります。被害者なんですけれども、世間的に風評被害とかいろいろあらざる風評

なんかも出てくる場合もございます。こういった方々に寄り添うことが非常に必要なわけで

ありまして、そのために相談の窓口とか、こういった点について、寄り添う形というのも要

項で定めていくことになると思いますけれども、今、お考えがありましたら教えていただき

たいと思います。 

○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えさせていただきます。 

  現在、要綱については、経済的負担の軽減に定めた見舞金を中心にして規定して準備を進

めておりますが、議員ご指摘の寄り添うところについても十分な配慮がなされるよう、窓口

は、実際の窓口は保健センターあたりが中心になって対処してまいると思いますが、総務課、

危機管理や町民税務課などと連携して対応していく旨の要綱を設定、準備してまいりたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 犯罪はいろんな形があります。凶悪犯からいろんな犯罪、軽犯罪も

あります。こういった面について、ぜひプライバシーの問題もありますので、寄り添ってい

ただいてつくっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○菅野議長 その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 
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  議第39号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第40号 西川町かせぐ基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  石川かせぐ課長。 

〔かせぐ課長 石川朋弘君 登壇〕 

○石川かせぐ課長 議第40号 西川町かせぐ基金条例の一部を改正する条例の制定について、

補足説明を申し上げます。 

  本条例は、西川町におけるＮＦＴなどの販売事業による収益等を活用し、高齢者の福祉活

動の促進、町立病院の健全経営の維持等に資することを目的としているものでございます。 

  今回の改正の内容については、ただいま申し上げました目的をより明確化するため、条例

の名称を西川町高齢者支援等かせぐ基金に改めるものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認めます。本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第40号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩します。 

  再開は10時45分とします。 

 

休憩 午前１０時３１分 

 

再開 午前１０時４５分 
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○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  議第41号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  大泉企画財政課長。 

〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 議第41号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第１号）について、補

足説明を申し上げます。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億1,282万5,000円を追加し、総額を75億9,082万

5,000円とするものです。 

  補正の内容は、急を要する事務事業の経費に係る補正及び地方債の変更であります。 

  初めに、主な歳出について申し上げます。 

  予算書の11ページ目、３、歳出をご覧ください。 

  第２款総務費１項１目一般管理費については、時間外勤務手当を減額、職員の公務災害補

償費を追加、特定財源につきましては、公務災害基金繰入金１万3,000円を追加するもので

あります。 

  ５目企画費につきましては、定額減税に係るシステム改修費、移住・定住者の増加を図る

ためのにしかわぐらし「ワクワク」魅力発見事業負担金、公民館などのＷｉ－Ｆｉ環境など

の施設整備を行うⅮＸによる生涯学習・健康寿命の延伸事業負担金を追加、特定財源につき

ましては、デジタル田園都市国家構想交付金310万4,000円及びにしかわぐらし「ワクワク」

魅力発見事業補助金200万円を追加するものであります。 

  第３款民生費１項１目社会福祉総務費につきましては、自立的で安全な地域を実現するた

めの豪雪地帯の地域安全克雪方針策定事業委託を追加、特定財源につきましては、国土交通

省の豪雪地帯安全確保緊急対策交付金500万円を追加するものであります。 

  ２目老人福祉費については、地域住民が主体的に行う通いの場の立ち上げを支援するいき

いきお茶のみ会負担金、老人福祉センター運営貸付金を追加、特定財源につきましては、西

川町高齢者支援等かせぐ基金繰入金500万円及び老人福祉センター運営貸付金収入800万円を

追加するものです。 

  次のページ、12ページです。 

  ２項２目児童措置費につきましては、児童手当制度改正によるシステム改修費を追加、特

定財源につきましては、子ども・子育て支援事業費補助金264万円を追加するものでありま
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す。 

  第４款衛生費１項２目予防費につきましては、帯状疱疹ワクチン接種業務を追加、特定財

源につきましては、西川町高齢者支援等かせぐ基金繰入金110万円を追加するものでありま

す。 

  第６款農林水産業費１項４目農業振興費につきましては、町特産品のＰＲ経費を追加する

ものであります。 

  第７款商工費１項２目商工振興費につきましては、物価高騰対策事業委託料を追加、特定

財源につきましては、地域経済活性化・物価高騰対策事業費補助金551万1,000円を追加する

ものであります。 

  次のページ、13ページ、３目観光費につきましては、旧入間小学校体育館売払いに係る不

動産鑑定費用、特別な体験の提供事業実行委員会委託料等、温泉設備持続化負担金、町制施

行70周年記念・花火大会実行委員会負担金、地域観光新発見事業に係る町負担金や貸付金な

どを追加、特定財源につきましては、観光庁の特別な体験提供事業補助金3,000万円、企業

版ふるさと納税基金繰入金1,000万円及び地域観光新発見事業貸付金1,550万円を追加するも

のであります。 

  第８款土木費３項１目住宅管理費につきましては、海味の町浦公舎雨漏り発生による屋根

修繕費を追加するものであります。 

  第10款教育費１項３目教育振興費につきましては、特定財源の振替でスクールバス購入事

業などに係る町債150万円を増額するものであります。 

  14ページ、５項１目保健体育総務費につきましては、西川小学校大型冷蔵庫購入費を追加、

特定財源につきましては、企業版ふるさと納税寄附金基金繰入金91万5,000円を追加するも

のであります。 

  続きまして、歳入について説明を申し上げます。 

  戻りまして、８ページ、２、歳入をご覧いただきたいと思います。 

  歳入につきましては、ただいま歳出の特定財源でご説明を申し上げました各事務事業の実

施などに伴い、第14款国庫支出金4,074万4,000円、第15款県支出金551万1,000円、第18款繰

入金1,967万4,000円、次、９ページに行きまして、第20款諸収入2,550万円、次のページ、

10ページに行きまして、第21款町債150万円をそれぞれ追加しまして、それでもなお不足す

る財源につきましては、９ページの第19款繰越金1,989万6,000円を充てるものであります。 

  最後に、地方債の変更について説明申し上げます。 
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  ５ページ目です。 

  ５ページ目の第２表、地方債補正をご覧いただきたいと思います。 

  地方債の補正につきましては、スクールバス購入事業及び高校生等就学支援事業の変更を

行うものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し

上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 私からは２点お願いします。 

  まず、11ページの２款１項５目の企画費で、今の説明で公民館等のほうの補修というふう

な言葉がありましたけれども、前の３月の議会のときに公民館の補修関係で補正で上げます

よというような話があったわけですけれども、これがここに該当するのか、もし該当する場

合ですけれども、各地区の負担補助金というのは幾らか分かればお願いしたいというふうに

思います。 

  あと、もう一点ですけれども、その上の一般管理費のところで、時間外手当の三角390万

何がしと次のページの一番下、商工費のところでの時間外勤務手当のマイナス170万ちょっ

とというの、これの内容をお聞きします。 

○菅野議長 最初は安達まなぶ課長、お願いします。 

○安達まなぶ課長 佐藤仁議員のご質問にお答えいたします。 

  公民館の整備費につきましては、今回要望させていただいたものが、睦合公民館と原公民

館と岩根沢公民館の改修工事になっております。こちらにつきましては、総事業費の２分の

１を町のほうで負担するということになっておりますので、残りの半分につきまして、地元

のほうで支出していただくというような内容となりますので、よろしくお願いいたします。 

○菅野議長 ２番目の時間外については佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいまございました質問の２番目、時間外、総務費と商工費の補正予算の

中で計上しております時間外勤務手当、これについてお答えさせていただきます。 

  内容は、それぞれ予算書に記載になっております金額を今回減額すると、こういうもので

ございます。 

  なぜ、減額するのか、その理由について申し上げさせていただきます。 

  令和６年度予算編成、11月から着手するわけでございますけれども、この段階では、町制
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施行70周年記念事業の実施に伴う観光庁所管の補助金、これが未採択でありましたので、先

般の一般質問の中でも質疑ございましたけれども、７月の70周年記念イベントの実施に際し

まして、準備段階から職員を配置を予定しており、時間外勤務手当を当然のことながら当初

予算に計上しておったと、こういうことでございます。 

  ご案内のとおり、このたび観光庁から補助金の内示がありましたので、記念事業、これら

の実施に際しましては、おおむね業務の委託、業務を委託するということが可能と相なりま

したので、当然、時間外勤務手当を現段階で減額すると、こういうものであります。 

  以上が補正予算の減額させていただいている事由ということで、ご理解を賜りますようお

願いいたします。 

  以上であります。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 最初の回答ですけれども、２分の１かつ100万というのが上限だと

思います、公民館とかそういった補助金ですね。ちょっと地元だけ話しさせて大変恐縮です

けれども、200万超えた金額の見積りで、一応申請をしておりまして、そうすると100万とい

うのは落ちるのかなと、補助を頂けるのかなということで、ちょっと地元でも心配をしてい

るので、今回ならないとやっぱりまた９月とか10月頃になると気候的にもできなくなるので

ということで、ちょっと心配していたものですから、そこら辺の当初、地元から要望があっ

た金額は、言葉あれですけれども、満額というような形で考えてよろしいのか、それを再度

答弁をお願いしたいというふうに思います。 

  あと、時間外に関しては、70周年記念の時間外が、それで予算がついたのでということで

すけれども、商工観光費のところにあります一般の390万ですか、そこら辺もそういう見込

んでいたというようなことであればいいんですけれども、これがやっぱりやってもまた打切

りとか、そういうのが必ずないように、やっぱり時間外は町の条例でも１時間当たり何ぼと

いうのが決まってもありますので、やっぱり職員が一生懸命働くような意識がそがれてもう

まくないので、そういうことを職員が取り違えのないように、きちんと説明をしていただい

て、誰も残業を好き好んでやる人はいないので、もしした場合はきちんと払うんですよとい

うようなことはきちんと職員のほうにも通知をお願いしたいなというふうに思います。当た

り前なのは分かっていて、一応それは確認のためお願いしたいと思います。 

  ただ、先ほどの公民館の件は、再度お願いします。 

○菅野議長 答弁については安達まなぶ課長。 
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○安達まなぶ課長 公民館改修の地元負担金につきましては、これまで100万円を限度として

おりましたが、このたび150万の限度とすることで、こちらのほうで確認しておりますので、

総事業300万までにつきましては150万、こちらのほうからお支払いするようなこととしてお

りますので、どうぞご理解ください。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 私、当然、２分の１かつ100万だという認識していたので、これが

150万まで上限だということですので、それを聞くともらう分が少し増えるということ、睦

合の分は、それはきちんと区長のほうにも伝えておきますので、大変ありがとうございまし

た。 

  以上です。 

○菅野議長 その他質疑。 

  １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 今の公民館のことにちょっと関係しますけれども、先ほどの説明で

ⅮＸによる生涯学習ということで、公民館のＷｉ－Ｆｉ設備の設置というような話が出まし

た。そのＷｉ－Ｆｉ設備の設置なんですが、今言った改修する３公民館のことなんでしょう

か、それともほかにもＷｉ－Ｆｉの設備というものを取り付けていく考えなのかということ

と、あともう一つですが、７款商工費の商工振興費なんですけれども、物価高騰対策事業委

託というのがございます。これはどういう内容のものをやるということで考えていらっしゃ

るのか、それをお聞きしたいと思います。 

○菅野議長 じゃ、Ｗｉ－Ｆｉについては大泉企画財政課長。 

○大泉企画財政課長 今回の補正予算につきましては、全てまず予定としては予算上は17か所

ということで考えております。公民館と高齢者の、それからということで考えております。 

  以上です。 

○菅野議長 ２番目の物価高騰は石川かせぐ課長。 

○石川かせぐ課長 ただいまのご質問のほうにお答えをいたします。 

  物価高騰対策につきましては、今回、町内の世帯の方を対象にデジタルの商品券の配付を

行って、町内の商店、飲食、宿泊、小売り等の店舗で使えるものを配付するということを、

専門の事業者のほうに委託するということで予定をしております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 了解いたしました。 
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  今回は商品券、ただデジタルという形で配付するということで、これからいろいろアナウ

ンスがあると思いますので、近々になりましたらまた質問するところあれば質問させていた

だきます。 

  あとＷｉ－Ｆｉのことですが、一応、全公民館対象ということでよろしいんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は大泉企画課長。 

○大泉企画財政課長 そのとおりでございます。 

○菅野議長 その他質疑ございますか。 

  ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） １点お聞きします。 

  11ページの３款１項２目の老人福祉費であります。老人福祉センターへの貸付金800万、

歳入については諸収入でこの分の貸付収入というふうにございます。バランスが取れていま

すけれども、これについて、これまでは補助金であったわけですけれども、貸付金というこ

とになりますと、相手方もありますので、これについて所有者である社会福祉協議会との話

はどうなっているのかと、貸付金に今回措置をしたことについてお聞きをします。 

○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えいたします。 

  貸付金のことについてですが、当然、予算化する前に社会福祉協議会とは、会長、事務局

長と話をしております。 

  当初予算で補助金をつけなかったことについては、議会のほうからもこれまで政策提言、

そして昨年、第３回定例会、９月議会で佐藤耕二議員からの一般質問でもご指摘あったとお

り、社会福祉協議会は本来果たすべき業務をするべきではないかというようなご指摘をいた

だいており、町のほうからもその経営改善を行うように申入れをしてきたところでございま

す。ただ、その経営改善の具体的な計画策定には今のところまだ至っていないところでござ

います。 

  一方、海味温泉については、継続的な運営が求められておりまして、こちらに対しては、

入浴料収入だけでは賄い切れない状況がありまして、町の施設運営に関する補助金がない場

合、継続的な運営ができない状況にあるということは承知しているところでございます。 

  これらの観点から、まずは社会福祉協議会の経営見直し、本来の業務がなされるような経

営見直しを図っていっていただきたいということで、求償権を持つことができる貸付金、貸

付けをして、その代わりにいろいろこういう改善をしてくださいというようなことで返して
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いただけるような資金というようなことで予算化したところでございます。 

  それと、海味温泉を継続的に運営できるような資金の提供という２つの観点から、貸付金

ということで予算化したところでございます。 

  このことについては、社会福祉協議会の会長、事務局長とも定期的なコミュニケーション

の場を町長、副町長も同席した中で打合せなんかをさせていただいているところでありまし

て、その中においては、社会福祉協議会とも町民対話会の場でも申し上げているようでござ

いましたが、社会福祉協議会としては、老人福祉センター並びに海味温泉を自力で運営でき

る体力、ノウハウ、知見を持ち合わせていない状況にあるということから、経営譲渡を前提

にした改善、そちらのほうをやっていく協議の場、町も含めた協議の場、協議会を立ち上げ

てほしいというような要望を出される予定だというようにも聞いてございます。 

  以上のことから、まずは求償権を持つ貸付金という形で予算化して資金提供を行い、しか

るべき改善計画を町のほうに出していただくために予算化したというところでございます。 

  併せて、貸付金でございますので、返済という場面においては、こちらのほうは社会福祉

協議会、返していただくような資産はあるというように町のほうでは認識してございます。

ただ、万が一、それらの資産、資金化ができない場合については、何らかの形で減免などの

対応を考えていかなければならない場合もあるのではないかなというようなことは想定して

いるところでございます。 

  以上です。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 今回の町長の挨拶の中でも海味温泉を継続していくというお言葉を

いただいているので、海味温泉をご利用の方は安心をしているところであります。 

  ただ、やはり温泉を運営するというのは非常にお金がかかるものであります。これについ

ても、町では水沢温泉の指定管理については、５年間で１億7,500万、年間3,500万、大井沢

温泉については、５年間で１億4,250万、年間2,850万という、水ものといいますか、そうい

ったものにはお金がかかる、熱をかけて水道で割らなきゃいけないというところもあって、

非常に大変だというのは分かっています。 

  貸付金なので、今、課長言ったように、返してもらわなきゃいけないわけですね、当然。

資産が、社会福祉協議会はもともと利益を求める団体ではありませんので、ただ、うちの町

の特色としては、海味温泉を持っているというのが非常に一つの特色であります。そうしま

すと、この貸したお金を返していただける当てというのは、はっきり言って海味温泉の価格
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なのかなと思ってしまったんですけれども、そのように捉えていらっしゃるんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 お答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、温泉もそうですけれども、老人福祉センター施設そのものも現在の

ところ協議会の所有でございますので、その施設も合わせた一体的な資産という捉え方をし

ているところでございます。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 貸付金については、多分、年度末までの予定であると思いますので、

これから３月末までこの予算についてどのような補正をかけていくかということは、今後に

なるかとは思います。 

  ただ、返済不能になって未収金になったというような形は、同じ町の中において社会福祉

協議会が返済できなかった、そのために財産を押さえなきゃいけない、そういったことでは

なくて、その前にお話をしていただいて、目的である海味温泉の存続は行っていくけれども、

その資産についてはどのように扱っていくかということについては、今後の補正の中で計上

していただいて、うまく着地できればいいなというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○菅野議長 荒木健康福祉課長。 

○荒木健康福祉課長 ご指摘ありがとうございます。 

  この件については、経過も含めて議会の全員協議会等々でご説明をさせていただきたいと

いうように考えております。 

  以上です。 

○菅野議長 その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第41号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第42号 令和６年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 
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  荒木健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 荒木真也君 登壇〕 

○荒木健康福祉課長 第42号 令和６年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて、補足説明を申し上げます。 

  議案書の補正予算案をご覧ください。 

  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70万9,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億2,086万3,000円とするものであります。 

  ７ページの３、歳出をご覧ください。 

  歳出からご説明いたします。 

  第１款第１項第１目の一般管理費につきましては、マイナンバーカードと健康保険証の一

体化に向けたシステム改修に係る役務費11万2,000円、委託料209万円を追加し、人事異動に

よる職員手当等149万3,000円を減額、合計70万9,000円を追加するものであります。 

  次に、歳入について申し上げます。 

  ６ページ、２、歳入をご覧ください。 

  歳入につきましては、第４款国庫支出金は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に

向けたシステム改修に関する社会保障・税番号制度システム整備費補助金226万1,000円を追

加し、第７款繰入金155万2,000円を減額するものでございます。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第42号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  お諮りします。 

  ここで日程の順序を変更し、追加日程第９、議第43号 令和６年度西川町一般会計補正予

算（第２号）を議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、日程の順序を変更し、追加日程第９を直ちに議題とすることに決定しました。 

  追加日程第９、議第43号 令和６年度西川町一般会計補正予算（第２号）議案の提案理由

の説明を求めます。 

  菅野町長。 

○菅野町長 先日の全員協議会においてお示ししました政策提言で、こちらがお示ししたご回

答にご理解いただいたということで、改めて追加予算を提示させていただきます。 

  議第43号については、令和６年度西川町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万8,000円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ75億9,089万3,000円とするものでございます。 

  補正の内容は、６月７日の全員協議会において政策提言として回答を申し上げました熊野

山環境林の維持管理経費６万8,000円を追加するものでございます。 

  財源につきましては、繰越金６万8,000円を追加するものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認めます。本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第43号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣について 

○菅野議長 日程第７、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  お手元に配付しております議員派遣計画に基づき、派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認め、議員派遣については原案のとおり決定しました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会中の継続調査申出 

○菅野議長 日程第８、閉会中の継続調査申出を議題とします。 

  議会運営委員長から会議規則第73条の規定により、お手元に配付しております閉会中の継

続調査の申出があります。 

  お諮りします。 

  議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議・閉会の宣告 

○菅野議長 以上で、本定例会に付議された事件は全て終了しました。 

  会議を閉じ、令和６年西川町議会第２回定例会を閉会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時２１分 
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